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午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は17名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 それでは、副議長より挨拶を申し上げます。 

  〔副議長 加藤弘己登壇〕 

○副議長（加藤弘己） 改めまして、皆様おはよう

ございます。副議長の加藤弘己でございます。何か

と御多用中にかかわらず傍聴にお出かけくださいま

した皆様に、議会を代表し、御礼申し上げますとと

もに一言御挨拶を申し上げます。 

 ことしは多くの災害に見舞われた年でした。200

人以上の犠牲者を出した７月の西日本豪雨、９月に

なって台風21号の被害が相次ぎました。ことしは猛

暑に関連する死亡リスクも経験しております。９月

６日の北海道胆振地方中東部を震源とするマグニチ

ュード6.7、最大震度６強の大地震、そして台風24

号による大規模停電等、地球温暖化がなければ起こ

り得ない気候変化を私たちは経験し始めております。

人間が適応できなくなるほどの気候変動に見舞われ

ました。私たちは、人間の英知により、これらの気

候変動に対応していかなければならないと思ってお

ります。 

 社会資本整備ですが、浜松三ヶ日・豊橋道路のお

おむねの起終点及び経過地が示されました。また、

国土交通省からは平成30年度中部地方整備局関係予

算の概要にて、道路調査の概略ルート、構造の検討、

路線として浜松三ヶ日・豊橋道路が示されたことで、

整備に向け前進をいたしました。 

 30年度は湖西市議会議員有志、豊橋・湖西・田原

市議会議長協議会により、国土交通省浜松河川国道

事務所、中部整備局、国道交通省本省、国土交通副

大臣、政務次官、静岡県庁、愛知県庁、財務省へ、

それぞれ浜松三ヶ日・豊橋道路の早期実現に向け、

要望活動をしてまいりました。 

 さて、今12月定例会では、台風24号の影響による

専決処分の承認、30年度補正予算など、11議案の審

査を行います。また、本日より12人が一般質問を行

います。一般質問は、大規模停電時の防災対策、湖

西病院の経営改革、学校施設の老朽化、多文化共生

推進プラン、介護人材の育成、受動喫煙防止対策、

市民の健康づくり、自治会との関係、電子決裁、大

気保全体制等、さまざまな項目があります。 

 市議会は行政のチェック機構でありますが、議員

は謙虚さと自己批判能力を持たなければならないと

思っております。湖西市を活性化し、そこで生活す

る人たちに、豊かで希望のあるもの、その実現に向

かっていかなければならないと思うのでございます。

そして、声を荒げず実践する覚悟を持たなければ、

夢と終わってしまいます。協力すること、調和する

こと、教えを請う姿勢を持たなければなりません。

また、議員としての政治力として、賛否が分かれて

全ての人の求めにかなえられなかったときの決断力

が必要であると感じております。 

 最後になりますが、経済、財政、コミュニティー

の危機的状況にあるといった今、改めて話し合う、

伝えていくことの重要性を感じております。市民の

皆様の声を聞く機会をふやしていき、住みよい湖西

市を目指し尽力しますので、叱咤激励をお願いいた

します。本日はまことにありがとうございます。 

○議長（二橋益良） 挨拶は終わりました。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでござい

ます。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 今回、12名の議員の一般質問が通告されておりま

す。一般質問の日程を本日から３日間予定しており、

本日６名、４日に６名、５日を予備日といたしてお

ります。予定された日程で全ての一般質問が終えら

れるよう質問者及び答弁者の御協力を強くお願いを

申し上げます。 

 本日の質問順序は、受付順により、１番、神谷里

枝さん、２番、渡辺 貢君、３番、楠 浩幸君、４

番、佐原佳美さん、５番、馬場 衛君、６番、竹内

祐子さんと決定いたしました。 

 なお、馬場 衛君の一般質問に対して、当局より
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参考資料の配付を求められましたので、これを許可

しております。資料はあらかじめ議席に配付させて

いただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 初めに、17番 神谷里枝さんの発言を許します。

それでは17番 神谷里枝さん。 

  〔17番 神谷里枝登壇〕 

○17番（神谷里枝） 17番 神谷里枝。通告に従い

まして一般質問をさせていただきます。 

 まず１点目でございます。大規模停電を踏まえて

の防災対策推進についてであります。 

 台風24号による停電被害は、今まで経験したこと

がないような長時間に及ぶものであり、最長で４日

間に及ぶ地域や停電しなかった地域、集合住宅では

水が出ないため、地域防災センターに水や食料を持

ちに来られた方もいたなど、湖西市内でもさまざま

な状況でありました。 

 特に緊急時だからこそ、市民の誰もが知りたい情

報提供ができたでしょうか。情報収集・情報伝達が

うまくいかなかったために、いつ停電が直るのかわ

からず、市民の不安が募ったと推測いたします。 

 そこで今回の経験を踏まえ、課題の抽出、対策に

より、市民の安心安全を確保するために質問いたし

ます。 

 １点目。災害対策本部立ち上げなど、市の対応状

況はどのように行われたか、反省点や今後の課題に

ついてお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁をお願いいたします。市

長。登壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答えを申し上げます。 

 今、神谷議員からもございましたし、冒頭、加藤

副議長からもお話ございましたけれども、やはりこ

としは非常に日本全国、災害が本当に多かったなと

いうふうに今も実感をしているところでございます

し、今御指摘いただいたとおり、台風24号、その前

の21号もですけれども、湖西市におきましては停電

を初めさまざまな被害が報告をいただいてるところ

で、今回、予備費ですとか12月の今回提出させてい

ただきました補正予算初め、本当に復旧に全力を尽

くしたいというふうに考えております。 

 さて、御質問をいただきました今の台風24号への

対応ですけれども、少し時間をとって、時系列的に

御説明をさせていただければと思います。 

 ９月30日でしたけれども、台風の接近ということ

で、当日は日曜日でした。９月30日の日曜日の午後

から、湖西市役所におきましては危機管理監を含め

まして危機管理課職員が４名で事前の配備をとり、

まずはまだ明るいうちにということで、土砂災害警

戒区域に対しまして避難準備・高齢者等避難開始を

発令させていただいたところです。 

 その後に風雨の強まる前にということで、担当者

等々におきましてパトロールでありますとか情報の

収集、対策のための関係職員を招集し、参集をして

いただきまして、第１次の配備体制に移行をいたし

ました。 

 その後、台風の接近に伴いまして必要な対策を講

じ、翌10月１日の早朝に、台風が通過したというこ

とで避難情報を解除し、対策班を解散したというと

ころでございます。 

 今も御指摘をいただきましたとおり、停電につき

ましては、本部となっておりました市役所の裏とい

いますか、隣、北側の防災センターにおきましても

一時停電をいたしました。その後、非常用電源を稼

働させていただきまして、未明の復旧まで、活動に

関しましては支障はなかったというふうに報告を受

けております。また、台風が過ぎた10月１日につき

ましては、これは月曜日ですので、市役所におきま

しても通常業務を行っておりましたけれども、その

中で市民の皆様を初め停電に関しましても問い合わ

せが寄せられたところでございますし、例えば信号

が消えていたりだとか、そういったのは皆さんも御

案内のところかと思います。 

 その中で、その時点、10月１日の朝の時点におき

ましては、まだその後何日もわたるような停電だと

か長期・大規模な停電になるというような認識はで

きておりませんでした。もちろん、お問い合わせは

ありましたですので、市といたしましても中部電力

さんに対しましてお問い合わせ等々はさせていただ

きました。その時点ではそういった状況、対応であ
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ったというふうに認識をしております。 

 また、10月１日午後になって、では湖西市として

もできる対応は何なのかと、停電がしばらく続くか

もしれない、どれぐらい長引くかまだわからないけ

れども、停電に対応をということで、給水ポンプが

とまってしまった例えば集合住宅、アパートだとか

マンション等々への給水のサービスだとか、携帯電

話に対しまして、これも携帯電話が停電によって充

電ができなくなってしまって携帯電話が使えないと

いうようなお問い合わせも寄せられましたので、携

帯電話等への充電のサービス、また体育施設、体育

館ですとかそういった体育施設のシャワーのサービ

スの実施の決定を10月１日の午後にさせていただき

ました。 

 しかしながら、供給ができる施設でありますとか、

その準備、物理的な準備も含めて、整ったのが翌２

日ということで、お昼には、10月２日のお昼には同

報無線でありますとか、市役所のウエブサイト、ホ

ームページ、またＳＮＳ、さまざまな媒体を使って

お知らせをさせていただいたということでございま

す。 

 また、この今申し上げたような給水等々のサービ

スにつきましては、電気の復旧が、完了が確認をで

きました５日、10月５日の金曜日まで継続をさせて

いただきました。 

 対応に関しましては以上でございますけれども、

今回、今も御質問のありました反省点と課題につき

ましては、大規模な停電が発生した場合の対応につ

いてで、今回、このような例えば長期だとか、どれ

ぐらい続くのかも予測はできなかったわけですけれ

ども、それに関して、今述べた対応をするための特

段の想定をしていなかったということ。また、市と

してもやはり中部電力さんからの電力に関しての停

電の状況ですとか、今後の継続見込みに関しても情

報が入ってこなかった、情報がつかめなかった、い

ただけなかったということで、市民の皆様からのお

問い合わせに対して、職員の応対に関しましても、

一部不親切だとか、市が何でわからないんだという

ようなお叱りを受けたということは、これも事実関

係としてあったというふうに認識をしております。 

 ということで、今後の課題と対応につきましては、

現在、担当であります危機管理課等々と中部電力の

新居のサービスステーションがございますので、中

部電力の担当の方々と協議をしておりますし、私も

例えば市長会ですとかさまざまな会合等々で、中部

電力の関係者、担当者の皆様にもそういった情報収

集・伝達、そして停電の復旧見込み等々、情報の共

有につきましてお願いをしております。やはり今回

のような大規模の停電時には、市からも停電情報

等々の情報発信が速やかにできますように、中部電

力初め関係者の皆様から情報を得て、そして発信し

ていくと、そういった手段やルートについて改善し、

市民の皆様にお知らせができるように、今後しっか

りと調整を図って、安心安全を市民の皆様にお届け

できたらなというふうに考えております。少し長く

なりましたが、以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん、いかがですか。 

○17番（神谷里枝） 御丁寧な御答弁ありがとうご

ざいます。ただいまの答弁をいただきまして、まず、

その時点では市としては最善の対応策で取り組めれ

たという解釈をしていてよろしいんでしょうか。ち

ょっとした反省点もあったということですけども、

今回、この経験を踏まえて、今後には生かしていか

なければならないということですけども、その時点

では精いっぱい市側としては対応しましたよという

ことで、市民のほうに納得していただきたいという

ことでよろしいんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 もちろん、何点かと言われますと100点満点がで

きたかということは、やはり反省すべき点だとか改

善点等々はございますけれども、その時点、10月１

日の、事前の対応含めて９月30日ぐらいから台風が

通過した後の停電になった10月１日、２日、３日と、

対応に関しましてはその時点でできる限りの対応を

し、担当者の皆さん、本当に徹夜も含めてやってい

ただきましたし、できる限りの対応をしたというふ

うに考えております。もちろん今申し上げたとおり、

また御指摘あったような情報の共有や伝達方法に関

して改善点等々はこれから実践していきたいという
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ふうに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 では２番目の質問に移ります。 

 今回の停電時に自主防災会がどのような動きをし

たか。また反省点や今後の課題については把握され

ていらっしゃいますか。いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 今回の台風24号とそれ

に伴う停電に対して、市内の自主防災会がどのよう

な対応をされたかということにつきましては、詳細

には把握をしていないのが現状です。ただ、議員が

冒頭おっしゃいましたように、一部の自治会では住

民の皆さんの求めに応じてペットボトルのお水を提

供したというふうな情報を伺っております。 

 今回のようなケースは、想定外、自主防災会にと

っても想定外の部分があったかと思います。複数の

自主防災会から、何をしたらよかったのかというよ

うな質問が寄せられておりますことから、今後は、

市が実施したような携帯電話の充電サービスですと

か、水道水の給水等を参考に、おのおのの判断でで

きることをやっていただければというような助言を

させていただいております。 

 また、市内のホームセンターなどでは停電１日目

で、カセットこんろの燃料や単１の乾電池の売り切

れ等が発生しておりました。今までもさまざまな機

会で備蓄について、行政としても呼びかけをしてま

いりましたけれども、今回の停電によりまして、い

まだにそういった備蓄が十分でないという御家庭が

多いということが判明いたしましたので、市民の皆

様におかれましては、今回の経験をぜひ教訓にして

いただいて、家庭でできる備えをいま一度考えてい

ただければというふうに思っております。 

 今後、自主防災会を通じたり、広報紙などさまざ

ま機会を捉えて、自助、それから備蓄の必要性をさ

らに呼びかけてまいりたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 きのうも防災訓練があったわけですけども、そう

いった中でやはり積極的に自主防災会組織が中心に

なってやっている地域が多いかと思いますけども、

先ほどの答弁の中で、それぞれの自主防災組織の方

たちのおのおのの判断でやってほしいという御答弁

があったと思うんですけども、今までも自主防災組

織の育成には力を入れてきていただいてるとは思う

んですけども、今回、私が聞いたところによります

と、そういう拠点を開くとかそういう発想にも至ら

なかったとかという話も聞いたり、違う自治会のほ

うへ何で拠点を開かないんだと問い合わせをしたり

した人もいたようなんですけども、私はいま一度、

市も危機管理課のほうで自主防災会組織の位置づけ

とか役割、そういったものをしっかりと、教育とい

うと失礼なんですけども、していく必要性があるの

ではないかと思うんですね。やはり水をもらいに来

たからあげたけども、本当にやっていいかどうかと

いう不安もあったという話も聞いてますので、その

辺やはり明確にしていく必要性ということから、私

は今までの自主防災組織の育成プラス、新たな視点

からの育成もやっていくべきではないかと思うんで

すけども、いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 今の御発言のように、

今まではやはり大地震、それから水害、そういった、

どちらかというと少し災害を特化して、自主防災会

の皆さんには訓練なんかもさせていただいたり、御

説明もしてまいりました。 

 今回は、台風はやはり、雨はさほどではなかった

んですが、風が強かったということで、本当に想定

外の、いわゆる飛来物による電線等の破損といいま

すか、断線によって停電があれだけ続いてしまった

ということは、本当に今まで経験がなかったもので

すから、おっしゃるように自主防災会の皆さんに対

しては、こういう災害ということを決めるのではな

く、地域の皆さんが困ったとか、そういったような

状況に何ができるのかというようなことを皆さんに

も考えて、これから、自主という言葉がついてると

おり、皆さんでやっていただければというふうに思

います。そういったことを我々のほうから、また皆

さんに働きかけをしていきたいなとは思います。た
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だ、自主防災会の役員の皆さんも、やはり１年でか

わられる方も、そういった地域もありますことから、

なかなかそれが浸透するのには時間がかかるかもし

れませんが、やはり繰り返し繰り返しそういったお

話をさせていただければなというふうに思います。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。そう

いったためにも、早く避難所運営マニュアルという

ものもつくって、やっていかないといけないのかな

と思っております。 

 では３点目に移ります。 

 電力会社や土地所有者を含む地域と行政、できれ

ば警察署も含めて停電対策検討会などを立ち上げ、

停電被害の予防対策を推進してはどうかと考えます

が、市の見解をお伺いします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） お答えします。 

 10月31日に、中部電力と県及び西部地区の各市町

の防災担当の課長が集まりまして、台風24号による

停電時の反省や、今後の対策を検討する会議が開催

されました。これは県の主導で開催をされました。 

 この会議におきまして、今後の行政と中部電力と

の共有する情報の内容、それから伝達方法のあり方

等、今後も継続して協議をしていこうということに

なりました。 

 またその会議の中で、中部電力から倒木のおそれ

がある木を事前に伐採するというようなことも議題

に上がりました。現実的には関係する立ち木といい

ますか、木の所有者の数は相当な数になります。そ

れからまとめ上げる組織がありませんことから、非

常に難しい問題だと思います。実は中部電力さんが

先週発表されまして、改善策を発表されましたけれ

ども、その中にも自治体と計画伐採の協議をしてい

くということを盛り込まれておりまして、私どもに

も発表前に、事前に御説明に来ていただきました。 

 ということで、やはり主体となる中部電力さんが

そういった形で我々行政のほうにも働きかけをして、

協議会という、そういったものは今のところ本市と

しましては独自の検討会は考えておりませんけれど

も、さまざまな形でそういった解決策は見出してい

けるんではないかなというふうに考えております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。ありがとうご

ざいます。新聞でも本当に民間企業さんがすごく早

い目早い目に今回のことに対して結果を出してくだ

さっていますので、承知をしました。 

 そういった中で、通告にも書きましたけども、警

察署とはいかがでしょうか。難しいんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 協議の段階で警察さん

と協議をするという必要性が今ちょっと明確ではな

いところもありますので、今の時点で警察、ただ信

号の件だとは思います。信号については、行政と警

察というよりも、やはり中部電力さんと警察署とい

うのは、またそこは協議をしていくことになってお

りますので、三者が全部一緒にというわけではない

んですが、中部電力さんが核となって、それぞれ関

係するところと連携をとって改善をしていくという

ように進んでいくというふうに考えております。以

上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 では４番目の質問に移ります。 

 同報無線放送が聞き取りづらいなど、以前から苦

情があり、なかなか改善されません。国においては、

室内にいても音声が聞こえやすい個別受信機や自動

起動ラジオなどが配備され情報が確実に届くように

など、情報難民対策が講じられているところであり

ます。 

 近隣市でも防災ラジオによる情報伝達を行ってい

るところもございますが、同報無線のデジタル化が

促進される中、デジタル防災行政無線放送を室内で

確実に受け取れるような情報難民対策を講じてはど

うかと考えますが、見解をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 現在、本市で実施して

おりますデジタル防災行政無線、同報系といいます
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が、を受信できる個別受信機は、本体価格だけで約

５万4,000円ほどいたします。本体だけで受信する

こともできるわけですが、確実に受信するためには

外部アンテナの設置が必要になる場合がございます。

そうしますと、平均的に約10万円ほどの設置費が必

要となります。現在の市の財政事情を考えますと、

配布ですとか、補助制度の創設というのはちょっと

難しい状況であるかなというふうに考えております。 

 本市では、同報無線を補完するために、防災ほっ

とメール、それから無料の同報無線テレホンサービ

ス、また必要な情報はウエブサイトやＳＮＳ等を通

じて発信をしております。まずはメールを受信でき

る方には、防災ほっとメールの登録を促進してまい

りたいと考えております。 

 また、防災ラジオのお話がございましたけれども、

これにつきましては近隣市では防災ラジオの導入は

ございますけれども、コミュニティーＦＭ局、これ

がないと導入ができないというものでございますの

で、湖西市にはそういったコミュニティーＦＭ局が

ございません現状から、導入のほうは難しいかなと

いうことでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ただいま本体価格等、大体10

万ぐらいかかりますよという御答弁でしたけども、

私がちょっと調べたところでは、いろんな機能の違

いはあるんでしょうけども、３万ぐらいとかという

地域も、というか、３万ぐらいのこういったラジオ

で対応しているところもあると伺っています。あく

までも私はこれは、あくまでも先ほどの話ではあり

ませんけど、自助ということからも鑑みまして、あ

くまでも個人購入で、ただ周波数とかがありますの

で、勝手に購入してもなかなかできないのかなと思

いますので、市のほうでそういった専門の業者さん

に一括でお願いをして、あと、欲しいよという湖西

市民が購入をしていくという方法で、湖西市もそう

いった先ほどから出ておりますように確実な情報の

伝達等を行っていくということ。だから情報を受信

するツールを少しふやしていくという考え方で、市

のほうの一般会計から補助云々ということよりは、

自助という、あくまでも観点に立って、こういった

情報収集には湖西市はこれとこれとこれの選択肢が

ありますよということを取り組んではいかがかとい

うことで、私今回質問させていただきましたので、

いろんな地域がございますので、自治体で対応して

いるところがありますので、少し危機管理としまし

ても調査・研究をしていただきまして、市民により

安心安全な情報提供等を行っていただきたいと思い

ますので、来年１年かけてでもいいですので、ぜひ

ともちょっとこの点については取り組んでいただけ

ればと思っております。もし何かこの点につきまし

て御答弁ございましたらお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 今の価格のお話は、ま

た議員さんと個別に少しお話ができればと思います

が、というのは、今我々が使ってます同報無線の受

信機ということになりますと、やはり専用の受信機

ということになります。今のお話の機械は、ひょっ

としたら防災ラジオのことかどうかというところも

ございますので、その受信機だと、どうしても我々

が送っている電波を受けるための専用機ということ

になりますので、ちょっと価格のほうはどうしても

少しお高いかもしれませんが、なってしまいます。 

 お話ありました自助ということで、例えば御負担

をいただいてつけていただくというのは、やぶさか

ではないところはございますけども、やはり金額が

金額ですので、少しでもそういった、必要だという

方、本当に、聞こえるのは聞こえるんだけども、あ

ればあったほうがいいという方には、申しわけない

んですが自腹という話になりますが、やはり必要で、

同報無線が聞き取りにくいんだとかそういうところ、

それはやはり検討する必要がございます。 

 価格とか方法についても、確かにおっしゃるよう

に、もうこれで決まりということではないと思いま

すので、今後とも各市町、先進市等、そういった研

究をしまして、できるもの、導入できるものは、や

はり我々もせっかく出す情報が受け取ってもらえな

ければ全く意味がございませんので、受け取ってい

ただけるようないろんなツールといいますか、そう

いったものを御用意して、皆さんに情報をとってい

ただければというふうに思います。以上でございま
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す。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。ぜひ

御検討をお願いいたします。 

 では次の質問に移ります。主題２に移ります。 

 湖西病院改革に向けた病院事業管理者の取り組み

についてお伺いいたします。 

 国が進める教育施設へのエアコン導入や、３歳か

ら５歳までの保育料の無償化、さらには浜名湖西岸

土地区画整理事業など予算計上せざるを得ない事業

が明確になっております。市独自の事業は、いや応

なしに見直しを図らなくてはなりません。そのよう

な中、病院事業への市からの繰出金は非常に大きな

財政負担となっております。 

 経営改善のため、病院事業管理者を設置し１年が

経過する中、来年度予算編成に向けて、管理者が掲

げた目標やその進捗状況をお伺いしたいと思います。 

 湖西病院への繰入金を少しでも減額できる改革を

行い、持続可能な地域医療を提供していただきたい

ために質問いたします。 

 １点目。ことし５月に行われた湖西病院改革プラ

ン評価検討委員会にて、病院事業管理者より「改革

プラン実践に向けて」という資料を用いて、さまざ

まな改革目標、スケジュールが報告されました。こ

の中で現在既に取り組まれていることなど進捗状況

をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。病院事業

管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 「改革プラン実践に向けて」では、骨子として４

項目について経営改善等の取り組みについて報告さ

せていただきました。この中から現在取り組んでい

る状況をお答えさせていただきます。 

 まず、病院の方向性見きわめでは、必要病床数に

ついて、改革プラン評価検討委員会や県などにも御

意見を伺いながら検討しているところでございます。

また、平成31年度から地域包括ケア病室を導入しよ

うと検討を進めているところでございます。 

 10月より非常勤医師が担当していた外科の専門外

来を休止としております。また、平成31年４月から、

来年度からですが、浜松医科大学と調整のほうをし

ておりまして、利用者の少ない心臓血管外科と呼吸

器外科の専門外来の休止を決めております。 

 経費見直しでは委託業務の内容を見直し、新年度

予算で委託費を今年度よりも10％以上削減すること

を目標として取り組んでいるところでございます。

さらに、診療材料や医療機器のメンテナンス料の削

減なども取り組んでいます。 

 また、市役所とは産婦人科医院の誘致や地域包括

ケアシステムなどで情報を共有することによって連

携を図り、情報共有を強化し、病院事業の運営に努

めているところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 この改革プラン実践に向けてということで、まず

この資料なんですけども、この資料を作成するに当

たって経営診断を参考にされたことは承知しており

ます。この資料を作成するに当たって、市長、管理

者、病院長、事務長でどのくらい検討を重ねてこの

方向性を示されたかお伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えさせていた

だきます。 

 まず、昨年度末から経営診断のほうを受けまして、

改革プランのほうはもう既にでき上がっておりまし

た。ただ改革プランの中で、詳細な実行項目という

のには少し欠けている部分がありましたので、私の

ほうでその内容、スケジューリングも多少含めた中

で、どういったものを進めていくのかということを、

今先ほど答弁させていただいた４項目に分けて、い

ろいろその課題等を明確にしながら、いつまでにと

いうところもある程度目標を立てながら作成をしま

した。 

 そんな中で、院長、事務長、看護部長等と週１回

打ち合わせをしている中でも提出をさせていただき

ながら、あと経営会議のほうにもその案のほうを出

させていただき、５月の終わりのころだったと思い

ますが、改革プランの評価検討委員会の中で、その

内容のほうを提示させていただいたというような経

過がございます。以上です。 
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○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。病院

が進んでいく改革プラン、方向性について、管理者、

それから院長、事務長、看護部長さんとでまず相談

し、経営者会議に諮って、評価検討委員会に諮って、

こういう方向で進んできていたということで承知を

しました。 

 では次の質問に移ります。 

 ただいまの「改革プラン実践に向けて」は、改革

プラン評価検討委員などの限られた人の目にしか触

れられていないと思います。管理者の改革への考え

方や現在の進捗状況などを広く周知していく考えは

ありませんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えさせていた

だきます。 

 私の考えについて、今答弁させていただいたよう

に、５月の終わりのときに評価検討委員会のほうに

出して、ある程度有識者の方から方向性が認められ

た中で進めていこうというところがまずございまし

た。そこで、まずそれを進めるに当たっては、当然、

病院のスタッフ、職員が、そのことを知らないとい

けないということがございましたので、６月に入っ

てから全職員に私のほうからの言葉で伝えたいとい

うことがございましたので、３回に分けて、９割以

上、なかなか夜勤等もございましたので100％の方

に直接聞いていただくことはできませんでしたが、

おおむね90％以上の方には資料をお渡しして、院内

的には考えのほうをお示しをさせていただきました。 

 市民というか、病院以外のスタッフのところです

が、そこのところはまず昨年度末に湖西市が開催し

た市長と語る会というものに出席をさせていただい

て、お話をさせていただいたのが一番最初でござい

ます。平成30年度のタウンミーティングということ

で、平成31年２月に開催できるよう調整していると

ころということでお聞きしておりますので、そこに

も参加させていただいて、改革プランの進捗状況含

めて、当院の経営改善等に関する話をさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 また、病院独自で平成31年、年を明けてしまいま

すが、２月ごろを目途にして、当院が主催する説明

会も開催したいと今計画のほうを進めているところ

でございます。なかなか地域に出向くというのは難

しい部分もありますが、地域に出向くものとそれか

ら院内の行事とタイアップする事業を計画して、そ

のような場で話をさせていただきたいというふうに

考えております。 

 今後も機会をつくって、改革プランの進捗状況や

当院の経営状況など、市民の皆さんが当院をより身

近な病院と感じていただくことができるように努め

てまいりたいというふうに考えております。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 年が明けて、また地域に出向

いて話をしていくという御答弁内容だったと思うん

ですけども、ただいま改革プランの見直しはやって

いるんですけども、やはり去年12月１日に病院事業

管理者を設置して取り組んできている状況なので、

私は今病院事業管理者を設置して管理者はこういっ

たことを考えているよ、改革プランを実践するにつ

いて自分の考えはこうなんだということを、職員は

もとより、地域住民にもっと説明してもいいんでは

ないかなと考えて今回質問させていただきました。 

 地域住民もやはり患者にもなり得るわけで、利用

者であると同時に自治体の構成員でもありますので、

結果こういうようになりましたので御理解ください

ということも大変重要かとは思うんですけども、そ

れに至る経緯というのもやはり住民の方にしっかり

説明をして、本当に市民の理解があってこそ病院も

必要だよということがわかり、市民に後押しもして

もらえるんではないかなと私は考えているんですね。

本当にただこの１年見ていましても、ただ12億も出

しているのに、お金が大変とか、そういう話ばかり

になってしまうんですけれども、それ以前にやはり

湖西市の地域医療をどういうふうに守っていきたい、

管理者を設置してこういうふうに今取り組んでいる

よ、それこそ今、崖っ縁に立っている湖西病院を事

業管理者としてこういうふうに救っていきたいんだ

ということを、やはりいろんな、一回でなくても、

機会があるごとに、私は管理者の考え並びに市長も
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同じだと思うんですけども、市民を味方につけてい

くという努力って物すごく大事なことではないかな

と思っておりますので、ただいま31年の２月ぐらい

でしたか、また説明会を開いていくということです

ので、より市民にわかりやすい、また市民に本当に

湖西病院必要だよと後押ししてもらえるような環境

づくりをぜひ進めていただきたいと思います。 

 では３点目に移ります。 

 現時点での来年度予算編成方針をお伺いいたしま

す。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えさせていた

だきます。 

 来年度の新年度の予算の編成に当たっては、院内

の各部署から予算要望を聞いた際に、経営の健全化

を推進していくためには、職員による協力体制が必

要不可欠であることを改めて伝えております。 

 収入につきましては、まず病床利用率を80％以上

とすることを目標として、入院・外来収益は常勤医

師とのヒアリングを行いました。収益の見込みを今

算出のほうをしているところでございます。 

 しかしながら、平成31年２月に泌尿器科の常勤医

師が開業のために退職をされるということと、耳鼻

科の常勤の先生が定年退職を迎えるということがあ

りまして、収益に対する不確定要素が多いという現

状もございますので、さらにここの部分を精査して、

収入の見込みを算出していきたいというふうに考え

ております。 

 費用につきましては、病院の収益を得るための経

費ですので、委託業務の内容を見直すなど、不要と

思われる事業を洗い出して、これまで以上に経費の

節減をして、コストダウンに取り組むことを指示し

ているところでございます。 

 また、患者さんへの良質な接遇が将来的な増収に

寄与することから、日々患者の満足度向上に努める

ことも指示しているところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。収入

を上げないとどうしようもないということで、収入

の算出も図っているということですけども、さきの

評価委員会の中でも来年度の繰入金というのは10億

を少し切っていきたいというようなお考えが示され

たかと思いますが、こういった中でやはり当初減額

で予算編成しても、やはり最終的に足りなくなりま

した、また補正をお願いしますと、前回もあったわ

けですけども、そういった中でやはり収入の算出を

図るということにおきまして、例えば今度も回復病

床でしたか、やるということで数字が7,200万から

１億1,000どんだけという数字が示されておりまし

たけども、そういった算出根拠に、失礼な表現にな

りますけども、少し上限いっぱいに見込んでいると

いいますか、過大な収入の計算とか、そういったこ

とはされてはいないんでしょうか。大丈夫でしょう

か。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 まず、収入の病床のところですが、今考えている

のは、ずっとこの数年間を見てきていると、今まで

はいわゆる一般急性期的な病床の使用の仕方という

ところをやってきましたが、やはり在院日数も短く

なってきまして、延べ人数というのは少しずつ下降

ぎみで、利用率のほうが下がってきております。こ

れは今の国の考え方というか、医療に対する考え方

もございますので、なかなかそこを湖西病院だけと

いうわけにはいきませんが、今までのままで推移を

していくと、多分患者さんは減っていくだろうと。

そこで地域包括ケア病室というものを少し回復期的

なところにも力を入れていかないと、市民の皆さん

の利用も減ってきますし、そこに対応できていかな

いと、地域医療の崩壊というものも起こっていくだ

ろうという考えの中で、今回、地域包括ケア病室を

４床から８床ぐらいを、今の現状のままでできる範

囲の中でまずスタートをさせたいというところがご

ざいます。 

 その中で、全部100％そこも稼働してしまえば、

ある程度の収入増は得られると思うんですが、そこ

はまだこれからの挑戦なもんですから、今いる現状

の患者さんの中からどれだけふえていくのかという

ところは、なかなか難しいところがあります。これ

からは急性期でやっていた浜松市、豊橋市などの大
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きな病院から湖西市民の方が一旦こちらに戻ってき

ていただいて、その後自宅でお過ごしになるとかと

いうところの、いわゆる病病連携のところもかなり

進めていかなくては、すぐには着手できないと思い

ますので、そこも手をつけていきたいと思います。 

 そんな中ですので、すぐ、ではやり始めました、

では一月後にはもう既に４病床分使ってますという

ようなことはなかなか難しいとは思いますが、でき

る限り地域包括ケア病室を進めた後には、早くには

埋めていきたいというふうな考えは持ってございま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。管理

者が着任されて、本当になかなか改革が見えてこな

かった中で、いろいろ本当に手をつけ始めていただ

いていることは実感いたしております。ただ、予算

編成するに当たって、余り収入を多く見込んだ予算

編成をしてしまうと、あと大変になるかなと思って、

ちょっと状況をお伺いいたしました。 

 では次の質問に移ります。 

 病院事業管理者として１年が経過する中、経営改

善に向け、一番の課題は何か。解決に向けての方策

をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 私が平成29年12月に病院事業管理者として着任し

てからちょうど１年のほうが経過をいたしました。

この１年で、医師を初めといたしまして、多くの職

員と話をすることができました。就任当時から言っ

ておりますように、病院を改革していくためには、

全職員が同じ方向を向いて取り組んでいくことが重

要だというふうに考えております。 

 しかしながら、これは当たり前のことですが、職

員一人一人の経営改善への取り組みに対する考え方

には、残念ながら温度差がやはり感じられます。全

員が同じ考え方で前に進んでいくのは困難というこ

とも今言ったようにありますが、解決していくため

には病院改革に熱意のある職員から経営改善に向け

た取り組みを進めて、徐々に院内に広めていくこと

ができたらというふうに考えております。 

 すぐに院内に浸透して結果が出せることではない

と思っておりますが、経営改善に向け、職員一丸と

なって取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ただいま職員の中にも温度差

はあるよ。それから熱意のある職員を取り込んで進

めていきたいということでしたけども、今方向性が

ある意味一般急性期病床と回復ですか、やっていく

という方向性が打ち出されているわけですけども、

以前にも療養病床をやるといって改築まで行ったの

に頓挫した経緯があります。それはやはり職員の中

の情報共有がうまくいっていなかったということが

本当に一番大きな要因だと思います。 

 今管理者の御答弁では、多くの職員と話をして同

じ方向に向いていくんだよということに取り組まれ

ているということではございますが、１年といって

もなかなか１年取り組めるわけではないと思います

けども、現時点、湖西病院が進んでいく方向につい

て、病院職員、事務職の方もいろいろ全てですね、

全て含めて皆さんに御理解いただいているというふ

うに解釈、そこはまだやはり難しいということなの

で、熱意のある職員から進めていくという、そこを

いま一度お伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 進んでいく方向というものは、先ほど答弁させて

いただいたように、資料もお渡ししているので、職

員に向かってはですね、理解はしてくれてると思い

ます。ただ、理解はしているけれども、何で今まで

と一緒ではだめなのと思われてる方もいらっしゃる

というのは、これが現実だと思います。ただその反

面、今お答えさせていただいたように、本当にこの

ままだと危ないよね、うちの病院も、というふうに

思ってくださる職員も数多く出てきているのが現状

だと思います。 

 そんな中で、ではどういうふうにやるのがいいの

かというのは、形どおりでなくて、やはり推進をし

ていくという中で引っ張っていかないといけないと

思ってますので、形だけの委員会をつくるだとか、
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形だけのプロジェクトチームをつくるよりも、そち

らの、私の目から見た中でやってくれると思う人た

ちに声をかけながら、また組織としてもそこはある

わけで、それを飛び越えてまでもやれる部分があれ

ばいいんですけど、そこはまだまだ組織的にという

のも大切にしなければいけない部分なので、そこを

ミックスした中でという考えでいます。だから非常

に難しいんですが、ただ、前に進めるということを

毎日言い続けてやっているというふうなところです。

ちょっとお答えになってるかどうかわかりませんが、

以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 職員のほうから余り不平不満

というのは出ていないと思っていてもよろしいです

か。今改革を進めようとしている、本当に今まで同

じことを自分たちは仕事しているのに、何でこんな

にいろいろ言われなきゃいけないんだというところ

があると思うんですね。ですので、例えば市当局の

考え方、また議会の考え、余り個人個人の議会の考

え方ですけども、そういったことがどのように病院

職員に伝わっているのかも、ちょっと私としてはい

かがなものかなと感じるところがあるんですね。ま

ずそういったところを着実に、確実な情報提供をし

ていただいて、だから湖西病院は今こういうふうに

改革していかないといけないんだよということを、

本当に周知徹底していかないと、また何となくもや

もやっとなってしまうと。また、熱意のある職員を

中心にとやって、本当にそれが収支の状況から考え

ましても、いつまでそういった状況が許されていく

のかというのがあると思うんですね。私はある程度

スピード感をもった改革が必要ではないかと考えて

おります。公共施設再配置等も考えますと、余り悠

長なことは言っていられないのも事実です。そこで、

やはり一丸となって進めていくということをやらな

いといけないのかなと思っています。その辺、管理

者としてはどのように感じてらっしゃいますか。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 投書箱といいますか、改革に向けての意見箱とい

うものも設置をして、タイムカードの横に置いてあ

るんですが、それも６月夏ごろから開催のほうして

おります。今までに、延べですが、７つの意見のほ

うもいただいております。当初やはり意見といって

も、どちらかというと批判的な要素もかなり多かっ

たんですが、こうしたほうがいいんではないかとい

う前向きな意見と大体半々ぐらいいただいているの

で、全く反響がないわけではないと思っています。 

 やはり、今言ったスピード感も必要な部分で、当

然そういうことを求められてくると思いますので、

どこかでそういったタイミングで、後ろから押して

あげないといけないときというのはどこかで来ると

思いますし、また院内が、職員がどういう方向に向

かうのかという意味では、余り今のところ大きな波

は来てないように思いますが、いろいろなところで、

直接的ではないですが、話を聞く部分も出てきてま

すので、そういった特に私のほうから出向いて話を

するということをしていくように心がけたいなとい

うふうに思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 そういった中で、私はある程度スピード感をもっ

て経営改善をしていくには、ある程度専門的な知識

を持っている方とか、費用がかかるかもしれません

けども、コンサルタントの方をちょっと非常勤等で

採用して、限られた時間の中で経営改善を行ってい

く。経営改善、人を雇うとお金がかかるというふう

になりますので、私独自の考え方ですけども、同規

模の病院、それから収益も同じぐらいの病院等と比

較した場合、例えばですけども、事務職員なんかも

ちょっと人数が多いのかなという感じもしますので、

業務量の見直しをして、適正な人員にして、その分

でそういったちょっとどうしても経営改善やらなく

てはならないもんですから、この時期にはそういっ

たコンサルタントのような方のお力をかりて取り組

んでいくという、そして経営改善のプロジェクトチ

ームをつくってまたその下にワーキンググループを

つくってやっていくというような段階を経て進めて

いかないと、すごい10年ぐらい先までいいよという

のであればいいんですけども、今の状況を考えます

と、なかなか10年というのは厳しいんではないかな
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と思ったときに、ある意味そういった外部の方のノ

ウハウもおかりして、スピード感をもって取り組ん

でいくということが私は重要と考えますが、いかが

でしょうか。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） お答えいたします。 

 そういった部分でも、プロパー職員というふうに

も言われておりますが、そういった経験のある、実

績があって、そういったものも考えております。具

体的になるかどうかというのはわかりませんが、考

えの中でありますし、具体的にそうなりたいという

ふうな努力のほう、今している最中でございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） この４番目のところですけど

も、あと、こういった経営改善を進めていく、改革

プランも示されている中で、以前も同僚議員等の質

問にもありましたけども、責任はどなたにあるとい

うことでこういった改革を進めておられるんでしょ

うか。 

○議長（二橋益良） 病院事業管理者。 

○病院事業管理者（杉浦良樹） 地方公営企業法で

もありますように、病院事業に関しては全適をされ

ておりますので、病院事業管理者である私が、病院

の中では責任者であるという認識を持っております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） わかりました。では、病院の

経営改善については、現時点、病院事業管理者が責

任をもって進めていく。そのように受けとめました。

ありがとうございます。 

 もう一点お聞きしたいと思いますけども、経営改

善推進の中で、公共施設再配置計画との関連性が出

てくると思いますけども、病院サイドとしてはどの

ように考えていらっしゃいますか。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（松本和彦） お答えいたします。 

 湖西市が策定いたしました公共施設再配置基本計

画におきましては、当院は現状どおり当面は活用し、

2026年以降の大規模改修で対応することとなってお

ります。 

 しかしながら、当院はもう建築後30年が経過して

おりまして、施設が老朽化していることもあります。

一時の大規模改修では、一時に費用が出てしまう、

大きな費用が出てしまうものですから、昨年度、平

成29年度に修繕５カ年計画を作成し、順次修繕を行

って、病院を維持していく計画を立てさせていただ

いております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。 

 そういった中で、病床数の減少とか今いろいろ方

向性が示されているわけですけども、そうしますと、

あいた病床等も、病棟も出てくるかなと思うんです

けども、そういったことも含めて修繕５カ年計画が

立てられていると解釈していてよろしいんでしょう

か。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（松本和彦） お答えいたします。 

 今あいている病棟なんですけども、あくまでも病

棟という形で届け出がされている場所になるもんで

すから、病棟以外として使用することはできません

ので、それも含めてふぐあいのところにつきまして

は修繕をしていくというような計画とさせていただ

いております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） そうしますと、本当に経費削

減云々ということでは、どの方向性に行くかはわか

りませんけども、規模縮小とかダウンサイジングを

図っていくといったときに、この再配置計画、また

修繕５カ年計画との整合性はとれていくと解釈して

いてよろしいですか。 

○議長（二橋益良） 病院事務長。 

○病院事務長（松本和彦） お答えいたします。 

 病床数に関しましては、改革プラン評価検討委員

会の中でも提案させていただきまして、病床数の検

討をしているところでございます。 

 病床数の減少ということがあれば、それに伴いま

して、当然計画のほうも変更していくというような

つもりで考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 
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○17番（神谷里枝） 計画は見直すということです

けども、何かそこら辺が現時点、こういった方向性

で経費削減をしながら経営改善を図っていくという

中で、この再配置計画の中の位置づけ、方針がいま

いちよくわからないと私は感じておりますので、ま

たいろいろ明確になった時点等で御説明をお願いし

たいと思います。 

○議長（二橋益良） 少し時間がたっておりますの

で、質問の途中ではありますが、休憩をとりたいと

思いますが、よろしいですか。 

 それでは、ここで暫時休憩といたします。再開は

11時20分といたします。 

午前11時09分 休憩 

───────────────── 

午前11時20分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、休憩

前に引き続き、神谷里枝さんの一般質問の主題２の

５番、最後の質問になります。よろしくお願いしま

す。神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 最後の質問に移らせていただ

きます。 

 病院開設者として、事業管理者を設置した１年間

の成果をどのように捉えられていらっしゃるのか、

お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 まず、湖西市として何よりも重要なのは、地域医

療の充実といいますか、市民の皆さんがやはり安心

して、もちろん湖西病院を信頼していただいて、安

心して医療にかかれる、病院にかかれるということ

が何より大切で重要であるというふうに認識をして

ますので、この１年間、今、杉浦さん就任していた

だいて１年間たちました。例えばその中でも医療の

充実と経営改善というものは、両方求めていかなく

てはいけないんだと。この湖西市での医療の拠点と

して湖西病院が継続するためには、その両方を求め

ていかなければならないというような非常に難しい

課題を負いながら、今１年間過ごしていただいてる

というふうに認識をしておりますし、先ほどの、前

の質問にもありましたけれども、病院の中、まず杉

浦さんに見ていただきながら、そういった職員と一

緒にコミュニケーションをとっていただいて、それ

から私だとか、健康福祉部だとか、毎日、ほぼ毎日、

電話なり面会等々で連絡はとらせていただいてます

し、運営に関しましてはお話や御提案、御報告等々

いただいてるところであります。 

 その中で、本当に御苦労が多いと思いますし、今

１年たっても、１年たったからどうだとか、３カ月

でどうだとか、半年でどうだとか、１年ですぐに抜

本的によくなるかというと、もう10年以上、湖西病

院も経営に関しては苦しんできているわけでありま

すので、そんな簡単にいったら苦労はないというの

は実感として思っております。 

 ただし、例えば今の事業管理者になってから、今

までの、従来の、例えば病院の職員がやっておられ

た調達の方法と、聖隷でやっておられたといいます

か、杉浦さんの目から見た調達の方法での乖離があ

って、そこは改善できる点は今も現在進行形で改善

していただいたりだとか、費用の削減には努めてい

ただいてるということで、本当に視点の違いから実

践に移されているというのは、やり方だとか数字を

見ても、今もそうですし、これからも明らかになっ

ていくのかなというふうに考えております。 

 また、全体としても当然繰入金につきましては、

平成30年度の当初予算、編成するときに12億円とい

うところを今約11億1,500万、それぐらいで編成を

させていただいて、病院運営に取り組んでいただい

てるところでありますし、収益のほうですけれども、

先ほどもあったとおり、退職される方がいらっしゃ

ったりだとか、そういったなかなか相手のある話で

もありますので、ここは湖西病院だけで何ともなら

ないこともありますけれども、その中で何とかドク

ターを確保したりですとか、そういったものを一生

懸命、今取り組んでいただいてるところであります

し、これは、例えば先ほどあった来年２月におやめ

になる泌尿器科のドクター、医師に関しましても、

かわりの先生をということで、浜松医大にももちろ

んお願いはしてますけれども、例えば事業管理者、

院長、また私も、名古屋に行ったり、東京に行った

り、浜松医大への、何とかほかからということで、
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方策を今一生懸命奔走していただいてるところです

し、そこはぜひ皆さんの中でも、こういった形で、

泌尿器に限らずですけれども、ドクターの招聘が少

しでも手がかりとかつてがあるということであれば、

御紹介をいただければありがたいというふうに思っ

ております。 

 また費用、収益・費用両方ですけれども、先ほど

御紹介のあったとおり、地域包括ケア病室というこ

とで新しい取り組みにより収益改善を図ったりです

とか、診療科目を見直すということで費用の削減を

図っていただく。これは先ほど神谷議員から、なか

なかこの１年間で見えにくかったということが御指

摘をいただきましたけれども、どうしても政策を進

める中で、中途段階ではなかなか言いたくても説明

申し上げられないことも多いので、その辺は御理解

をいただければと思いますけれども、ただやはり、

これは議会の皆さんもそうですし、市民の皆さん、

関係者の皆さんに、わかりやすい形で伝えるという

ことは何より重要だと思っておりますので、お話が

できることだとか、方向性だとか、そういったこと

は個別具体まで踏み込めなかったとしても、先ほど

の来年２月のタウンミーティングだとか、それ以外

にも今、例えばいきいきサロンだとか、町内会だと

か、この前新居高校生にもお話をさせていただきま

したが、お話ができるところで市政、そして特にこ

ういった湖西病院の経営状況とか改善についてお話

をさせていただいてますし、これからも説明してい

かなければいけないというふうに思っておるところ

です。 

 また、さっきの杉浦病院事業管理者からもお話あ

りましたけれども、何よりもそれが市民の皆さんか

らも応援いただかないといけないですし、病院の中、

市役所の中、こういった行政の中でも、同じ方向を

向いてやっていかなければいけませんので、ここは

方向性を、コミュニケーションをよくとっていって、

方向性を同じくしてやっていくということは、継続

をしてやっていかなければいけないというふうに思

っております。 

 初めに戻りますけれども、そういった地域医療の

安心だとか、安全な市民生活、安心して病院にかか

れるということは、本当にそういった一つ一つの積

み重ねだと思いますし、もちろん、スピード感をも

って、危機感をもって、やってますけれども、何分、

相手があったりですとか、自分たちだけでできない

ことも多々ある中で、杉浦病院事業管理者を中心に、

湖西病院、これからさらに経営改善と地域医療の充

実、両方図っていかなければならないということを、

非常に重い課題を背負いながらとは思いますけれど

も、引き続き前に進めていただきたいというふうに

考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） たくさん御答弁をいただきま

して、ありがとうございます。 

 まとめさせていただきますと、まずは管理者を迎

えて、この１年取り組んできたことにおいて、まず

は市長が考えている経営改善に向けて着実に歩を進

めていると解釈していると受けとめてよろしいんで

しょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） 済みません、長くなってしま

って申しわけありません。 

 まず、評価に関しては、私は本当によくやってい

ただいてると思いますし、そこは満点を差し上げて

いいぐらいに、よくやっていただいてるし、余人を

もってかえがたいというふうに思っております。以

上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） 確認できました。ありがとう

ございます。 

 そういった中で、先ほど管理者にも質問したんで

すけども、ある程度のスピード感というのはどうし

ても必要ですし、相手もあって難しいこと、それも

重々承知しておりますが、やはり市長も本当に市民

会館の建てかえ等も本当に手をつけていきたいとい

うお考えもあるでしょうし、再配置計画も進めてい

かなくてはいけないという、本当に市の財政状況を

考えたときに、市長はいつまでに、どこまで、どの

くらいまでの経営改善をお願いしていきたいと考え

ていらっしゃいますか。 

○議長（二橋益良） 市長。 
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○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 本当にそこはスピード感をもってというか、抜本

的に当然今の繰入金が改善していくというのが理想

ですし、現実としてやっていただかなくてはいけな

いというふうに思っております。 

 なかなかやはり、じゃあことしはとか、何年間で

というのは非常に難しいとは思ってますけれども、

例えばこの病院事業管理者の任期だとか、病院の今

改革プランをつくっていただいた平成29年度からの

５年間でという中で削減していく。例えば１億でも

２億でも削減していけばありがたいと思いますし、

その目標値につきましては、今ちょうど改革プラン

を見直してる中ですので、そこではっきりと今目標

値を定めていくということはお願いをしていて、今

回の11月末の改革プラン委員会では、まだ今予算編

成の途中でもありますので、そこまでは数字として

は出していただきませんでしたけれども、そこは今

回、次の２月が改革プラン委員会がありますので、

そこに向けても今数字を頑張って出していただくよ

うにお願いをしているところですし、将来的には、

もちろん、こういった基準外の繰り出しがなくなる

ような形でいくのが、当然、目指すべき姿だという

ふうに思っておりますので、そこに向けて、何年か

かるかはわかりませんけれども、できるだけこの早

期になるように、理想としてはこの中期計画のうち

に、今の中期計画の期間のうちに基準外繰り出しが

なくなるのが理想だとは思っておりますので、それ

に向けて頑張ってまいりたいというふうに思ってお

ります。以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ありがとうございます。期間

というのは余りはっきり、中期計画の中でというお

答えでしたけども、繰出金、繰入金につきましてで

は、基準外というふうにありましたけども、見直し

プラン等、改革プランの中にも掲載されていますよ

うに、基準外、基準内というのは、やはり総務省で

はある程度の方向性というのは公表されているんで

すけども、最終的には各自治体が判断してというふ

うになっております。そういった中で、今湖西市は

基準外、基準内が６億という数字が行ったり来たり

しているわけですけども、市長の中である程度、ゼ

ロにはならないと思いますので、市長の許容範囲、

現時点の市長としての許容範囲というのは、ある程

度、10億ぐらいだったらいいよとか、もう少しやは

りというような思いはあるんでしょうか。やはりそ

こはお聞きするのは無理ですか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 少なくとも来年度、平成31年度の予算では10億は

出せないと、もう明確に思っておりますので、そこ

は、これは実際として、当初予算と補正予算のあれ

もありますけれども、決算として10億には行かない

ような形で、来年度はいかなければならないという

ふうに思ってますし、さらに次を目指すのであれば、

さらにそこから費用削減と収益改善を図らなければ、

ほかの、例えば来年度にすぐエアコンの件もありま

すし、相当、これからの必要事業として浜名湖西岸

の区画整理もありますし、またそれ以外にもやはり

湖西市が、そもそも湖西病院だけでなくて、湖西市

が存続するための必要な予算にお金が回らないとい

うことは避けなければならないと思ってますので、

今それを湖西病院が何億というような話にはちょっ

と厳しいかなと思いますけれども、ただやはり10億、

それ以下、もちろん基準外ゼロとか、今から半分と

いうような目標は、これからも見定めてつくってい

かなければならないというふうに思っております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） お答えづらいことをお聞きし

て申しわけありませんでした。 

 そういった中で、先ほど管理者にもお伺いしたん

ですけども、スピード感をもってやっていく、より、

先ほど責任は管理者が負ってらっしゃるという御答

弁もございました。長年取り組んできた体質の中で、

新たな風として病院事業管理者が送り込まれ、本当

に大きな責任を背負って改革していくときに、私は

やはり片腕になるなり、本当に経営について専門知

識を持った方に期間限定でもいいですので、お力添

えをいただいて改革を進めていってはどうかと思っ

ているんですけども、その点について、市長はいか
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がでしょうか。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 これはなかなか今申し上げにくいことではありま

すけれども、現在進行形でいろいろ病院事業管理者

とも連携して進めているものがありますので、また

そこはいい形でお話ができたらいいなというふうに

思っておりますし、それ以外のところでも、やはり

こういった同じ方向性を向いて頑張っていただける

方というのを、どういった形がいいのかというのを

不断に考えて実践していかなければなりませんし、

これは病院だけではなくて、例えば、もちろん今全

部適用でやっておりますけれども、市全体の話でも

ありますので、各部局、健康福祉部、あと総務人事

等々とも今協力していただいて進めておりますし、

先ほどの杉浦病院事業管理者から、病院経営に関し

ては自分がというお話がありまして、非常に心強く

思ってますけれども、市政運営に関しましては湖西

病院も含めて、しっかり自分が責任をとるという覚

悟で、引き続き臨んでいきたいと考えております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 神谷里枝さん。 

○17番（神谷里枝） ただいま市長の力強い御答弁

をいただきまして、安堵する部分がございました。 

 やはり湖西病院の収益を上げていくには、本当に

今、豊橋・浜松に急性期終了した後の回復の方も、

何とか湖西病院のほうへ目を向けていただくという

営業努力等も必要になってくると思います。そうい

ったものまで本当に病院事業管理者に全ておんぶに

だっこというわけにもいかないと思いますので、市

当局サイドも一緒になって、やはり経営改善に努め

ていっていただければと思っております。 

 あと、時間がありませんので御答弁はいいですけ

ども、やはり再配置計画等の病院の建てかえ、大規

模改修についても、よく情報交換等をしっかり行っ

ていただいて、地域医療の確保はやっていただきた

いなと思っておりますので、しっかり御検討いただ

きたいと思います。 

○議長（二橋益良） 答弁ですか。市長。 

○市長（影山剛士） 済みません、要らないと言わ

れましたけれども、せっかくなのでですね。もちろ

ん、公共施設の再配置、計画、個別までつくってい

ただいて、当然それにのっとって、今進めていると

ころですけれども、当然ながら事後の、事後のとい

いますか、それをつくった後の状況の変化だとか、

さまざまな社会、経済、金融状況等々の変化もあり

ますので、これは病院ももちろんですし、きのうは

新しい市民会館複合施設の市民会議でも御提案いた

だいて、きのうは2028年までという10年間の宿題も

市民会議からはいただきましたので、さまざまそれ

は事象の変化等も踏まえながら、当然、計画は計画

として尊重しながらやっていきますけれども、そう

いった柔軟な対応も必要だと考えておりますので、

そこは御理解いただければと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 残時間が少なくなりましたの

で、まとめてください。 

○17番（神谷里枝） どうもいろいろお答えしづら

い点等、管理者また市長にも真意のある御答弁をい

ただきまして、ありがとうございました。 

 いずれにしましても、今の状況を打破していくと

いうことがすごく大事だと思いますし、空気を入院

させていても収益は上がらないって本当にそうだと

思うんですね。やはり市民ニーズ、それから地域の

ニーズに、時代のニーズに応えられるような病院改

革を職員一丸となって、本当に推進していっていた

だきたいと思いますので、このことを重ねて申し上

げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、17番 神谷里枝さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に７番 渡辺 貢君の発言

を許します。それでは、７番 渡辺 貢君。 

  〔７番 渡辺 貢登壇〕 

○７番（渡辺 貢） ７番 渡辺 貢であります。

悩ましい問題に関する議論の後で、気持ちはやや重

いものがありますけれども、私は３点の質問の通告

をさせていただきました。よろしくお願いします。 

 最初に、障害者の法定雇用率に関する件でござい

ます。 
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 このところ、法定雇用率の水増し問題がマスコミ

の話題となっております。中央省庁での障害者雇用

水増し問題が驚くべき実態として明らかにされてき

ました。さらに、全国の多くの自治体でも問題があ

ることが判明し、民間企業に範を示すべき中央省庁

と自治体で、水増しとされた人数は7,000人を超す

規模と報道をされております。 

 障害者雇用促進法は、障害者がその能力に応じた

職業につくことなどを通じて、職業生活において自

立がなされるための措置を総合的に講じ、もって障

害者の職業の安定を図ることを目的とするものでご

ざいます。人間としての生きがいにつながる重要な

障害者施策の一つでございます。 

 この件で湖西市の名前が直接マスコミの話題には

なってはおりませんけれども、湖西市は大丈夫かな

と、そういう意味でその実情と対応状況についてお

伺いをさせていただきます。 

 今回の障害者雇用の話題を通じ、雇用主を初め、

多くの市民の関心を高めることにより、福祉向上に

つながることになればと願うものでございます。 

 それでは、質問の１番目に入ります。 

 法定雇用率が本年４月から引き上げられました。

地方公共団体は2.3％から2.5％となりました。10月

23日の新聞記事に、県下の各自治体の昨年６月の状

況が載っておりました。湖西市は水増しや計算ミス

はないものの、当時の法定雇用率には満たない

2.21％と表示がされておりました。 

 湖西市役所の法定雇用率に対する現状と対応状況

について説明をお願いします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。登

壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答えを申し上げます。 

 障害者の法定雇用率というものにつきましては、

国そして地方公共団体につきましては、平成30年、

ことしですね、ことしの４月から、従来2.3％だっ

たものが2.6％というふうに改正がされております。

ただし経過措置といたしまして、当分の間は2.5％

の雇用率を適用するというふうに定められていると

ころでございます。 

 また、障害者の雇用率につきましては、毎年６月

１日現在の障害者雇用の状況等につきまして、厚生

労働大臣へ報告をするということが義務づけをされ

ているところでございます。 

 湖西市におきまして、この平成30年、ことしの６

月１日現在の障害者の雇用率というものは、2.61％

でございました。これは、現時点の法定雇用率であ

ります2.5％というものを上回る結果というふうに

なっております。 

 この法定雇用率の算定の方法、今議員からも御指

摘ございました算定の方法につきましても、対象と

なります職員の全ての障害者手帳を確認をさせてい

ただいておりますし、その写しも保管をさせていた

だいておりますので、例えば対象外の職員をカウン

トするといったような報道等もございましたけれど

も、湖西市におきましてはそういった雇用率の水増

しでありますとか計算ミスなどというものはござい

ません。 

 今後におきましても、やはり障害者の雇用促進に

つきましては、引き続き適切に対処してまいりたい

というふうに考えておりますし、これはもちろん、

障害の有無にかかわらず、湖西市役所という職場に

関しまして、やはり働きやすい職場というものの環

境については、不断に見直したり改善したりしなけ

ればいけないと思ってますので、今回はこういった

障害者雇用率という観点からさまざまな報道がなさ

れましたけれども、これに限らず、やはり職場の、

先ほどの病院の話でもそうですけれども、やはり湖

西市政というものを運営する中で、しっかりと職場

環境の改善についても不断に行っていきたいと考え

ております。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ありがとうございました。法

定雇用率2.61％ということで、基準を上回ってると

いうことで安心をいたしました。 

 去年が2.21で、ことしが2.61ですので、新たに雇

用された方がおるというふうな理解がされると思い

ますけれども、実は、障害者の雇用というのは、採

用するところまでは何とか決断できるんだけども、

継続して、長期に雇用する、働いていただくという
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ことがなかなか、障害者にとっても、職場にとって

も大変なんですね。そういう意味で、その職場全体

として、人事担当はもちろんですけども、職場全体

としてそういうサポート体制というか、そういうも

のをしっかりやっていかないと、なかなか継続的に

雇用、働けないという、そういうケースが多いとい

うふうに聞いております。 

 そういう意味で、現在のところ、今どういう状況

にあるのか、そのサポート体制とか、その辺につい

て少し説明をしていただけると助かります。お願い

します。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 まず、採用するに当たりまして、当然その方の障

害の度合い等を考えた中で採用させていただくわけ

なんですが、もちろん、その方に合った職場、環境

というのを最優先させてもらっております。個別に

はあれなんですが、例えば車椅子の方であるなら、

車椅子の方が通常の生活ができる形、狭いところで

は当然できませんし、またトイレの問題等もありま

す。そういう環境を整えた場所に、まずこちらとし

ては配置、所属をさせていただくという形を考えて

おります。 

 また、ほかの障害であれば、その障害を補うに当

たって必要なもの、例えばタブレットとか、そうい

うものも用意をさせてもらっております。そして、

これもその障害の度合いによるんですけど、その障

害者に合った手話通訳とか、そういう方が周りに環

境を置いて、なるべく負担をさせないことを考えて、

配置をさせてもらってる。そしてサポートに当たっ

てはこの課の職員が全て常に見守るという指示をさ

せていただいておるのが現状であります。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 法定雇用率、計算式があるわ

けですけれども、基準には一応達しておるというこ

とでございますけれども、実際、その分母となるも

のと、それから分子になるものですね、余り細かく

聞くとあれですけれども、市が今雇用している障害

者の人数といいますか、どのくらいおって、そのう

ち非正規であっても基準を満たせばカウントできる

よという、そういう計算式になってるかと思います

けども、障害者の数が何人ぐらいおって、そのうち

正規職でない非常勤とかそういう方はそのうち何人

ぐらいかということを、今手持ちの資料がありまし

たらちょっとお答えをいただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 障害者雇用率を出すに当たっては、非常に複雑な

計算がございまして、当然、正規の職員、そして非

常勤職員等も含めます。ただ、非常勤職員の場合に

おいては、週に30時間以上とかいう人はそのままの

カウントするんですが、短時間で採用している人は、

時には0.5人工というような数え方をします。そし

てまた、部局の違う職員、ここでいいますと湖西市

議会だとか、監査委員事務局、また農業委員会、選

挙管理委員会等の部局の違う職員については、対象

外となります。そういうものも含めまして、今年度

６月１日で報告させていただいたときは、分母とな

る職員数が651.5人、点５人というのは、先ほどの

時間ですね、勤務日数等の短時間の者がいますので、

651.5人分で、対象となる障害者が17人と、６月１

日見ております。ただ、この17人に関しましては、

17名がいるんではなくて、重度障害１級、２級の方

は２人としてカウントしますので、実質人数として

は10人が６月１日現在ではいまして、それを計算式

に当てはめた場合に、先ほど市長が申したように

2.61という数字となっております。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） わかりました。 

 もう一点お尋ねしたいんですけども、国は法定雇

用率基準より低いということになっておりまして、

その雇用率を達成するために、障害者を対象の統一

試験を実施したいと。来年度末までに4,000人を採

用したいと、こういう方針を打ち出してるというこ

とですが、こんなことできるのかなというふうに素

人なりに思いましたけれども、こういう障害者を雇

用していこうという国の勢い、あるいは地方団体も

同じですけれども、そういう中で法定雇用率を、ぎ
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りぎりのとこだと思いますけれども、なお湖西市と

しても努力をしていかなければならないと思います

けれども、今後の採用の取り組みの考え方ですね、

そのことについてちょっとコメントをお願いしたい

と思います。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） 今議員がおっしゃられた

ように、国では非常に大きな人数ということで、個

人的には確かに難しい。で、湖西市としては、現状、

採用するに当たっては近隣の大学等にもお伺いして、

どういう方がいるよという情報等も得た中で、また

個別に試験を受けていただくようなお願いもさせて

もらっております。また、ハローワーク等にもそう

いう案内を出させてもらっております。 

 今後といたしまして、その障害者の方が経験でき

るような、採用の前にですね、インターンシップも

当然あるんですけど、それ以外に、済みません、プ

レ雇用制度、お試しの雇用という制度等もあるもん

ですから、そういうものも活用していきながら、採

用をしていって、またその障害者の方も、自分がこ

の職場で本当にやっていけるのかという認識を持っ

ていただいて、採用試験に、本職の採用試験のほう

に臨んでいただければという考えで今は検討をして

おります。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） わかりました。ぜひ努力をお

願いしたいと思います。 

 次の２の質問に入りたいと思います。 

 国の機関が採用試験の応募要綱に、自力で通勤で

きる、あるいは介護者なしで業務の遂行が可能と、

そういう記述の内容が、不適切な条件だということ

で指摘をされまして、県内でも静岡県や浜松市など、

多くの自治体も同様な条件をつけているということ

が問題となっております。湖西市はどうでしょうか。

お答えをいただきたいと思います。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えをさせていただき

ます。 

 本市では、平成29年９月、昨年度でありますが、

そのときに障害者雇用にかかる職員募集を行わさせ

ていただきました。試験の案内には、今議員御指摘

のとおり、受験資格として、自力による通勤ができ、

かつ介護者なしで職務の遂行が可能な人という条件

を明記しておりました。 

 これは非常に浜松、近隣等も見た中で、合わせて

やってるというのが現状であります。非常に書き方

が難しい部分があるもんですから、今まではそうい

う形で昨年まで載せさせてもらっておりました。 

 このうち、「自力により通勤が可能」という表現

は、ある意味、自力で、これが載ってないときに自

力で来れないなら市のほうで用意してもらえるのか

とか、市が迎えに来てもらえるのかとか、そういう

通勤の補助を現時点ではまずできない。そして、も

う一つの「介護者なしで業務の遂行が可能」という

部分につきましては、やはり職務の性質上、外部の

方が介護することによって、いろんな守秘義務等あ

りますので、業務に支障を来すおそれがあるという

認識のもとに、この条件をつけさせてもらいました。 

 ただ、今回、厚生労働省のほうは、これらの条件

の記載は法律の趣旨に反するという指摘をされてお

りますことから、今後、国、県、他市の対応を注視

いたしますが、本市といたしましては、この条項は

除く、削除するという考えで今検討をしております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） こういう条件ではだめだとい

うことでしっかり言われましたので、今後、これを

使うことはできないと思いますけれども、悩みは各

自治体同様だと思いますので、よく研究していただ

いて、障害者をどう雇用するかということを検討し

ていただきたいと思います。 

 それでは、３点目入ります。 

 民間企業の法定雇用率も２％だったものが、この

４月から2.2％に引き上げられました。湖西市の障

害者計画によれば、昨年の数値ですが、市内の民間

企業、これは障害者雇用対象企業というふうになっ

ておりますけども、市内には46社あると。去年の時

点ですので、従業員が45.5人ということで、ことし

の改正で50人になったそうですけども、その時点の

実質雇用率が1.98％、法定雇用率の達成事業所は46
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あるうちの25社となっております。まだ法定雇用率

に達していない事業所が半数弱、21社あるわけで、

それぞれ努力をしていただかなくてはならないとい

うふうに思います。 

 障害者雇用促進法の第一義的な所管は、職業安定

所になるかと思いますけれども、市の障害者福祉施

策として、障害者雇用の拡大に向けての数値目標や

行動計画について、どのように考えておられるのか、

お伺いをしたいと思います。 

 障害者雇用計画、これですね、これ見ますと、積

極的な数値目標はここには書かれておりませんけれ

ども、どんなお考えでおられるかお聞きしたいと思

います。お願いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 湖西市の法定雇用率

の達成企業の割合、これは議員御指摘のとおり、ま

だ30年の数字出ておりませんので、平成29年６月１

日現在で54.3％でございます。全国の達成企業割合

は、同年６月１日で50.0％ということでございまし

たので、全国平均よりは若干高いという状況でござ

います。 

 障害者の一般就労としての企業の雇用に関しまし

ては、主にハローワークが指導や援助をしておりま

すので、市独自の数値目標は設定しておりませんが、

担当部署を中心に、ハローワークあるいは関係機関

と連携をしながら、啓発や情報提供をしているとい

う状況でございます。 

 また、福祉的就労支援としましては、就労継続支

援や就労移行支援事業などの福祉サービスの提供を

行っております。今後も相談支援事業所や特別支援

学校などと連携をしながら、障害の特性やニーズに

応じた就労支援を行っていきたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 私がなぜ市の取り組みをお聞

きしたいかと申しますと、自治体の障害者雇用促進

への取り組みについて、ちょっとインターネットで

検索をしてみました。結構多くの事例が出てきてお

りまして、市が独自で雇用奨励金を出していると、

そういうところもございます。例えば、愛知県の稲

沢市とか、神奈川県の横須賀市などにそういう事例

がございまして、ハローワークと連携して行う企業

訪問時に、市長名の雇用促進メッセージをお渡しし

て協力をお願いしていると、こういうことも載って

おりました。 

 先日、市内のＮＰＯ法人のさざなみ会の方から、

浜松市の取り組みの事例についてお伺いをいたしま

した。御承知かとは思いますけれども、浜松市では、

障害者雇用支援セミナーとか障害者面接会を開催し

ているほかに、年１回、優良な職場事例の見学会を

行っているそうでございます。見学会は、企業や就

労支援機関の担当者、障害を持つ求職者が一緒に参

加ができると、こういう場だそうでございます。さ

ざなみ会の方が先日これに参加をさせていただいた

ところ、湖西市の市内の企業の方もお見えになって

いたということで、障害者が働く現場や雇用継続の

ためのサポート体制などについて学ぶことができ、

大変参考になったと、こういうお話を伺ったもので

ございます。 

 それから掛川市では、２年前に障害のある人の働

きたいをかなえる条例、こういう条例が２年前に制

定をいたしまして、それに沿った各種の施策を進め

ていると、こういうことでございます。 

 本市の障害者計画はスタートをしたばかりであり

ますけれども、もう一歩踏み込んだ障害者施策の展

開を願う意味で、もう少し一歩踏み込んだコメント

があればお伺いをしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 雇用に関してでござ

いますが、市内企業のこともありまして、市民経済

部のほうでお答えいたします。 

 障害者雇用に関しての企業への指導等につきまし

ては、特に権限もないということで、個別のものは

行っておりませんが、誰もが活躍できるダイバーシ

ティという推進の観点から、市単独ではございませ

んが、ハローワーク浜松との共催で、今年度も市内

企業の皆さん及び市の職員も対象にしまして、精神

発達障害者仕事サポーター養成講座等を開催しまし

て、障害者、特に今年度は精神発達障害のことに関

してでありますが、雇用に関しての職場の対応であ
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るとか支援であるとか、そういうサポーターに職員

がなってくれということで、そういう啓発等も行い

ました。 

 また、就労支援に関しては、庁内の関係部署とハ

ローワーク、また職業能力開発協会、また社会福祉

協議会、シルバー人材センターなどと関係機関で意

見交換を行っておるところでございます。 

 障害者雇用に関しても連携いたしまして、国から

の指導と啓発ができることは、市のほうでも協力し

ていきたいと思っておりますので、そんなことを実

施してるという状況でございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） いろんな施策を頑張ってやっ

ておるというお話をさせていただきましたけれども、

障害者が就労を通じて、誇りをもって自立した生活

を送ることができる地域社会ができることを願って、

この質問は以上で終わりたいと思います。 

○議長（二橋益良） 質問の途中ではありますが、

正午になりましたので一度ここで休憩をとりたいと

思いますが、よろしいですか。 

 それでは、お昼の休憩といたします。再開は午後

１時といたします。 

午後０時04分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは、休憩を解いて午前

に引き続き会議を再開いたします。 

 ただいま、渡辺 貢君の質問の途中でありますの

で、再開は主題の２の１番からですね。よろしくお

願いします。 

○７番（渡辺 貢） それでは、２番目の質問に入

ります。 

 去る11月３日、福祉教育常任委員会の事業として、

市内の小・中学校のＰＴＡ会長さんとの懇談会を開

催をいたしました。議会改革の一環として、市民と

の意見交換の場をふやそうと、そういう試みの一つ

でございます。 

 当然のことながら、行政に対するさまざまな思い

や提案がございました。もっと時間があれば、逆に

市の実情も理解していただけるような話もしたかっ

たんですが、短い時間でしたので、お話を聞くとい

うことにとどまってしまいましたけども、その折の

貴重な市民の声の一部をお伝えをさせていただきた

いと思います。 

 特に印象に残ったのが、学校施設の雨漏りの問題

でございます。白須賀中学校の体育館、岡崎小学校

の校舎が話題となりました。教育委員会の施設管理

の担当もこのことは十分わかっておりまして、何と

かしたいとの思いを持っておられるということでご

ざいますが、厳しい財政事情の中にあって、教育施

設の維持・修繕費用の確保もままならないと。午前

中に病院の話が出ましたけども、そういう実情にあ

るということは私もある程度理解はいたしておりま

す。 

 しかし、雨漏りを見過ごしていると、施設全体、

建物全体に影響が生じて、かえって後の修繕費がか

さむことになってしまいます。これは皆さんおわか

りだと思いますけども。いろんな施設の劣化の中で

も雨漏りについては、例えば基金を取り崩すなどし

ても速やかな対処が必要だと、こう思うものでござ

います。 

 今回の空調施設設置のための補正予算は、大変あ

りがたくて、保護者からも評価をされておりますけ

れども、それにも増して雨漏り対策は早急な対応が

必要だと思いますことから、その取り組みの姿勢に

ついて、所管の教育委員会のみならず、財政担当部

長、さらには市長の御所見を伺いたいと思っており

ます。 

 まず質問の２の１になりますけども、学校施設で

修繕が必要な箇所はたくさんありますけれども、な

かなか予算がつかないという話は常々耳にしており

ます。常任委員会としても、一部ではありますけれ

ども、その現場を視察させていただいておりまして、

何とかならないものかと思っております。 

 当初予算の数字もちょっと調べてきましたけれど

も、施設の状況からすると、余りにも当初予算の額

が少ないと言わざるを得ません。 

 平成30年度の予算編成に際して、幼稚園、小・中

学校から提出された施設修繕の要望箇所、及び金額

はどの程度あったのか。またそのうち年度内の対応
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は困難と見込まれるものはどの程度で、全部言い切

れないと思いますので、主にどんなような内容があ

るのか教えていただきたいと思います。お願いしま

す。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 平成30年度予算編成におきまして、幼稚園、小・

中学校から上がってきた修繕や工事の要望箇所は

145件、総額で約３億8,600万円の要望がございまし

た。そのうち、平成29年度から早急に対応した修繕

を含めまして、これまでに16件、この中には現在施

工しております新居中の外壁屋上防水工事、そうい

ったものも含めておりますが、約5,800万円を修繕

工事で対応しております。 

 年度内の対応が困難なものは、建物全体の老朽化

に伴い部分的な修繕だけでは対応できない外壁の剥

離や、屋上等の防水改修等であります。これらにつ

きましては多額の事業費が必要となることから、実

施計画に基づき財政状況を考慮した中で計画的な整

備を進めてまいりたいとそのように考えております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） ちょっと、実際できたものと

必要な箇所というのは、随分差があるなと、これを

埋めるには大変なことだなというふうに思いますけ

れども。きょうの質問は雨漏りということでお願い

してありますので、雨漏りとしての対策が求められ

ている箇所の現状、その対応策についての現時点の

お考えと御所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） この145件のうち、雨漏

りということで要望が出ておりますのが25件でござ

います。その25件の中で特に金額が大きいものでご

ざいますが、例えば湖西中学校の渡り廊下、そうい

ったところの防水修繕では、概算でございますが、

1,900万、それから新居小学校で、こちらも体育館

の雨漏り、こちらが200万、それから新居小学校の

北校舎西側の防水、そちらのほうで1,500万、それ

から白須賀中学校の体育館、こちらのほうでも

1,000万以上の要望額ということで出てございます。 

 ただ、ただいま申し上げた数字につきましても概

算でございまして、雨漏りの一番難しいところが、

外壁だけとか屋根だけ直しても、実際の雨水の浸入

経路というのが非常に突き詰めるのが難しいという

ことでございますので、実際には今述べました概算、

こちらだけでは恐らく完了できないものというふう

には考えてございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 少なくとも雨漏りだけは直し

てもらいたいなというふうに思いますけれども、実

は、きのうもそうでしたけれども、災害のあったと

きの避難場所として、白須賀も小・中学校は対象に

なっておりまして、この前の大雨、大風のときに、

ひどい雨漏りだったということで、私もその後、話

を聞きましたものですから、雨が降った日に学校行

って現場を見させていただきました。 

 雨の降り方によっていろいろ差があるとは思いま

すけれども、体育館はそういう避難場所にもなると

いうことで、いずれはこれ直さなくてはいかんとい

うことで、全部建て直すというほどの必要性はない

けれども、雨漏り劣化すれば、直さなくてはならん

ということでございますので、財政上の難しさはあ

ると思いますけれども、ぜひ対応をお願いしたいと

思います。あえて、ちょうど皆さんおりますので、

財政部長か市長にその辺のお気持ちをお伺いしたい

と思います。 

○議長（二橋益良） 総務部長。 

○総務部長（山本一敏） お答えさせていただきま

す。 

 今、議員がおっしゃられましたように、決して直

さないというところではありませんので、当然、直

していく気持ちはあります。その財源として、御指

摘いただきました基金、これに関しましては該当す

るものが公共施設整備基金というものがございます。

この基金自体の目的は、公共施設の建設及び改修、

いわゆる修繕関係ですね、にも使えるという形にな

っておりますので、それをうまく活用しながら、そ

して担当である教育委員会のほうで優先順位的なも

のがある程度上がってくるのかなと、そうしたもの

を見ながら、我々としてはつけていきたいという形
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で考えてはおります。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 今回、せっかくクーラーをつ

けていただけるということで、それは非常に喜んで

いるんですけど、クーラーよりも雨漏りのほうが先

じゃないかと言われると、がっくりしてしまうんで

すね。そういう意味で、ぜひ前向きにお願いしたい

と思います。 

 それでは３番目に移ります。 

 大きな３ですけども、３点目は学童保育について

でございます。核家族化が進むと同時に、共働き家

庭がふえまして、放課後に適切な遊び・生活の場を

提供する放課後児童クラブのニーズが高まってきて

おります。 

 湖西子ども・子育て会議を傍聴させていただく中

で、市内の放課後児童クラブに関する課題の一つと

して、学校余裕教室の積極的活用に関する御意見を、

昨年度、ことしの２月だったと思いますけども昨年

度、それからせんだっての会議、２回連続して拝聴

をさせていただきました。本日はその対応について

のお考えをお伺いしたいと思います。 

 あらかじめ申し上げておきますけれども、この質

問内容は、放課後児童クラブを所管する福祉部門と

いうよりも、学校運営とのかかわりの中で、こうし

た子育て問題に関する社会のニーズについて、学校

としてどのように捉え、理解し、協力ができるかを

問うと、こういう趣旨でございます。そういう意味

で、学校を指導する立場にある教育委員会のお考え

を含めて、その姿勢を確認させていただきたいと思

います。 

 現在、新居小学校区の放課後児童クラブは、施設

の事情で学年により２カ所に分かれておることは御

存じだと思いますけれども、当初から利用しており

ました旧法務局の建物は耐震性に問題があるという

ことで、できるだけ早く学校の余裕教室を活用させ

ていただくことができないかと、こういう発言でご

ざいました。 

 この件については、その子育て会議の新居在住の

方でございますけども、私がいたときには児童数は

1,800人ぐらいおって、今は1,000人弱だというふう

に思うんで、教室があいてないということはないん

じゃないかなと、こういう発言をされたんですが、

私もそういう意味で、確認の意味で新居の図書館行

って過去の資料を調べてみました。御案内のとおり

だと思いますけれども、今はかなりの人数でありま

して、最高のときが昭和55年、38年前、1,832人。

現在は794人で、教室としては普通教室が当時は46

だったものが、今は28ですかね、28のうち特別支援

教室が３ありますが28ということで、引き算すると

18教室減少してるんですね、普通教室が。そういう

意味で、特別教室、いろんな特別教室必要かもしれ

ませんけれども、もう数年待たなければ提供できる

教室はありませんというのは、どうも説明が納得し

がたいというふうに思います。そういう意味で、で

きるだけ早く、できれば来年４月から、小学校のほ

うで児童クラブを開設できないかという思いで質問

をさせていただきます。 

 最初の質問項目ですが、新居小学校の教室を利用

した放課後児童クラブの開設見込みと、余裕教室の

実情についての説明をお願いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問にお答えをします。 

 新居小学校におきましては、ちょっと私が調べた

の、昭和60年になるんですが、昭和60年度には児童

数が1,621人、１クラス、このときには45人学級で

したので、今とは随分１つのクラスの人数が違うと

いうことはあると思います。45人の学級編制で、39

学級、確かにありました。これ以降、児童数が減少

して、平成30年度、ことしは児童数が793名です。

ざっと見ると半分よりも少ない。何でこれでという

ふうな形で今質問をされたと思います。 

 ところが、793人になりましたけども、学級数は

静岡式35人学級ということで、35人を超えたらクラ

スを分けるという形をとってますので、全体の学級

数としては28学級になっています。トータルすると、

先ほど言ったように39学級が28ですので、11学級分

あいてるじゃないかという話になろうかなというふ

うに思います。 

 ところが、そのときと比べて学習内容だとか学習

方法も随分変わってきています。例えば視聴覚室を
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つくったりですとか、あるいはパソコン室、これも

つくりました。生活科という科ができました。だか

ら生活科室もあります。さらに、中学年・高学年で

は、習熟度別学習ということで、２つのクラスを３

つに分けて授業を行うと、同じ時間に。となると、

一部屋、教室が多く要るような形になります。ある

いは、総合的な学習の時間ということで、グループ

でそれぞれ探求活動をするというふうなことですの

で、一クラスが４つ、５つに分かれたりとか、学年

がそのクラス以上に分かれたりとか、そういうふう

な形で使っております。また、特別に支援を要する

児童の対応ということで、特別支援学級が当時より

もふえているのも現実であります。あと、外国籍児

童の日本語指導ということで、授業時間中に取り出

して一つの教室で一人の先生がついて指導するとい

うふうな事柄で教室も使用してると。こういうふう

に多様な指導が求められてる状況であって、現在、

教育活動以外に占有できる教室がないというのが現

状であります。 

 また、無理に余裕教室を提供するということは、

児童の学習機会を縮小させてしまう。その在校生の

学習機会を縮小させる危険性を含みますので、慎重

に対応してまいりました。 

 しかしながら、新・放課後子どもプランの推進と

いう重要な案件もありますので、今後新たに生まれ

る余裕教室につきましては、計画的に活用していた

だきたいと考えております。 

 新居小学校では、平成32年度になりますけども、

今の計画でいきますと１室、平成34年度にもさらに

１室ということで、34年以降はクラスも徐々に減っ

てくる見込みであります。これを活用して放課後児

童クラブを開設すべく、現在準備は進められており

ます。 

 また、校舎を利用した放課後児童クラブの運営に

際しましては、戸締まり等の施設管理、これ大きな

ネックになると思います。学校の職員は４時半で勤

務が終わりです。６時までいます。その間の１時間

半、あるいは戸締まりはどうするのかということ。

あるいは児童の安全確保。広い校舎の中を走り回っ

て、そこらじゅうへ行ってけがをしたらどうするだ

ろうか。あるいは、低学年は早い時間に終わります

けども、高学年の児童の教育活動の妨げになっては

ならないというふうなことがございます。児童クラ

ブの子供たちが、校舎内を自由に行き来し、あるい

は指導員がその所在を掌握できないという事態があ

ってはならないと思っております。それらのことを

踏まえて、関係課と協議の上、子供たちの活動範囲

をある程度限定するための方策を検討していただい

ているところでございます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 一番少なかったのは、昭和60

年でなくて昭和55年ということで、私が新居の図書

館で調べた数字とちょっと違いますけれども、かな

りの教室が、当時に比べると、本来ならあいてるは

ずだけども、今御説明いただきましたので、そうな

のかなというふうに思いますが、実は、私の経験を

申し上げて大変恐縮なんですけれども、かつて合併

前の湖西市が学童保育を始めるときに、同じような

問題がありまして、同じような説明を私伺いました。

私も当時福祉事務を担当しておりましたので、学校

の協力は不可欠だということでお願いに行ったんで

すが、学校見てみると、何となくあいておるんでは

ないかなというふうには見えるんですが、学校側の

説明は、丸々教室、丸々特別教室というので、全部

詰まってますというふうな説明をいただきまして、

お断りを受けました。 

 ところが、その当時、市長から方針どおり進める

ように努力してほしいというふうに指示をいただき

まして、当時の教育長さんにお願いして、教育長さ

んのところに集まっていただいたところで再度お願

いをして、何とか開設を認めていただくことができ

たと、こういう直接の経験を私はいたしておりまし

て、そういう同じような雰囲気があるのかなと、当

時湖西市、まだ合併前でしたので、というふうに思

いました。 

 今、教育長さんもお話ありました新・放課後子ど

も総合プランという、こういう文部科学省通達で、

これは都道府県の知事と教育長さんのところへ来て

る文書ですが、これごらんになって、そういうお話

をされたと思いますけども、文部科学省自体が生涯
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学習政策局長、初等中等教育局長、文教施設企画部

長、それから厚生労働省の子ども家庭局長、この連

名で、共働き家庭等の小１の壁を打破するとともに、

次代を担う人材を育成するために、全ての就学児童

が放課後を安心安全に過ごし、多様な体験活動を行

うことができるように、総合的な放課後対策に取り

組むようにという方針が出されておるわけですけど

も、そのことが実現されるように、学校施設、余裕

教室等の一層の活用促進に向け、市長部局と教育委

員会の連携がより図られるよう、総合教育会議を活

用するようにと、こういうふうな通達が出てるんで

すね。そういう意味で、学校側は学校側の事情ある

と思いますけれども、ぜひ前向きにお考えをいただ

きたいなと思います。教育長さんのお話ありました

ので、私、今のお話をした中で、市長さんの御見解

あったらお願いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 渡辺議員の思いといいますか、御経験もおありで

しょうし、現在も多分同じような形で、教育委員会、

教育長初め教育委員会の皆さんからもお話を伺った

り、福祉部門の子育て支援課を中心に現場でやって

らっしゃる方、それぞれからお話は伺っていて、当

然その通達に関してもそうですけれども、学童の重

要性も当然今、小１の壁はもう言われて数年たって

ますので、早急に行いたいというのは思っておりま

すし、当然、先ほどの教育の場であること、もちろ

んほかの学校ではしっかり学童、校内でもやってい

らっしゃいますので、どういった形で共存ができる

のかということはしっかり考えていかなければなら

ないと思ってますし、やりたい気持ちは十分にあり

ますし、さっきの、済みません、雨漏りの話もそう

ですけども、やれるものならやりたいというものは

常に思ってまして、ただやはり限られたそういった

財源とか資源の中で、どうやったらうまくできるの

か、よい結果になるのかというのは、これはもちろ

ん、財源が必要だったり、財源がなければ知恵を出

し合ったり、汗を出し合ったりですとか、あとは市

だけでできなければ、例えば雨漏りに関しても、ク

ラウドファンディングだとか、どういったところに、

外部に求めたりだとか、そういったものはいろんな

知恵を使っていかなければいけないと思ってますの

で、そこはこの学童にしても雨漏りにしても、どう

やったらそれが実現できるのかということは、不断

に考えていかなければならないというのは十分認識

をしております。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） それぞれ事情があって、それ

もわかっておるという、そういう前提でございます

ので、ただ、新居は旧法務局の建物が耐震性がまず

いということになっておりますので、そういう意味

でもぜひ少しでも早く、学校のほうを使わせていた

だくように御努力をお願いしたいと思います。 

 それでは最後の質問に入ります。 

 放課後児童クラブの運営は、従事されている指導

員の時間が変則でございまして、その処遇も十分と

はいえないという状況でございます。いろんな御苦

労も多いかと思っておりまして、そこで、文部科学

省と厚生労働省は、放課後対策を総合的に推進する

ために、放課後子ども教室と放課後児童クラブは互

いに密接な連携をとるようにというふうに求めてお

ります。その辺の現状と課題、今後の取り組みにつ

いてのお答えをいただきたいのと、もう一点、放課

後クラブの指導員とお話をしたときに、運営上の課

題は何かということでお話をしたんですが、そのと

き強く印象に残ったのは、発達障害児がもちろん学

校が終わってそこへ来るわけですから、その対応に

ついての負担というのが大変悩みの一つだというふ

うにお話をいただきました。この点への対応はどの

ようにされておられるか、あわせてお伺いしたいと

思います。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ではお答えをいたします。 

 渡辺議員が言ってる連携というのがどこまでを連

携と言ってるかという、ちょっと私と議員の間でず

れてるかもわかんないですけども、ただいま、連携

というのは確かに行っています。どういう形で行っ

てるかといいますと、放課後子ども教室へ通いたい

子というのは、全校生徒に希望用紙を配布してます

ので、放課後児童クラブに所属していながら、放課
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後子ども教室に通っている子が40人程度います。で

すので、そういった意味では連携をしているのかな

というふうに思ってます。 

 その際、活動場所が多少違うというようなことも

ございますので、放課後児童クラブの教えてる方が、

その放課後子ども教室まで終わる時間に迎えに来て

くれて、その活動場所まで一緒に連れてってくれる

と。次の６時までの面倒を見ていただくというふう

な形では連携はできてるかなというふうに思ってお

りますが、さらに一歩進んで、一緒にやったらどう

だというふうなこともあろうかなというふうに思い

ます。 

 実は我々もその辺考えまして、平成29年度、知波

田小学校をモデルケースとして、放課後子ども教室

に参加していない放課後児童クラブの児童が、放課

後子ども教室のプログラムに参加したり、あるいは

放課後子ども教室のスタッフが、放課後児童クラブ

に講師として赴いて、出前講座を行うなどの連携を

図ってまいりました。 

 モデルケースを通して、参加する児童、放課後児

童クラブに行っていながら強制的に参加をした児童、

その意識の違いから、プログラムに集中できない面

が見受けられたと。放課後子ども教室の体験学習と

いう学習をする場で、放課後児童クラブという預か

りとの間に、大きな意識の隔たりがあって、課題で

あるというふうに認識はしているところであります。 

 ですが、これをやったことによって、多少、両方

に所属する児童がふえてる、ことしは。多少ふえて

る。だから、放課後児童クラブから子ども教室に通

う生徒がふえてるというのが現状であります。 

 今後もお互いの協力体制を構築できるように、双

方のスタッフの間で情報共有だとか、あるいは連携

の手法について、今後も研究をしてまいりたいとい

うふうに思っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 済みません、もう一

点の発達障害の児童への対応という部分については、

私のほうからお答えをさせていただきます。 

 まず、市内９クラブございますが、その中で発達

障害の児童、今15人ほど預かっております。実際に

先ほど言われましたように支援員の方からそのあた

りの対応が難しいというような声は担当部署のほう

で伺っております。 

 そういった中で対応といたしましては、一つは県

のほうで放課後児童クラブ支援員等実地研修事業と

いうのがございます。これは各クラブで希望により

まして、発達心理学の専門的な知識を有するアドバ

イザー、そういう専門の方を県から派遣をいただい

て、現場で対応方法等の指導をいただくと、そうい

う実地研修でございますけども、そちらに昨年度は、

29年度は岡崎保育園で３名の児童を対象に、そうい

った実地研修を実施しております。本年度につきま

しては東小学校のほうになりますけども、発達障害

ではありませんが、問題行動があって対応に苦慮す

るというような児童に対する実地研修ということで、

アドバイザーの方、派遣いただいて、現場の子供の

様子も見ていただいて、それを踏まえて支援員の方

に対応方法を指導していただくと、そういうような

研修ですけども、そういったことを実施していると

ころでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 渡辺 貢君。 

○７番（渡辺 貢） 発達障害については、岡崎小

学校と東小学校をやったよということですが、私が

行ったところはまた別の場所ですので、そういうよ

うなお悩みを持っている指導員がおられたというこ

とですね、また希望を聞いてあげて、ぜひ実施をし

てあげていただきたいと思います。 

 要は、この発達障害児への対応もそうなんですけ

ども、ある学校では学校との連携がうまくできてて

大変助かってるよという声も伺いました。したがっ

て、この放課後児童クラブに関して、さっきの話に

戻りますけども、私が20年前に担当したときには、

当時の学校教育課長、この方、後に教育長になられ

た方ですけども、その方に頼んで、私、浜松の様子

を勉強に行かせてもらいました。浜松は、この放課

後児童クラブの事務の担当自体が教育委員会なんで

すね、福祉でなくて。そういうこともあって、当時

の学校教育課長さんも、これは他人事ではないとい

う意識で私と一緒に行っていただいたんですけども、

この学校を提供する、教室を提供するということも
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そうですし、それから発達障害の対応もそうなんで

すけども、要は学校とうまく連携ができると非常に

いいなと。どうしても福祉と教育は違うんだという

意識があると、なかなかうまくいかないという点が

ありますので、ぜひひとつ教育委員会のほうで福祉

とよく連携をとっていただいて、うまく進むように

お願いをしたいと思います。以上で終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、７番 渡辺 貢君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に５番 楠 浩幸君の発言

を許します。５番 楠 浩幸君。 

  〔５番 楠 浩幸登壇〕 

○５番（楠 浩幸） ５番 楠 浩幸でございます。

改めまして、こんにちは。きょうも元気に、お昼か

らですけれども、一般質問させていただきたいと思

います。 

 今回は、通告に従いまして多文化共生プランと湖

西市子ども・子育て支援事業計画について、２点で

すけれども、質問をさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、第２次湖西市多文化共生推進プラン

における日本語や日本社会に関する学習支援につい

てお伺いをしたいと思っております。 

 2008年、リーマンショックの後、湖西市の外国人

の人口は減少傾向にありましたけれども、景気の回

復も伴い、昨年2017年からは増加傾向に転じている

というふうに聞いております。毎月80人前後の外国

籍の方が湖西市に転入をされているというふうなデ

ータもいただいているところです。 

 そんな中、湖西市内の小・中学校におきましても、

毎月、多いときでは８人とか９人ですけれども、平

均すると４人とか、３人から４人、５人程度の転入

生があるというふうに聞いております。そういった

子供たちの中には、日本語が全く話せないというよ

うな児童ですとか、逆に母国語もままならないとい

うふうに、ダブルリミテッドの児童もおり、受け入

れ先の学校現場の苦労も聞いているところでござい

ます。 

 湖西市には、こういった途中編入を含めた外国籍

の子供たちを受け入れる仕組みが、ちゃんとした仕

組みが確立しておらず、学校教育現場ですとか国際

交流協会のスタッフに委ねられているという現状が

あると思います。 

 先週には入管法が衆議院を通過しました。今後、

家族を帯同する外国籍の労働者の受け入れが拡大す

るというふうに予測をされる中で、湖西市にも多言

語に対応した受け入れ体制を、仕組みとして確立す

る必要があると認識をしているところでございます。 

 そんな中で質問の１つ目です。 

 現状の湖西市の外国人児童の受け入れ体制は、ど

のようになっているのかと、それからあわせて外国

人児童の受け入れに際し、学校現場の課題とあわせ

て方策まで伺いたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（二橋益良） 教育長。登壇してお願いしま

す。 

  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問にお答えをします。 

 外国人児童生徒の受け入れに際しては、全く日本

語の理解できていない児童生徒が編入する場合も多

いことから、静岡県教育委員会より追加配置された

５名の日本人教員により、小学校３校、中学校１校

で取り出しの日本語指導を実施するとともに、湖西

市といたしましても２名の外国人指導員と３名の通

訳員を巡回配置をして、適応指導の補助や通訳を実

施しているところであります。 

 こうした支援により、日本の高校や大学への進学

を果たした生徒や、日本語を駆使して市内の企業等

で活躍している卒業生も多く、事業の成果が確実に

認められているところであります。 

 課題としましては、外国人児童生徒の保護者の意

識にかかる問題が上げられます。日本での就労環境

や生活を優先して転居や出入国を繰り返す保護者や、

みずからが日本語の習得に消極的な保護者、日本の

学校に通わせることの意義を十分理解していただけ

ない保護者も多く、結果として学校で実施している

適応指導の成果が上がりにくく、児童生徒の日本の

学校への適応がおくれる傾向がございます。 

 この問題に対しましては、市内の小・中学校への

編入、あるいは転入の受付に際し、教育委員会と受
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け入れ校が連携をして、十分に時間をかけて保護者

に対するオリエンテーションを行うことで対応して

います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 今の御答弁ですと、課題は保

護者の意識というふうに御答弁いただいたと思うん

ですけども、実際に学校現場で子供さんに接してい

る教員ですとか、５名の加配の方、先生がいらっし

ゃるというようなことなんですけれども、実際に学

校現場での子供に接するときの課題のようなものは

ありますか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 子供への対応ということで

すが、私も学校現場にいましたので、そのあたりは

経験上、子供というのは非常に早く適応できると思

ってます。子供の世界の中でいると、いろいろな事

柄がすごく早く身についていくもの。ところが学校

現場が非常に困っているのは、保護者への連絡する

事柄、あるいは、例えば日本のお子さんであれば、

きょうは熱が出たので休みますよと連絡をいただき

ます。そんなときに、わかりましたということです

が、その連絡がないと、学校現場は一生懸命にその

家庭へ連絡をとったり、あるいは登下校に何かあっ

たかなということで探したり、そういうふうな事柄

が非常にあります。あるいは文書を出すに当たって

も、それが実際渡ってないだとか、そういうような

こともありまして、なかなか学校での活動を理解し

ていただけるという、そこのところが非常に困って

いるのが現状だというふうに思っております。以上

です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 御答弁のとおり、教育長は直

近まで学校現場で、とりわけ鷲津地区というのは外

国籍の多い学区というふうに伺ってますけれども、

これから外国籍の方が、今はブラジルですとかペル

ーですとか、ポルトガル語、スペイン語系の母国語

を使う子供たちが多いということなんですけども、

傾向見てみますと、静岡県全体ですけれども、中国

は少し落ちついてるにしても、フィリピンですとか、

多言語化が進んでるというふうに聞いているんです

ね。今、教育長がおっしゃられたように、家庭への

連絡、文書もポルトガル語ですとか、スペイン語で

つくっていただいて。これから多言語、今、湖西市

内でも20カ国語ぐらいの多言語化しているという中

で、本当にこれでどこまで対応できるのかなという

ところはすごく危惧をしているわけなんですね。 

 全く日本語がしゃべれない子供さんたちに、取り

出しで一生懸命日本語で対応してくださっている教

員の姿も、学校現場で私も何度か見学させていただ

いてるとこなんです。そういったときに、もう少し

そういった学校現場、教員が子供さんに対するその

接し方ですとか、もう少しシステマチックに多言語

化にも踏まえて対応できるようなことができるので

はないのかなというふうに思うんですけれども、そ

の辺はどうでしょう。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 多言語化というふうな事柄

ですけども、なかなか今、いろんな国から湖西市の

ほうへ来られてます。やはり一番多いのはブラジル

ですね。続いてペルー、で、フィリピン、あとベト

ナムだとかアルゼンチンだとか、あと中国だとか、

いろんな方がいらっしゃる。学校現場としては、こ

の一番多いブラジルとペルーに対応できるポルトガ

ル語とスペイン語、この通訳等は配置してあります。

ほかのものはどうするんだといったときに、やはり

学校ではなかなか保護者との対応できませんので、

市民協働課さんのほうに何日か前にお願いをさせて

いただいて、この言語に対応できる方をお願いでき

ますかというふうなことで、その中に立ってもらう

というふうなことも行っているのが現状であります。

以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） これからそういうケースがふ

えていくんだろうなというふうに思ってますけれど

も、やはり途中から入ってくる子供たちへの対応と

いうのは、学校のいろんなイベント、体育祭ですと

か文化祭ですとか、そういったイベントに対しても、

お互いに入ってきた子供たちもすごくさみしい思い

をするでしょうし、いろんな意味で課題があるかと

思いますけれども、今、教育長のほうから市民協働
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課さんのほうで対応いただきながらというようなお

話だったものですから、随時対応していただけてる

という分で、間に合ってるかどうかもあわせてちょ

っと市民協働課のほうで伺ってもいいですか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 今、教育長さんがおっしゃられたことは、通訳者

派遣制度のことだと思いますけれども、私の知る限

りでは、現状は間に合っているのかなと。ただ、今

後やはりポルトガル語、スペイン語のみならず、今

ベトナム国籍の方も市内で３番目に多いようになっ

ておりますので、これからそういった言語にも対応

できる、通訳できる方というのの獲得というか、そ

ういうことも今後さらに進めていく必要があるので

はないかと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 多言語化への対応がこれから

また課題になってくるのかなというふうに。次の質

問に移ります。 

 ２番目に行きます。今、企画部長がおっしゃって

いただいた、そのまま流れで２問目の質問に移りた

いと思います。 

 第２次の湖西市多文化共生プランですけれども、

この中で重点施策の中で基本施策２、日本語や日本

社会に関する学習支援という、25ページに記載があ

る部分なんですけれども、ここを読み解いていきま

すと、日本語の学習支援はボランティアを前提とし

たという、この多文化共生推進プランを見ていくと、

このボランティアという言語、記述が５回も出てい

るんですね。よほどボランティアに託しているんだ

なというふうに思ってるんですけども、その中に、

日本語の学習支援はボランティアを前提とした計画

となっていますと。その担い手の育成はどのように

行っているのか。成果を伺いたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 日本語ボランティアの方々は、市の委託事業の日

本語教室や国際交流協会の自主事業であります日本

語カフェで多数御活躍いただいております。 

 育成の一環としましては、静岡県国際交流協会が

開催いたします日本語ボランティアセミナーなどを

日本語ボランティアの方に受講していただいている

ところでございます。 

 市内に居住する外国人の方は、先ほど議員からも

おっしゃられましたように、現在増加傾向にござい

まして、日本語学習を希望される方も増加するとい

うことが見込まれることから、市としましても日本

語ボランティアの育成に、今以上に取り組んでまい

りたいということで考えております。以上でござい

ます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 事業については、ここに書い

てあるもんですから、日本語ボランティア養成講座

の開催などにより日本語学習支援の担い手となるボ

ランティアを育成しますというふうに事業が書いて

あるので、これの成果を伺いたかったんですけど、

お願いします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 市が直接主催して育成講

座というものは現在開いておりませんので、そのプ

ランの中で平成32年度までのプランの計画だとは思

うんですけれども、やはり今後、その必要性を、開

催する必要性というのを十分に感じておりますので、

それはできれば来年度から、日本語ボランティア養

成講座を市の事業として行いたいなということで考

えております。 

 ちなみに、今、市が国際交流協会に委託して日本

語教室をやっていただいてるんですけれども、その

中で日本語ボランティアの方の登録者が27名、今現

在、実績としておられると。それから市の委託では

ないんですけれども、国際交流協会さんが日本語カ

フェというのをやっていただいておりまして、そこ

で日本語ボランティアとして登録されてる方も15名

おられるということでございますので、その人数が

多いのか少ないのか、足りてるのか足りてないのか

ということも、国際交流協会さんと十分協議しなが

ら、やはりもっと欲しいよということであれば、先

ほど言いましたようにボランティア養成講座という

のを開催していく必要があるというふうに考えてお
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ります。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） これ2016年からの計画プラン

だと思うんですけれども、あと余すところ１年、２

年でということなんですね。 

 ボランティアの数がふえてるのかどうなのかだけ、

私も実は日本語カフェのこの15人の登録者の中に入

ってるかと思うんですけども、ふえてるかどうかだ

けちょっと伺えますか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 日本語ボランティアの登

録者の方ですけれども、少しずつではありますけれ

ども、ふえているんではないかと認識しております。 

 私も実はこの日本語カフェ、本当の立ち上がりの

とき、平成21年ごろだったと思いますけれども、当

時、表鷲津の防災センターを会場にやってたんです

けれども、そのとき毎週通わせていただいていたん

ですけれども、そのときと比べると、やはり若干ふ

えてるんではないかなと認識しております。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 私も月曜日の防災センターに

は何度か見に。実際にそういった現場を、市民協働

課さんのほうで見に行ったりするようなことはある

んですか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 実は先ほど話したことは、

私がその市民協働課のこの多文化共生の担当であっ

たときに、仕事も兼ねてじゃないですけれども、そ

れで見に行っておりましたんで、そういったことで

実際に見に行ってるということです。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 最近どうでしょう。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 済みません。最近はちょ

っとそこまで確認はできておりませんけれども、毎

回ではないにしろ、数回に１回とか、そういうペー

スでは行っていただいてるものじゃないかと考えて

おります。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 私も時々ですけれども勉強し

にいっているんですけど、なかなか担当の方とお会

いする機会はなかった。すれ違いなのかもしれませ

ん。 

 こういったような状況なんですけれども、ボラン

ティアに頼るのもそろそろ限界ではないのかなとい

うふうに思うんですけれども、これから多言語化す

るボランティアスタッフも、ちょっとどうか、これ

からというんですけども、その辺ちょっとどうでし

ょう。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えします。 

 今、ボランティアに頼るのがそろそろ限界ではな

いかというお話でしたけれども、先ほども議員おっ

しゃられましたとおり、入管法の改正という社会の

環境の変化というのも、ここのところ急激に変わる

可能性もありますので、その辺も含めまして今後関

係各所と協議しながら方向性を定めて、必要があれ

ばですね、ボランティアということでなくてという

ことも含めまして、検討してまいりたいと思います。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） その流れをくんで、３つ目の

質問に移りたいと思います。 

 外国籍児童生徒の支援について、確立した仕組み

というのが、今はちょっと不透明なところがあるん

ですね。だけれどもしっかりとした仕組みが必要だ

というふうに考えてます。思います。 

 現状を踏まえ、湖西市として、そういった今企画

部長おっしゃっていただいたんですけれども、これ

から協議をするか、用意はあるかですね。仕組みを

核として確立をしていく用意があるかどうか。あれ

ばまたどのように進めていくのか、方策を、あれば

お伺いをしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 市といたしましては、日本語の習得と日本の学校

生活について学ぶことを目的に、小学校就学前の外

国人親子を対象にいたしまして、プレスクールとい

うものを行っております。これにつきましては参加

された皆さんから大変好評をいただいているところ
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でございます。 

 また、先ほども言いましたとおり、外国人住民の

増加に伴いまして、転入する児童生徒数も増加傾向

にあるということは重々承知をしているところでご

ざいます。 

 したがいまして、今後、外国人住民の動向を見据

える中で、関係各所と情報共有を行い、より効果的

な仕組みの確立につきまして検討を行ってまいりた

いと考えております。 

 済みません、今の時点ではいついつこんな形でと

いうことが申し上げれればよろしいんですが、ちょ

っと検討させていただきたいにとどめさせていただ

きます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 検討していただけるというこ

となんですけれども、そのイニシアチブは市民協働

課さん、企画のほうでイニシアチブをとっていただ

けるということでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 今おっしゃられましたと

おり、企画部のほうで、市民協働課が中心となって

イニシアチブをとって、関係各課、関係各所と連携

をとりながら、検討してまいりたいということで考

えております。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 関係各セクションとの連携を

とっていただきながら、もちろん、教育委員会さん

も協力いただきながら、企業の動向等もありますの

で、市民経済部さんのほうでこれから外国籍の方が

どういうふうな採用していくのかというようなとこ

ろもあわせて検討していただきたいと思いますけど、

そういった考え方でよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 今議員がおっしゃられた

ような考え方で検討してまいりたいと考えておりま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 期待しておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（二橋益良） ここで休憩をとりたいと思い

ますけど、よろしいですか。 

○５番（楠 浩幸） 大丈夫です。 

○議長（二橋益良） それではここで暫時休憩とい

たします。再開は２時10分といたします。 

午後１時59分 休憩 

───────────────── 

午後２時10分 再開 

○議長（二橋益良） それでは、休憩を解いて会議

を再開いたします。 

 ただいま、楠 浩幸君の質問の主題の２のほうで

すね。１番からお願いします。 

○５番（楠 浩幸） それでは、主題の２点目です

ね。湖西市子ども・子育て支援事業計画における目

標達成に向けた進捗と課題についてということでご

ざいます。 

 ことしの６月15日に骨太方針というのが閣議決定

をされまして、2019年10月から幼児教育、保育料の

無償化が期待されているところです。これまで高額

だった保育料により、就業の二の足を踏んでいた女

性の就業に向けた活躍が期待されているところでご

ざいます。保育園の待機児童、小１の壁を解消する、

先ほど渡辺議員の質問にもありましたけれども、放

課後児童クラブのキャパシティが懸念をされるとこ

ろでございます。 

 そんな中で、湖西市の子ども・子育て支援事業計

画におけます目標達成に向けた進捗を確認するとと

もに、幼児教育、保育料の無償化後の数の見込みに

対する湖西市の考え方を確認して、女性就業機会の

拡大と活躍の推進を期待するところでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは１問目に移りたいと思います。 

 湖西市子ども・子育て支援事業計画におけます目

標達成に向けた一番クリティカルな課題があれば教

えていただきたいと思います。また、あわせてその

方策についてもお願いをいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。 

○市長（影山剛士） ではお答え申し上げます。 

 済みません、今の御質問の中で、クリティカルな、

前も御質問の中に、ちょっと済みません、僕の英語

力が乏しくて、重要かつ喫緊な課題というふうに読
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みかえて、ちょっと和訳があってるかどうかわかん

ないですけど、それでお答え申し上げますと、昨今

の骨太の方針の話もありましたですし、こういった

女性の例えば就業機会が拡大しているだとか、保護

者の皆さんが就業状況が変化をしているというよう

なものは、これはもう議員も御案内のことかという

ふうに思いますので、そういった社会、経済状況の

変化を捉まえまして、例えばその他に申し上げると、

これもほぼ決まりだと認識してますが、平成31年、

来年の10月の消費税率引き上げには、幼児教育が無

償化をされるということで、これに伴って湖西市内

においてもそういった就学前といいますか、の園児

とか保育園児等々の方々の利用の希望が、幼稚園か

ら保育園にシフトしていくのではないかということ

が予想されていますので、これは今、当然、利用希

望をとっている段階ですので、まだ明確な数字だと

か統計を全てというところまでは行っておりません

けれども、そういったところを今考えて、ややどう

いった定員に対しての申し込みがいくのかというこ

とを注視しているところであります。 

 結果として、やはり保育園のキャパシティが今す

ぐに変わるわけではありませんので、どうしてもそ

こで定員オーバーしてしまって、入所待ちだとか待

機児童が出ないように、もちろんしたいと思ってま

すけれども、その動向をやはり今注視しながら、そ

こは今議員の質問の中でおっしゃった子ども・子育

て支援計画でいいますと、そこが今最も重要な課題

かなというふうに考えております。 

 対応といいますか、対策としましては、これも過

去にも申し上げておりますけれども、今ある公立、

湖西市立の幼稚園を今こども園化するというような

方針は確立してますし、もう予算でもしっかりと確

保させていただいて、加速して、今事業を始めてい

るところですので、そういったことによって保育の

受け皿の確保をしっかりと進めるということが重要

であるというふうに認識をしております。 

 また、ちょっと戻りますが、消費税引き上げに伴

うこの教育無償化に関しましては、当然、国の、衆

議院選挙のときの公約といいますか、国の事業とし

て言い始めたとこでありますので、これは湖西市も

含めて、全国の市長会としての要望を国の全額負担

ということも含めて、要望を強く行っているところ

ですので、ここはしっかりと国等々とも連携をとり

ながら、こういった保育の受け皿確保ということは

確保していきたいというふうに考えております。以

上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） そうですね、本来のこの子ど

も・子育て支援事業計画というのは、繰り返しにな

りますけれども、御家庭で就業希望されてる方です

とか、それからいろんな事情があろうかと思います

けれども、まだまだ働けるのに働くことができてい

ないような女性の後押しをする大きな施策だという

ふうに思っています。そんな中でやはりその受け皿

が、安心して子供を預ける場所がなければ、お母さ

んもまた保護者の方は安心して働くことができない

というふうに考えておりますので、今、利用の希望

をとっているということなんですけれども、これは

保育料がまだ未確定な段階で利用希望をとっておら

れるということだと思うもんですから、また次の質

問でもちょっと伺いたいと思いますけれども、はい、

２番目の質問に移りたいと思います。 

 幼児教育、先ほど来話に出ていますけれども、無

償化を踏まえて教育・保育の数の見込みがどのよう

に変化するのか、予測がなかなか困難だと思います

けれども、課題と方策があればお伺いをしたいと思

います。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 ただいま市長の答弁にもございましたとおり、今

後、幼児教育・保育料が無償化された場合、保育ニ

ーズが高まりまして、幼稚園、そういったところか

ら保育園のほうへ行きたいというような方も今後ふ

えてくるということが想定されます。 

 しかしながら、現在まだ国のほうから具体的な細

かい制度の詳細な説明が示されていないものですか

ら、どの程度影響があるかということについては、

なかなか予測することが現段階では不可能というこ

とがございますが、今後、それに対応する方策とし

まして、子育て支援課が実施する子ども・子育て支
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援に関するアンケート、また公立幼稚園の保護者に

対して実施する幼稚園評価、そういった中で保護者

の方のニーズの把握に今後努めてまいりたいという

ように考えております。 

 また、現時点で考えられる課題としましては、幼

稚園に通う３歳から５歳児の園児が保育園への転園

を希望するケースが今後ふえてくるのではないか。

そうなると保育園のキャパシティ不足が想定される

ということでございます。 

 これに対する方策としましては、現在進めている

新居幼稚園、それから岡崎幼稚園の認定こども園化、

これに加えまして私立保育園、そういったことへの

事業参入への補助、また助言等を行い、保育の受け

皿確保に今後は努めてまいりたいというように考え

ております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） これからどれだけのニーズが

発生してくるのかわからないというようなことなん

ですけれども、実際にふたをあけてみたら、莫大な

保護者の方が幼稚園から保育園に移りたいよですと

か、または今まで預けてなかった子供を預けたいよ

というふうなニーズが発生してくるやもしれないの

で、なるべく早く、もう生まれたばかりのお子さん

のもニーズ調査をしていただくような、教育委員会

はもとより、今次長おっしゃっておられたように、

福祉部のほうでも可及的速やかにニーズのほうを把

握していただきたいと思います。 

 そんな中で、もし、今年度もしくは来年度早々、

ニーズ調査を行った中で、ニーズが極めて高いとい

ったときに、今の計画であるところの新居幼稚園、

それから岡崎幼稚園の改装、改修を早めるようなこ

とは、これはまた出てくるのかどうなのかというと

ころをちょっと可能性だけお伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） お答えをいたします。 

 新居幼稚園、それから岡崎幼稚園、これにつきま

しては現在の予定ですと新居幼稚園が平成32年度、

それから岡崎幼稚園が平成33年度ということで計画

してございまして、それぞれ設計が終わりまして、

これから工事のほうに入っていくという状況にあり

ます。そういった中でその工事を早めれるかという

部分についてはちょっと物理的には無理なのかなと

いうふうには考えております。 

 ただ今後、そのニーズがふえてきた場合には、現

在行っております一時預かり、そちらが通常の一時

預かり、それから夏休みと長期の一時預かり、それ

から今新居幼稚園のほうで実施しております緊急一

時、そういったものを広く保護者の方に周知をして、

なるべくそちらのほうで対応できるだけは対応して

いくと。また今後につきましては、公立幼稚園、そ

ちらのほうのこども園化、３歳、４歳、５歳の幼稚

園を対象としたこども園化になってくると思います

が、そういったことも今後は検証していく必要があ

るのかなというようには考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 今計画をしている新居幼稚園、

そして岡崎幼稚園のほかの公立の幼稚園、何園かあ

るかと思いますけれども、そういったところもこど

も園化をしていく考えがある、用意があるというふ

うに捉えてよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育次長。 

○教育次長（鈴木 徹） そのように今後は検討し

ていく計画でおります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 就業意欲を損なわないように、

せっかく働きたいというような思いを持った保護者

の方が働けるような環境を損なわないように、鋭意

努力をしていただきたいというふうに思います。 

 それでは最後の質問に移りたいと思います。３番

目です。３番目は、湖西市の新・放課後子ども総合

プランですね、こちらのほうでお伺いをしたいと思

います。 

 全ての小学校区で、放課後児童クラブと放課後子

ども教室の両事業を小学校内で一体化されるという

方針が出ております。先ほど渡辺議員が質問された

ところの部分、ちょっと重複をするかと思いますけ

れども、少し角度を変えてお伺いをしたいと思って

おります。この一体化について、繰り返しになるか

もしれませんけれども、湖西市の考えと課題、方策



５３ 

を伺いたいと思います。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問にお答えをします。 

 先ほど申しましたように、一体化あるいは一体型

というのと連携という、そこらのところがちょっと

私の考えてるのと多少違うかもわかりませんが、同

じ敷地内で両事業を行うこと、これを特に一体型。

だから小学校の中で２つの教室でやってる、それを

一体型。隣接する場所で両事業を行う場合は連携型

というふうに通知の中では言ってると思います。 

 その視点からいいますと、現在、市内６小学校の

うち４校で一体型を実施しております。２校で連携

型を実施してます。この２校というのが、鷲津小学

校区と新居小学校区ですが、近くでやってるという

連携になります。 

 また、放課後子ども教室の参加対象は、小学校１

年生から６年生までの全児童でありますので、放課

後児童クラブの参加児童も、希望すれば放課後子ど

も教室に参加することができております。 

 先ほども渡辺議員のときにちょっと申したわけで

すが、預かりを目的としてほぼ毎日開放している放

課後児童クラブの参加児童全てに、年14回になりま

すが、体験学習を目的としている放課後子ども教室

のプログラムを提供するためには、児童一人一人が

何を目的に放課後児童クラブに参加しているのか、

これを把握する必要と、さらにスタッフと活動場所

の確保が課題と考えられます。こうした状況から、

当面は両事業の連携を密にしながら、現状どおり事

業を継続していく考えであります。 

 これは、新・放課後子ども総合プランの趣旨に沿

ったものであると考えております。以上でございま

す。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） もう一度確認をしたいんです

けれども、この放課後児童クラブと放課後子ども教

室の一体化の目的は、教育長、どのように捉えてお

られますか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） これは、強制的ということ

ではないと思います。ですので、自主的に参加をす

るもの。例えば放課後子ども教室も、全校生徒に応

募をして、その中で自分がやりたいという生徒が参

加をしております。ですので、同じように放課後児

童クラブの生徒も希望をとって、やはり同じように

放課後子ども教室に参加をするというのが一番いい

んではないかなというふうに思っております。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 目的というふうに、私の考え

を少しお話をさせていただきますと、やはり放課後、

学校が終わって放課後に、やはり子供たちの居場所

をまずつくるという放課後児童クラブ、そして放課

後子ども教室、いろんな社会的な勉強ですとか、幅

広い体験をしてもらうんだとかというものがあるか

と思うんです。基本的には、やはり質の高い教育と、

それから安心して、先ほども申し上げたんですけど

も、子供の居場所、安心して放課後に子供のいられ

る時間の確保というふうに捉えてるんですね。 

 それはなぜかというと、もともとやはり働く人ば

かりではないかと思いますけれども、こういった事

業だったら子供に行かせたいなだとか、こういった

事業だったらこの放課後児童クラブに預けて仕事を

したいなというふうに思っていただける。それはも

ちろん、子供もそうですし、保護者の方もそう思っ

てもらう。その放課後に時間の使い方、それをクオ

リティーを上げるための施策だと、それを一体化す

ることによって、クオリティーの高い放課後の子供

の時間の過ごし方を目的としているというふうに認

識をしているんですけども、どうでしょう。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 私は、学校の教育、これに

ついては全員に同じようにやはりやらせて、基礎基

本はつけるべきというふうに思ってますので、授業

時間は全員、半強制的に授業を受けてるというふう

に思います。放課後の時間というのは、自分がやり

たい、例えばお稽古事もそうですけども、自分がや

りたい、やはり自主的に取り組むべきだというふう

に私は考えています。 

 ですので、無理やりそこでほかの外部の力が、こ

れ全員参加しなさいとやるのは、もう学校教育にな
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ってしまうのではないかなというふうに思いますの

で、そこのあたりを私自身は思っております。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 私もそう思うんですよ。やは

り自主的に参加して、行きたい、ぜひこのプログラ

ムだったら参加したいと思うような事業をぜひやっ

ていただきたいんですよ。私もやりたい、僕もやり

たい、そういった事業を望むわけなんですね。 

 最近なんですけども、実は私、新城市へちょっと

お邪魔をして、お話をしてきたんです。その新城市

のお話を少しさせていただきますと、新城市も子ど

も・子育てにはすごく熱心な自治体でした。子ども

未来課というようなセクションがあって、そこの課

長さんとお話を伺ったんですけども、新城市は、放

課後児童クラブなんですけれども、６年間で児童を、

参加の児童を４倍にふやしてるんですね。これは、

子供たちが、何々ちゃんが行ってるから私も行きた

いとか、そういったような子供たちの口コミでどん

どんどんどん広がって、後から学校の空き教室を広

げたりですとか、それでも間に合わないような学校

については、学校の敷地内に施設を新設したりだと

かというようなことをして、すごくクオリティーを

上げてる。そこの児童クラブの指導員の先生たちの

レベルを、本当に自分たちとあわせて、どんどんど

んどんいいことやってれば横展開をしながら、ボト

ムからスキルアップをして、どんどんとまた広げて

いく。それによって子供たちが安心して、さらにク

オリティーの高い放課後の時間を過ごしながら、そ

ういったようなことでどんどんと学校に、放課後で

すけれども、子供たちが学びを深めているというよ

うな状況を見てきました。 

 そういったところを鑑みますと、放課後児童クラ

ブは福祉さんのほうで今やっておられるんですけれ

ども、うまく教育委員会さんと、また連携はされて

いるかとは思いますけれども、スキルアップ、今の

指導員さんもそうですけれども、もっと幅広く子育

てに携わっていく、携われるような人を育てたり、

発掘をしていきたいというふうに思うんですけど、

その辺はどうでしょう。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今議員がおっしゃるように、

魅力あるものであればふえてくるかなというふうに

思いますけども、実際この３年間を見ますと、20人

だったのが25人になって、ことしは40人になってい

ってます。やはり指導員の方々も、どんなことをや

ったら興味を持てるのかなということを常に研究さ

れている結果かなというふうに思いますので、さら

に研究を深めて、多くの子供たちが参加できるよう

に、希望できるように、希望するようなものにとい

うふうに考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） よその話ばかりして恐縮なん

ですけども、実は磐田市にも行ってきたんですよ。

磐田市さんでやられてるコミュニティースクール、

以前ちょっとお話をしたことがあるかと思うんです

けれども、磐田市さんでやられているのは、そうい

った放課後の活動ですとか、もちろん授業中もそう

なんですけれども、コーディネーターさんですとか、

これは10学区あるらしいんですね。10学区の中に一

人ずつそういうコーディネーターさんがいて、その

コーディネーターさんを束ねる、またさらに上のデ

ィレクターさんがいらっしゃるというふうで、そう

いった人たちが放課後の子供たちですとか、またま

た先ほど来ありますような、授業中ですけれども、

総合学習のプログラムなんかも積極的に学校、校長

先生や学校主任の先生方と話し合いをしながら、コ

ーディネートをしている。で、着実に実績を積まれ

てるというようなお話を聞いてきました。 

 先ほども外国籍のお話で、ボランティア、ボラン

ティア、ボランティア限界ではないんですかという

ふうにお話をしたんですけど、ここでもやはり餅は

餅屋で、そういったコーディネートをしてくださる

ような人を育てたりですとか採用したりするという

のはいかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） コーディネーターというお

話でありますけども、実は地域支援本部の一つのコ

ーディネーターかなと。地域支援本部というのが学

校にはありますけども、学校教育の中に地域のボラ
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ンティアの方をお招きして、いろいろ取り組みをす

るという、地域の力を使ったことをコーディネート

する仕組みというのがございます。社会教育課でそ

れは管轄をしてるわけですけども、全ての学校に本

当は配置をしたいんですが、何度かこの場でもお話

をしたかと思うんですが、人材がどうしても見つか

らない。一生懸命探してるんだけど見つからないと

いうのが現状です。また、そういう方がいらっしゃ

ったら紹介をしていただければ、私のほうからもお

願いをしたいなと思いますので、よろしくお願いし

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 湖西市内には知波田と白須賀

のほうにコーディネーターさんがいらっしゃるとい

うふうには伺っているところです。今教育長がおっ

しゃるように、そういう担い手が見つからないんだ、

その見つからないのはなぜだというふうにお考えで

すか。なぜでしょう。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） なぜでしょうと言われまし

たけども、こちらもなぜそういう方がいないのかな

と今思ってるとこであります。本当に、非常に皆さ

んが忙しい、市民の皆さん、一人一人とっても、そ

れぞれの方々がそれぞれの趣味とか特技とか、そう

いったものを一生懸命やってたりとか、なかなか時

間の自由がきく方がなかなかいらっしゃらないとい

うのが現状かなと思います。また本当、こちらも困

ってますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 先ほど来、よその話ばかりし

て恐縮なんですけれども、やはり新城市さんもかな

り苦労して事業の拡大をしてきたそうです。放課後

児童クラブの支援員さんですとか、そういった苦労

話も聞いてきたところです。磐田市さんでも、降っ

てわいたようにそういったコーディネーターさんが

出てきたわけではなく、やはり一生懸命探されて、

口コミなんかで広がってきて、じゃあやってみよう

かな。かなり自治会さんなんかと強力に学校サイド

でそういった支援員さんを募集しますというのを、

回覧板に入れたりして展開をしている。やはり困っ

ているところは本当にいろんな知恵を使って、いろ

んなコネクションを使って人材を集めてきてるんで

すね。 

 だから趣味を持ったり、まあ時間のない人は磐田

も一緒でしょうし、新城も一緒でしょうし、湖西も

一緒だと思うんですね。どれだけ真剣にそういった

人材を発掘して育てるか。その気合いが必要なのか

なというふうに思いますので、また後ろの議員さん

も、うちの近所にこんな人がいらっしゃるよという

ようなことがあれば、私のほうも民間の企業との連

携というのも今後必要になってくるかと思いますの

で、また協議をしながら進めていきたいと思います。 

 最後になりますけども、こういったように働く人

が本当に不足しているという湖西市の状況、外国籍

の方の手を借りなくては事業が成り立たないという

のは現実になってきている。そういった外国籍と共

生をしていく、市民協働も大切ですし、そしてその

働く人たちが安心して子供を預ける場所、学校のこ

ともしかりです。国道をまたいで離れたところに子

供を預けるというのも、やはり安心安全な子育てと

いう意味合いではやはり安全な学校の中で子供がい

てくれるというのが、保護者の思いだろうと思いま

すし、そういったこと子ども・子育ての環境の充実

を引き続き協議をする場を持っていただいてると思

いますし、この子ども・子育て支援事業計画も平成

31年で一応終わりではなくて、次もやられるとは思

うんですけど、新城市さんでは途中で、今年度から

見直しという形で刷新をされておりました。この支

援事業計画自体は平成31年度以降、続くなのかどう

なのかというところだけちょっとお伺いをして、質

問を終わりたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 平成32年度からの計

画を策定すべく、今年度から準備に入っております。

先ほど教育長のほうからありましたけども、ニーズ

調査ですね、それを今月から開始しまして、来年度

にそういった調査の分析等を踏まえて、会議を開き

ながら新たな次期の計画を策定していくという予定

でおります。以上です。 
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○議長（二橋益良） 楠 浩幸君。 

○５番（楠 浩幸） 安心しました。終わります。

ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、５番 楠 浩幸君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 続きまして６番 佐原佳美さ

んの発言を許します。６番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。

きょうは６人登壇というところで３人目で折り返し

点でございます。ちょっとお疲れかと思いますが、

元気に引き続きやらせていただきます。 

 私は２題、通告をさせていただいております。１

題目、小・中学生の健康、安全を守る通学荷物の軽

量化とロッカー整備について、２題目は介護人材育

成への支援についてをお伺いいたします。 

 では、１題目の小・中学生の健康、安全を守る通

学荷物の軽量化とロッカー整備についてをお伺いい

たします。 

 質問しようとする背景や経緯ですが、ことしの６

月ごろより、新聞やテレビ、ネット上で、「ランド

セルを軽く」、「通学時、子供の荷物が重過ぎる」

などの見出しで、小・中学生の重い通学かばんを家

庭で使わない教材を学校に置いて帰る置き勉で軽く

する働きかけの記事を見かけるようになりました。 

 私は当初、喫緊の課題と思わずにいましたが、９

月20日の公明新聞に、「文科省、置き勉認める通

知」との見出しとともに、「背骨や関節、変形のお

それも」のサブタイトルがついて、健康への影響懸

念のデータが示されており驚きました。 

 それによると、教科書のＢ５判からＡ４判への大

型化、学習指導要領の改訂で、ゆとり教育指導要領

の2002年と比べ、脱ゆとり教育へ改訂した2011年度

からは、教科書のページ数が小学校の主要４教科で

1.6倍、中学校で英語を入れた５教科では1.5倍にな

っているとのことでした。さらに、40年前に比べる

と４教科の教科書の合計は１キロ以上重くなってい

るとの記事もほかにありました。 

 また、体重60キログラムの人の場合、立っている

だけで腰に36キログラムの負荷がかかる。子供は関

節が未発達なため、重い荷物を背負って毎日登下校

することで、背骨がゆがむ側弯症、ヘルニア、下半

身の関節変形のおそれがあるというものでした。 

 ランドセルメーカー・セイバンが行った調査では、

小学生の荷物重量は平均4.7キログラムで、ランド

セルの重さを含むと平均６キロ。小学生の約３割が

ランドセルを背負ったときに痛みを感じているとあ

り、大正大学白土健教授が昨年12月計量した、小学

１年から３年生20人の荷物を入れた状態のランドセ

ルの重量平均は7.7キロでした。 

 私ごとで恐縮ですが、我が家の小学１年生の孫の

１週間で一番重い月曜日のランドセルは、水筒を入

れて5.3キログラム、背負うとき、後ろにひっくり

返りそうになり、踏ん張っています。同級生６人の

ランドセルの重さも調べたところ、一番重いお子さ

んは6.2キロでした。 

 また、他校の小・中学校のお母さんたち10人ほど

にも御協力をいただきまして、子供さんの意見も聞

いていただき調べたところ、小学４年生、体重35キ

ログラムのお子さんの一週間のうちで、一番重い日

が10キロ、平均８キロ、ランドセル自体、教材に合

わせて大きくなっているが、それでも筆箱をランド

セルに入れるときにもぎゅうぎゅう詰めで、一苦労

している。中学生のかばんは11.5キロにもなってい

て、本当に重い。お母さんが、私では持ち上げれな

いとおっしゃる方もいるという、そんなお声を聞き

ました。 

 アメリカのカイロプラクティック協会は、児童が

背負う荷物の重さは体重の10％以下を推奨し、10月

15日のＮＨＫおはよう日本でのランドセル重量の特

集では、体重の15％が理想の重さとし、小学１年生

で３キログラム、２年生で3.6キログラム、３年生

で４キログラム、６年生で5.7キログラムと放送し

たようです。 

 防犯・防災の避難行動で走る際の安全も、重い荷

物を背負った状態では大変に不安で、当市でも取り

組むべき課題と思い、質問することにいたしました。 

 質問の目的は、小・中学生の健康、安全のために、

通学時の荷物の軽量化を図ることとあわせ、対策と
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して家庭学習に使用しない教材を学校に置くための

ロッカー等の整備を促進してほしいということから

です。 

 では質問事項１番に行きます。 

 公明党がことし４月から６月まで実施した100万

人訪問調査の中で、子供の荷物の重さを訴える保護

者の声を各地で聞き、６月12日、参議院文教科学委

員会で、佐々木さやか参議院議員が当時の林文科相

に重過ぎる荷物への対応を、各学校が判断するもの

とせず、実態調査を行い、置き勉などの対策につい

て文科省の考えを示すべきだと訴え、文科省は各学

校で適切な指導がされるよう働きかけていくと答弁

し、９月６日、文科省が都道府県の教育委員会や私

立学校事務主管課などに対し、一部の教材を教室に

置いて帰る、いわゆる置き勉を認めるなどの対策を

検討するよう通知しました。当市は、この事務連絡

を受けて、何らかの対策を講じましたでしょうか。

お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。教育長。

登壇してお願いします。 

  〔教育長 渡辺宜宏登壇〕 

○教育長（渡辺宜宏） お答えをいたします。 

 湖西市内の小・中学校では、登下校時の児童生徒

の荷物の重量化に対して、子供たちの健康面に配慮

するとともに、安全な登下校ができるように、国か

ら通知を受ける以前より、家庭学習で使用しない教

科書や教材は、できる限り学校に置いて帰らせると

いう対策を実施してまいりました。 

 通知を受けまして、各校には子供たちの様子を確

認したり、あるいは意見を聞いたりしながら、可能

な範囲で改善を継続するよう指示したところであり

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございます。私も

地元の小学校の校長先生のところへ伺いに行きまし

て、もう３年ほど前から湖西市はそういう通知は出

されていて、取り組んでいるんですよというお答え

をいただきました。そして、また私がアポをとって

行くまでの時間の間に、各学年の先生にも、担任の

先生にも聞いたようです、状況を。一応、各学年、

各クラスに任せているという、その学校はそうして

いたわけですけれども、ちょっと具体的な詳細な話

も伺いました。 

 その１学年に該当する我が家の孫の保護者に、お

嫁さんに聞いたところ、そういうようないろんな通

知があるとか、そういうのはことし小学校に上がっ

たばかりですけども親は全然知らなくて、子供に聞

き取りをして、選んで教材を置いているということ

も、１年生なので家へ帰ってきてしゃべることもな

く、全然知らなかったということで、教育委員会と

しては数年前からそういう配慮をいただいているよ

うですが、ちょっと不徹底というか、なかなか浸透

してないようなんです。 

 湖西市が数年前から取り組みだした理由は、今お

っしゃっていただいたように健康面と安全の配慮で

すけども、国から言われるまでもなくというところ

は、どういうところからそのような取り組みを始め

られたんですか。それと、不徹底のことと２点お伺

いします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 先ほども言いましたように、

やはり健康面と安全面があると思います。次にある

のが、クラスの人数が35人学級になったということ

で、ロッカーが大分、10個ぐらい余裕ができてきた。

で、置いて帰るスペースができた。ですので、そう

いうところに書道の道具とか、重い道具ですね、そ

んなのは置いて帰るというふうな形で対応をしてい

るところであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。でも始まった

のは、ちょっと私もほかのところから、何で始まっ

たんですかと聞いたのは、やはり保護者から、とて

も大変荷物が重くて、これでいいのかという声が上

がったので対策をとったということを聞いておりま

すのと、他校の親御さんに聞いても、学校のほうで

そういう方針で子供さんや家庭に働きかけてるとい

うことが知らされてないというか、私が聞き取りし

たのは11月の上旬ですので、９月６日にこの通知が

あって、その後すぐ対策をとったということは、11

月に何人か聞いた親御さんは知らなかったので、今
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後その辺の統一というか、市内の学校間の通知とか、

例えば担任の先生の解釈の違いとか、そういうよう

なものをどのようにされるおつもりでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 学校としては、置いて帰っ

てもよいと、これは置いて帰ってもいいですよとい

うから、強制的に置いてかせるものではない。持っ

て帰って、ひょっとしたら自主勉強やるかもわから

ない。あるいは音楽の楽譜を見て、何かやる生徒も

いるかもわからない。ですので、こういうものにつ

いては置いてっても構わないよという言い方を子供

さんにはしていると思います。 

 子供の判断で、これを持って帰って家でちょっと

やりたいなとか、あるいはこれを持ってると安心す

るとか、子供がね、そういうふうな子供さんもいた

りしますので一概には言えませんけども、それぞれ

の学校でまたこういったものを置いて帰ってもよい

というふうな形で伝えてますよということを、学年

だよりだとか、そういったところで発信するような

形でまた呼びかけのほうはしていきたいと思います。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。今、

２番のほうに、質問の２番にもかかるお答えをいた

だきましたので、では２番に進んだということで、

その置き勉というのはもう推進しているので、今後、

学校だより等でそれぞれの学校が統一して、親御さ

んが共通理解していただくような、また子供さんの

自覚も促すような取り組みをされるということで、

よろしいですかね。 

○議長（二橋益良） ちょっと確認します。今２番

のほうですかね。 

○６番（佐原佳美） はい、２番の質問。２番の質

問をちょっと申し上げます。 

 今後、小学校でさらに道徳や英語の教科書もふえ、

副読本などもふえると予想されます。子供たちの健

康・安全のために、いわゆる置き勉について推進す

る計画はいかがでしょうかというのが２番の質問で

したが、数年前から湖西市としては取り組んでる方

向にあるんだというお話が質問１番でお聞きするこ

とができました。しかし、私の中では、子供や親御

さんの理解が、そのように学校から通知がされてい

るということを認識してらっしゃらない方が、私が

お聞きした中では多かったので再質問をさせていた

だきました。そしたら学校だよりで今後通知してい

きますということなので、２番まで理解いたしまし

たので。で、今確認しましたから、じゃあ答弁をお

願いいたします。学校だよりで再度通知するという

理解でよろしいでしょうかということです。 

○議長（二橋益良） よろしいですか。教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ２番の質問について、ちょ

っと言いたいことがあるというか、ちょっと言いた

いので述べさせてください。 

 児童生徒の荷物の軽量化については、現在も各校

で対策、改善を検討している。今後みんなに知らせ

ていきますよというところですが、私自身、何でも

かんでも置いて帰るというのは、家庭学習の習慣形

成も重要でありますので、予習・復習が必要な教科

については、必要な教材を持ち帰らせ、家庭学習に

取り組ませたいというふうに思っております。 

 御指摘のとおり、荷物が重くなっている主の原因

は、学習内容が増加したということにあります。資

料がついたりとか、練習問題がついたりとか、そう

いったことで、ゆとりから脱却してということで、

教科書が厚くなった。しかもＢ版からＡ版になって

きたというところに大きな原因があるかなというふ

うに思います。これを解決することが重要であると

考えておりますので、今後、教科書会社に対して、

教科書の分冊化というんですか、上と下に分けてく

ださいとか、１冊を、そういうようなことで推進に

ついて提案をしていきたいというふうに思っており

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。済

みません、勝手に省略をしましたが、２番の質問で、

今後市としては教科書会社にそのような上・下巻に

分けて軽量化を図るような働きかけもしていきたい

よという答えもわかりました。 

 私自身も最初に述べましたように、それほどとい

っては何ですけども、すごい重要な課題だというふ
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うに新聞記事を見たときには思わなかったんです。

しかしただ、側弯症だとかヘルニアだとか腰痛だと

かという、そういう科学的なデータを、発症してい

る数とかのデータを見るにつけて、市としての内容

も確認したいなというところで、自分のつての親御

さん一校だけでなく、数校の親御さんと今回質問も

させていただきました。 

 ただやはり我が家の小学１年生を見てましても、

宿題一つにしても、宿題をするための忘れ物をして

きて、お母さんと学校へとりに行ったりとか、本当

に小学校１年生に、これは置いて帰る、これは持っ

て帰るという選択をさせて、かばんの中へ詰めて帰

るということも大変な作業で、それを一々担任の先

生に、たとえ30人だとしても、見てもらう作業も負

担かなという思いも実際しておりますし、親御さん

からもそういう声も聞いております。 

 栃木県の下野新聞というところでは、栃木県内の

状況を報道しておりまして、県の大半の学校が何ら

かの対応を、この置き勉をやっていて、さらに工夫

を凝らして、小山市大谷東小学校は、ことしの８月

下旬から学年別に学校に置いていくもの、持ち帰る

ものが区別されている一覧表づくりに着手して、10

月から保護者に配布して、そういう取り組みを始め、

各校からも問い合わせが出ているということで、通

知だけでなく、本当に具体的に策を講じているとい

う、それでいろんな工夫も栃木県内で行われている

というのが新聞報道として見ることができましたの

で、通知するとか、もちろん教科書会社に提案する

というのは、本当に実現すれば効果があるものだと

思いますけれども、いま一歩の工夫というか、そう

いうものが欲しい気がしています。いかがでしょう

か。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） いま一歩の、何を、ちょっ

と済みません、もう一回質問お願いできますか。い

ま一歩の。 

○６番（佐原佳美） 置き勉を通知するというのは

簡単な、簡単なといっては語弊がありますけれども、

文書を書いて、子供から持って帰って、読んでくだ

さいということで、さっきの話だと外国籍の子供さ

んたちには伝えるのは難しいかもしれませんけれど

も、親御さんにつながる率は不自由なところもある

かと思いますけれども、それだけでなくて、このよ

うな本当に置き勉に対してリアルに向き合う対策を

しているところもあるというのを聞きますと、湖西

市としては、今のところは答弁上、これ以上はない

と、とる対策は今のところないと考えてよろしいで

すか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問にお答えします。 

 置き勉については、先ほども言いましたように、

こんなものを置いていって帰っていいよというふう

な事柄については出したいというふうに思っており

ますけれども、それを選択する力というのをやはり

子供に、長い年月かけてつくってあげないと、大人

になっても同じことができてしまうじゃないかな。

自分が何が必要で、何を持って帰らなきゃいけない

か、そういった事柄は多少学校の中で何度か訓練を

しながら、そういう力をつけていきたいなというふ

うに思います。 

 また、これから2020年、今後を生きていく子供た

ちに必要な能力ということで、アクティブラーニン

グという言葉が、あと２年後によく出てくると思い

ます。アクティブラーニングというのは、主体的・

対話的な深い学びという意味なんです。自分が主体

的に、友達と、あるいは多くの方と話をしながら、

新しいものを生み出していく。そういう能力をつけ

ていこうという学習方法に変わってきます。ですの

でこれも一つだと思うんですが、この文章を出して、

ある学校では生徒会で、じゃあ僕らみんなで話をし

て、どうするかやってみようということで動いてい

る学校もあります。これまさしく、これから生きて

いく子供たちが、生きていくために必要な力なのか

な。自分たちで考えていく。そんなところを今後子

供たちには身につけさせたいというふうに思ってお

ります。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 大変よくわかりました。教育

長さんのおっしゃること、現場の本当に経験を踏ま

えた、説得力のあるお話で、大変に私も理解いたし
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ました。 

 あと一つ、他市のことで恐縮ですが、愛知県犬山

市では、ことしの２月に市と市議会が実施した女性

議会の中で、子供の通学かばんの重さについて取り

上げられ、置き勉の提案がされ、市教育委員会は全

小・中学校長にランドセルや通学かばんを軽くする

よう求めたそうです。しかし、置き勉を認めた学校

はわずかで、母親らが呼びかけてさらに中学生39人

のかばんの重量を計測したデータをもとに、公明党

の三浦市議という方に相談し、ことしの６月議会で

再度一般質問することにより、教育長は打開策が必

要と判断し、全小・中学校長を訪ね、荷物の軽量化

への協力を呼びかけ、その結果、置き勉が実現して、

小学生のかばんは平均0.8キロ、中学生は2.8キロの

減量が実現したというものもありました。 

 今、もちろん教育長さんがおっしゃったことはわ

かるし、何も置き勉を否定するものでもないという

のも思いましたが、私はここで一番は、ここの教育

長さんの熱意というか、各小・中学校長さんを訪ね

て対策を一緒に検討していたというところがこの記

事からは一番感動したわけです。それについて、教

育長さんは同等の熱意があるように感じております

が、ありますでしょうか、御意見は。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 今の質問にお答えします。 

 この通知が出て、実は湖西市内の校長会というの

があります。校長先生方全部出てきます。一応こう

いう通知が出ていると。自分の学校で実際に、自分

の学校と照らし合わせて、今どうなんだろうかとい

うことでいろいろ調べてみてくださいということで

アンケートをとりました。 

 ある程度やはり多少違いはありますが、ほとんど

やはり同じような形で行われていますので、あとは

その日の時間割りによっても違うと思うんですね。

荷物が多くなってしまう時間割りと、体育が２時間

あって、音楽が１時間あってという時間の荷物と、

国・社・数・理・英の時間がばっと５時間ある日と

は重さもまた違うかなというふうに思うんですね。 

 ですので、そんなところはそれぞれの学校で、ま

た判断をしていただくということで、校長先生方に

は一応お願いをしておきましたので、はい。以上で

す。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。教

育長の熱意は受けとめました。 

 では３番。ことしの８月に福祉教育委員会で市内

の小・中学校を視察した際、Ｂ５判対応の、旧の対

応ですね、サイズのロッカーを見学しました。あそ

こが改善しなければいけないというところで教育委

員会から案内してもらったわけですけど、置き勉対

応のためにもＡ４判対応のロッカーの整備を促進で

きないものでしょうか。視察の内容の確認というこ

とにもなりますが、よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ロッカーの関係ですけども、

今ある学校については、20年前、あるいは30年前に

建てられた学校ということで、子供たちの体格も随

分変わってきてます。ですので、例えば下駄箱の中

に自分の靴が入らないという中学生が大分出てきて

ます。昔は裕をもって入ったんですけどね。 

 それと同じように、ロッカーもＢ版がＡ版化して

きて、ランドセル自身が大きくなってきている。だ

から、ぎりぎり入る学校と、ランドセルも入らない、

ぐって抑えてしまわないと入らないという学校があ

るのも承知をしてます。本当に不便をかけているな、

トイレと全く同じ状況だなというふうに思っていま

す。 

 置き勉に関して、ロッカーをという話であれば、

先ほども話をしましたけども、過去は42学級でロッ

カーもつくってありますので、今30人前後ぐらいだ

と思います、各クラス。ですので、10以上のロッカ

ーがあいています。ですので現在はこれをクラスの

共通で使えるロッカーとして、置き勉として活用し

ている学校が多いのかなというふうに思っておりま

す。 

 Ａ４判のランドセルが入るロッカー整備について

は、先ほども言いましたように、必要性は認識をし

ております。ただし、ロッカーが教室の壁と一体で

設置されている。教室の壁の一部になっている。こ

れを改修する費用とか工事面から考えて、効果的で
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はないというふうに思っております。ですので、ロ

ッカー整備についても、校舎の長寿命化を図る事業

実施を進める上で、財政状況を考慮した中で整備し

ていきたいというふうに考えております。 

 いずれにしましても、当面は教室へのエアコン導

入を優先して、子供の命を守る、子供たちが安全で

安心して勉学に励むことができる教室環境を整える

ということをまずは最優先していきたいというふう

に思っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。で

は、１題目は終わります。 

 では２題目の介護人材育成への支援について。 

 介護人材育成への支援について質問しようとする

背景や経緯は、昨年の12月議会で地域包括ケアシス

テム構築の進捗状況について私はお伺いいたしまし

た。新しい介護予防・日常生活支援総合事業を担う

新たな介護人材を市独自で育成する計画はないかと

質問いたしました。 

 答弁は、総合事業の実施に当たり要綱を定めて、

訪問型のサービスＡの事業所の従事者の資格に、市

が指定した研修の修了者も従事者となれるという規

定があるので、平成30年度に実施できるよう予算要

求をしているというものでした。 

 また、厚労省は2025年に団塊の世代全員が75歳以

上となる大介護時代に向けて、全国で新たに55万人

の介護従事者を必要と見込んでおり、2016年に190

万人いる介護従事者でも不足は深刻で、2017年の介

護職有効求人倍率は3.6倍と、平均的な全職種の全

体の1.4倍を大きく上回っています。 

 市内介護施設も慢性的に人手不足が続いており、

さらに地域包括ケアシステム構築の４つ目の柱、生

活支援体制整備事業の第２層、中学校区ごとの地域

支え合いの協議体を担う介護従事者・ボランティア

などの人材育成は喫緊の課題です。 

 今年度、これまでのヘルパー２級に相当する介護

職員初任者研修なども市内で初めて実施されたよう

です。それらへの市の支援も必要と考えます。 

 質問の目的。湖西市の地域包括ケアシステム構築

のため、介護人材の育成に強力な支援をしてほしい

ためです。 

 質問事項１です。昨年確認した市独自の新たな介

護人材育成は、ことしどのように実施されましたで

しょうか。お願いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 平成30年度の介護人

材育成の事業といたしましては、生活支援サービス

の担い手養成のために、湖西市家事援助ヘルパー養

成研修というものを実施いたしました。これは、民

間の事業者に委託をしまして、10月30日と11月５日

の２日間にわたるコースとして開催をいたしまして、

14名の参加がありました。 

 内容としましては、介護保険制度、高齢者・認知

症の理解及びかかわり方、訪問時のマナー、事故防

止と対処方法などでございます。全科目を受講した

方には修了証を発行し、市内の介護サービス事業所

の紹介を行ったところでございます。 

 今後も引き続き介護人材養成講座を実施していき

たいと考えているところであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。14

人の方が習得して、生活支援のほうの人材となって

いけれるということで、さらには市内の福祉施設の

紹介をしたけれども、まだマッチングの状況はどう

だったのかなという。紹介もして、その後は聞かれ

ていたら今教えていただきたいことと、それとこの

研修をやって、課題は何か見えてきましたか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） まず、１点目のこの

研修を受講した方のその後でございますけども、ま

だ11月５日に２回目の研修が終わったばかりであり

まして、現時点での就労については、就労したとい

う話は聞いておりません。ただ、実際に受講した方

にアンケート調査をしておりますけども、実際に働

く意思のあると回答した方は14名のうち８人で、働

く意思はないというお答えの方も６人ございまして、

実際には御本人の勉強のために受講されたという方

もございますので、今後、引き続きこういった講座

は開催する中で少しでも人材の確保に努めていきた

いということでございます。以上です。 
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○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 特に課題というのは、今お答

えいただいた中に含まれるということでよろしいで

すか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 地道に研修は今後も

続けていかなければいけないと思っておりますので、

そうした中で、なかなかすぐに就労に結びつくとい

う場合ばかりではございませんので、引き続きこの

家事援助サービス研修以外の研修も、今後検討しな

がら進めていきたいと思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。14

人受講していただいた中で６人は仕事はする特に予

定はないよというアンケート結果だったということ

ですが、また地域の中で支え合い活動やボランティ

アに向かってもらえればいいなという思いでいます。 

 では２番に行きます。 

 ほかに市内で介護人材育成を行ったものがありま

すでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 平成30年度におきま

しては、市内でほかに２つの団体で人材育成を行っ

ていただいております。 

 一つは、湖西市商工会のほうで実施しております、

介護職員初任者研修。これは旧のヘルパー２級研修

でございますけども、こちらを７月から８月の平日

に短期間集中型コースとして開催し、３名の参加が

ございました。それから、９月から12月にかけて毎

週土曜日に開催するコース、現在継続中ですが、そ

ちらには８名の参加があると聞いております。 

 もう一つは、社会福祉協議会のほうで地域福祉や

地域支え合い活動についての実践例を通して学ぶ、

地域支え合い講座を実施しております。これは各地

域での生活支援体制の整備に寄与するボランティア

的な担い手の育成と、そういう形になろうかと思い

ますけども、そういった内容の研修、講座でござい

ます。こちらは10月から11月にかけて３日間のコー

スとして開催しまして、24名の参加がございました。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。２

例あったこと、わかりました。 

 では３番行かせていただきます。 

 ことし市内で今御答弁いただきました一つの介護

職員初任者研修がありましたが、その募集要項を見

ますと、受講費用は中学卒以上から22歳以下は５万

円、23歳以上は７万円で、テキスト代が5,400円で、

130時間研修して身体介護もできる、生活援助だけ

でなく、市で行った家事援助ヘルパーだけでなく、

身体介護というおむつ交換やお風呂の介助もできる

という、介護施設において必要なスキルが得られる

内容ですが、主婦などが受講するには、このちょっ

と５万円、７万円というのがちゅうちょする金額で

すけれども、この事業に市として何らかの支援をさ

れたのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 今年度、商工会で行

っております介護職員初任者研修に対しましては、

市としましては後援という形をとっておりまして、

受講生の募集要項の全戸回覧ということで募集に協

力しているというものが一点。それから介護保険制

度などの研修項目の講師として長寿介護課の保健師

を派遣するという形での支援をしたところでござい

ます。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。全

戸回覧をしたり、保健師の講師としての派遣をした

ということで、金銭的な支援というものはなかった

ということがわかりました。 

 では４番に行きます。 

 ことし７月に福祉教育委員会で視察しました富山

県南砺市では、受講料３万円で介護職員初任者研修

が実施されており、当市の市直営でやったものでは

ありませんが、それと比べて大変安価であり、市と

して受講料を支援して、今３番で受講者への支援は

なかったし、この団体への支援もなかったわけです

けれども、今後はそういう市からの受講料を支援し

て資格取得者をふやすという計画はいかがでしょう

か。静岡市、富士市、三島市では、それぞれいろい
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ろな条件を設けてますが、住民基本台帳に記録され

ている方で、市内の介護施設や障害者施設などに継

続して３カ月以上就労していたり、また受講が終わ

った後、それ３カ月以上就労するということなどを

条件に、費用の半額、上限５万円までを助成・補助

する制度が実施中です。いずれも人数制限はあるも

のとして設けているものですが、湖西市として介護

人材の育成に今は本腰を入れるときと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 介護人材の育成につ

いては、重要なことであると認識はしております。

ただ、財政事情も厳しい中でありますので、慎重に

検討はしたいなというところでございますけども、

そのために市民の資格の取得についてのニーズを把

握したり、あるいは介護保険事業所の要望を確認す

ることも必要かと思いますし、また他市の事例、県

でも同様の支援する事業もやっておりますので、そ

ういった事業の内容の研究、そういったものも含め

まして、今後、受講における自己負担の軽減につい

て研究をしていきたいというふうに思っております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 本当にいろいろお金のかかる

ことばかりで、いろいろ提案したりすることもはば

かられるような思いでいつもいるんですけれども、

しかし本当に人口減少と逆行して高齢者の人口はふ

えていくという中で、今、手を打たなければ本当に

間に合わない。研修等に行くと、皆さんが予想して

いる以上にすごい勢いで、回りを見たらお年寄りば

かりという時代が来るんですよと、いつも脅され半

分のような研修を受けて、そうなんだなと思います

が、ぜひともいろんな意味で、ここではまずは介護

人材の育成ということに今回は焦点を当てて質問を

させていただきましたけれども、本当に本腰を入れ

てやる時期なので、来年度予算のほうにぜひとも反

映をしていっていただきたいと思っております。以

上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の一般質問を終わります。 

 それではここで暫時休憩といたします。再開は３

時35分といたします。 

午後３時23分 休憩 

───────────────── 

午後３時35分 再開 

○議長（二橋益良） それでは、休憩を解いて会議

を再開いたします。 

 次に、14番 馬場 衛君の発言を許します。馬場 

衛君。 

  〔14番 馬場 衛登壇〕 

○14番（馬場 衛） 14番 馬場 衛です。ただい

ま議長の許可をいただきましたので、一般質問をさ

せていただきます。 

 本日は、台風時の危機管理体制と、都市計画道路

等、道路整備の進捗についての２点について質問さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 過去、４名の方がじっくりとやられたもんですか

ら、私のほうは単刀直入に行きたいと思いますし、

御答弁のほうも簡潔に、時間をかけても結構ですけ

ど、簡潔にお願いしたいと、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは主題１から行きたいと思います。お願い

いたします。 

 台風時の危機管理体制についてであります。近年

の異常気象の影響ともいえる集中豪雨や超大型台風

が発生し、水害や土砂災害が全国各地で大きな被害

を与えています。 

 湖西市においても、去る９月30日の台風24号の影

響で、中部電力管内で119万戸、湖西市内でも多く

の御家庭が停電に見舞われました。強風による飛来

物や倒木で、送電線が広い範囲で切断されたことが

原因とのことでした。平成に入ってから最大規模の

停電となったと伺っております。 

 こうした中、市には必要に応じて情報を提供する

こと、もしくは情報提供するよう中部電力に働きか

けることが大事なことではないかと考えております。

得ている情報を問い合わせがあれば答えるというの

ではなく、市民の安全・安心を守る観点から、進ん

で情報を発信する責任があると考えております。 

 今回、市民の皆さんが訴えられたのは、停電は仕
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方ない、だけど情報が欲しいとの声が数多く寄せら

れております。 

 そんな中で、市からの情報提供のあり方を確立し、

市民の安全・安心な生活を守るための観点から質問

をさせていただきます。 

 質問１。今回の台風24号による市内の被害状況に

ついてどうであったか、まずお伺いをいたしたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市長。登

壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答えを申し上げます。 

 極力簡潔にさせていただきますけれども、湖西市

としまして、今回の台風24号ですね、把握できた被

害の状況といたしましては、道路の冠水ですとか倒

木、こういったものが今回多くありましたので、こ

れは議員も御案内かもしれませんけれども、その中

で通行どめとなった道路が８路線、また人的な被害

というものが２名というふうになっております。 

 さらに、民家等の被害につきまして、これは11月

30日、先月の末日現在の数字でございますけれども、

155件の罹災証明願等が湖西市において提出をされ

ているところでございます。 

 また、農業関係、これは前の定例会見等々でも申

し上げたかもしれませんが、農業関係の被害といた

しまして、ビニールハウスですとか畜舎等の施設の

被害、施設の被害というものが183件、またキャベ

ツですとかスプレー菊といったような農作物の被害

が、面積的には46ヘクタール、鶏が１万2,700羽と

いった被害が報告をいただいているところでござい

ます。 

 これも御案内かもしれませんが、台風24号は本当

に暴風を伴っておりまして、接近した後も吹き返し

が強かったということがありました。今御指摘あり

ましたとおり、市内でも倒木によって停電が一部長

期化したということもありましたので、そういった

ことを、これからも被害の状況を踏まえて、今ちょ

うど、この前報道でも台風24号につきまして、国の

ほうでも激甚災害の指定が農作物に関しては行われ

たところでございますし、そういった国や県とも連

携しながら、もちろん湖西市においても既に予備費

だとか補正予算において復旧にできるものから当た

っているところでありますけれども、そういった被

害について、早期の復旧を目指してまいりたいです

し、今御指摘のございました停電被害に関しまして

も、今後の情報の共有ですとか伝達、そういったも

のを改善に努めてまいりたいと考えております。以

上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君、いかがですか。 

○14番（馬場 衛） 答弁ありがとうございました。 

 今御報告があったとおり、市内でもかなりの大き

な被害が出てる。現実問題としても、まだ新居地区

でもブルーのシートがまだ屋根の上に乗ってるとい

う状況が、まだまだうかがえられてる。聞いてみる

と、なかなか、一部では材料が入っても、今度、人

手がいないということで、まだまだ年明けになって

しまうというようなお話も伺っております。 

 そういったとこについては、この罹災証明願も

155件出てるということでございます。これは、罹

災証明については、まだ引き続き受け付けるという

ことでよろしいでしょうか。その辺についていかが

ですか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 罹災証明のほうは、12

月末まで、今月いっぱいで届け出のほうは終わらせ

ていただきます。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 大変な被害に遭っている方々

の、少しでも罹災証明いただいて保険が出る。保険

会社とのまた折衝の途中でという方もおられるとい

うことを伺っておりますので、そのような部分につ

いては対応のほうよろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 １万2,700羽の鶏、ちょっとこれは私も気がつい

てなかったもんですから、大変な被害だなというふ

うに感じておりますけど、そんな中で危機管理体制

については、先ほどの朝の第一次非常体制ですか、

警備本部つくったり、災害対策本部をつくったとい

うことで伺ってますので、それについては結構です

ので、次の公共施設の２番目のほうに移りたいと思
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います。 

 ２番目の公共施設の被害状況、これによって市民

サービスのほうの影響はあったのかどうか、それに

ついてお伺いをいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 公共施設の被害状況に

つきましては、学校施設、運動施設、道路施設等を

中心に、被害箇所数としては230カ所、これは既に

議員の皆さんにも御案内をしてある数字でございま

す。 

 市民サービスへの影響といたしましては、停電に

よりまして西部地域センター、以前の西部公民館で

ございますが、サービスセンターがございますが、

そちらの証明事務の中止及び一部貸し館の中止、そ

れから子育て支援センター、新居斎場、アメニティ

プラザの３つの施設ですが、休館。それから幼稚園、

小学校、中学校の休園、休校などが主なものとなっ

ています。 

 また、みなと運動公園では多目的広場の東広場の

一部、通称Ａ面と言われているグラウンドの防球ネ

ット、これが破損及び支柱が傾いてしまったという

ことによりまして、現在もそれはまだ復旧ができて

おりません。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 公共施設も230カ所、今回の

補正でも6,000万余の補正額が出ております。そん

な中で大変、24号という台風は大きな被害をもたら

したなということで、これからもこういった台風に

ついては、地球温暖化の影響、今までの台風で見る

と、ほとんどこの地域は幸いにも外れてるというか、

そういったところが多かったもんですから、地震の

対策については物すごく取り組みはしっかりできて

ると思うんですが、台風の影響というのは、東海地

区、特に湖西地区はほとんどよけて台風は通過する

なというのが今までの思いだったのではないかな。

ましてやこの次の３番目にもありますけど、停電、

４日間にわたるような停電って、これ今まで平成に

なってから初めてじゃないかなと。類がなかったよ

うな停電というふうなことで、企業についても大変

気をやまれたというか、そういった状況はかなりう

かがえられると思います。 

 それでは３番目に移りたいと思います。 

 停電した地域と戸数、最終復旧の時間、停電の状

況について、もう一度確認をさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 停電した地域は、湖西

市のほぼ全域にわたりました。停電戸数につきまし

ては、契約件数という数の把握となりますけれども、

10月１日の午前０時、夜中の12時ですけども、その

ころが最大で、全契約数約３万7,000件のうち７割

に当たります約２万6,000件が停電をしていたとい

うことでございます。 

 最終復旧につきましては、10月４日の木曜日です

が、午後８時、夜の８時ごろと伺っております。 

 停電の状況は、一般家庭や事業所などのほか、一

部の信号機でも停電が発生して、交通に支障が生じ、

渋滞が発生したり、また交差点内では７件、その内

訳は人身事故が１件、物損事故が６件ということで

ございますが、の交通事故が発生したというふうに

警察のほうから伺っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 市内の７割が停電したという

ことで、かなりの影響があったと思うのと、もう一

つは今回の停電で、勉強になったというか、電気の

ありがたさが本当にわかったというところもあった

んではないかなと思ってます。今までは、雷がなっ

て瞬間的に電気が消えても、遅くても本当に一、二

分のうちに全部復旧したという、すぐ電気がつくよ

うな状況が、過去の例でほとんどそれが当たり前だ

ったんですけど、今回のようにそのうちつくだろう、

そのうちつくだろうと最大４日間もつかなんだとい

う状況がありますので、この間、市が停電のために

行った対策、それこそ携帯電話の充電、これも同報

無線で案内があったんですけど、２日ぐらいでした

か、たってから。私のところにも、どこでやってま

すかと、どこへ行けば充電できますかという問い合

わせが何件か入ったこともあったんですけど、その

辺の、市がこの停電に対して市民サービス、特に別

に提供したというのが、スマホの充電と、ほかには
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何かありますかね。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 10月１日が月曜日に当

たりまして、午前中、市長の答弁にも少しございま

したけれども、長期にわたる停電という把握ができ

ておりませんでしたので、初めは対応が、これとい

った対応ができなかったんですね。今まではやはり

水害と大地震という災害に特化しておりましたので、

台風についても土砂災害ですとか水害の備えは我々

もしていましたけども、まさか停電というのはちょ

っと想定をしておりませんでした。 

 それで、10月１日には停電をしてますよと、停電

してますよは皆さんわかってるんですけど、まだ復

旧に時間がかかりますというのは、中電からのいた

だいた情報を同報無線でまず流してます。信号機が

消えてますというのも、３時ごろの同報無線で流さ

せていただきました。ただ、今言われたような充電

サービス、それから、最初は充電サービスが、市内

全域にはわたってますが、公共施設は基本的に優先

的に復旧をしていただいたところもありまして、公

共施設はある程度電気が使えるところがございまし

たので、そういったところを拠点に、各エリアで、

公共施設で充電サービスをやろうというのを決めた

のが、10月１日でございます。 

 実際に準備ができて、同報無線で皆さんにお知ら

せできたのが２日のお昼になりました。その時点で

は同報無線を流し、それからほっとメールを流し、

それからホームページにも載せさせていただいて、

ＳＮＳでもやってるサービスと場所、そういったも

のを情報を流させていただきました。そのときにや

ったのは、充電サービスと給水サービス。給水も給

水車を出すんでなくて、水の出る施設へ皆さん申し

わけないけど来てくださいというようなやり方で給

水サービス。それから、お風呂に困ってるという話

が出ましたので、体育施設、運動公園と新居の体育

館、こちらの２つの施設を使いまして、シャワーの、

これは無料サービスをさせていただきました。サー

ビスとしてはその３つを５日の金曜日まで継続して

やらせていただきました。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 今一番気になるのが、電話が

使えないという、これがないと何か生活ができない

ような、若者のところで若い人たちからそのように

充電する場所どこにあるっていうふうな、本当に正

直いってメールも入ってきたし、問い合わせも何件

かあったですけどね。そういった意味ではいち早く

やっていただいたということが、市民の方も喜んで

いるところかなと思います。 

 引き続きそれでは３番目に移りたいと思います。

済みません、３番終わりましたので、４番目です。 

 大規模停電の際の情報提供のあり方について、今

後の取り組みはどう考えているのかをお伺いをいた

します。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 少し答弁が重なって申

しわけないんですが、停電の状況につきましては、

10月１日から、先ほど申し上げたように、その都度

必要な同報無線は流させていただきましたけれども、

市民の皆様がまさに欲しいという情報がなかなか出

せなかったというのが今回の、我々の反省になると

ころですが、これは中部電力さんとの今後の協議で

改善をしてきたいというふうに思っております。 

 今回、情報源となる中部電力からの提供が、やは

り十分ではなかったという実態がございましたので、

大規模停電が発生した場合には、市民が求めている

情報をまず中部電力さんが、我々にも出してくれる。

その後、共有した情報を市からも発信をする。そう

いったことが大事だというふうに考えております。 

 現在、先週の発表でもありましたけども、中電の

ほうもいろんなアプリを開発するだとか、いろいろ

改善策を発表しましたので、そういったことを我々

も同じように共有をして、手段やルートを確立する

ために、新居のサービスステーションがございます

が、そちらと協議をして、現在しているところでご

ざいます。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 今回の大規模停電で一番ネッ

クだったのが、情報の提供がやはりなかったと。中

電に電話してもほとんど通じないという状況で、冒

頭にも、停電は仕方ないねと、だけど隣がついてて
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何でうちつかないとかいうふうな情報提供、いつご

ろ電気が通るのかねというふうな、そういった心配

があった。確かに中部電力の情報ないというのは事

実だと思いますし、議会のほうでも説明を受けたこ

とでは、当日の夜中の１時から新居サービスステー

ションのほうの３名の職員が現地で目視で確認をし

て回ったという。この４日までの間に、名古屋のほ

うからも何十人という応援部隊が来ていただいて、

やっとそこまでいった。最終的には11月８日までか

かったと。一応中部、浜松圏内全部含めてそこまで

かかって、延べでいくと二千何百人という職員が災

害復旧にかかわったというふうに、この間の説明で

は報告、具体的にはそういったお話がありました。

この湖西地区だけでも名古屋から30人来ていただい

た。それからトーエネックとかいろんな関連会社の

人たちが来て、やっと４日までに復旧ができたんで

す。そういった状況を市民の方、何にもわからない

んですね。送電のそれぞれのルートというか、湖西

市内23ルートに分かれてるというところも、ほとん

どわからない。私たちもその部分についてはこの間

の報告で初めて理解できたというところなもんです

から、そういったところについても、こういう状況

であったということを、やはり何か市の広報紙か何

か、お知らせする方法があればいいんではないかな

と考えるんですが、その点についてはいかがですか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 先日、中部電力さんの

発表で、新聞紙上でも、今後の改善の案と、それか

らシステムというんですか、結局、ふだんは断線し

てもほかから供給されて、本当に悪いところだけが

電気が通じないんですけど、ほかは復旧できるよう

になってるんですが、台風の場合にはそういったシ

ステムをあえて切るんですね。そうしないと、切れ

た電線から電気がまだ通ってますと、二次災害とい

いますか、そういったことが過去にもあったという

ふうに伺ってまして、ということで、そういったシ

ステムを切るので、かなり広範囲にわたって停電状

態が続くようになる。実際に断線しているところを、

議員がおっしゃったように、実際に見て、目視をし

て巡視をして、それでそれを紙ベースで、会社へ戻

って、地図に落としたりという作業をしてたという

ことなんですね、今までは。だからそういったもの

も、これからは端末を使って、現場からすぐにその

情報を会社へ送れるような、それも開発をしていく

というお話もありましたので、ですから広報紙に載

せるというお話は、そうですね、今回大きな、皆さ

んにとってもかなり大きな事件、事故でありました

ので、関心が高い部分はございます。ですから停電

に限ってというよりも、我々とすると、それを教訓

として、今後の災害に対する備えとして皆さんに、

いま一度考えていただきたいというふうに捉えて、

また広報紙等にそういった特集を組めればいいかな

というふうに思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） やはり知りたいという市民の

気持ちを理解していただければありがたい。 

 きのうの地域防災訓練。中でも各地区で、今まで

余りやったことない発電機を一生懸命やってるんで

す、実際。そんな地区が多かったです、回っていっ

たとき。男の人は簡単にかかるもんでいいですけど、

女性が一生懸命頑張ってやってるというところもあ

ったもんですから、実際どうやって発電機を動かし

て何に使うかなというふうなところも、照明ぐらい

しか使えないのかなと。ここの１戸の家庭へ持って

いくというわけにいかないし、地域で、避難所なら

有効あるかもわからんけど、もうちょっと使い方も

今度いろいろ検討しないといけないかなというふう

な、きのう回らせていただいて、そんな感じを受け

取りましたですけど、やはり情報を早く共有したい

というのが、一番の市民のお願いだと思いますので、

そういったところも今回、中部電力さんとも協力体

制できるというふうな御答弁をいただきましたので、

ぜひ期待していきたいな。恐らく毎年のようにこの

ような大きな台風が来るんではないかなということ

は、これからは予想される、間違いなく予想される

と思いますので、地震だけでなしに、ぜひ取り組み

をお願いしたいと思います。 

 最後の５番目に行きたいと思います。 

 今回の市民の避難準備、特に急傾斜地の関係、土

砂災害危険区域についての避難準備や避難指示、ま
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た避難の状況についてはどのような状況でございま

したか。お尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 台風が接近する予想が、

９月30日日曜日の夜暗くなってから、夜遅くという

ふうに予想されておりましたけれども、暗くなって

からの避難はかえって危険が伴うということで、30

日の午後４時45分に、中途半端な時間でございます

が、市内全域の土砂災害警戒区域に対して、避難準

備・高齢者等避難開始を発令させていただきました。

自主防災会や避難所支援班による土砂災害時の避難

場所の開設を行ったわけでございます。これは、私

どもの場合は土砂災害の警戒区域に該当する避難所、

地区の公民館が主になりますけども、そういったと

ころは常には鍵がかかってありますので、自主防災

会とか自治会の皆さんにあけていただくという作業

が伴います。ということで、その準備が済んで、皆

さんに呼びかけたのが４時45分ということになりま

す。 

 避難者としましては、岡崎幼稚園に１世帯お二人、

新居の地域センターにお一人の、計３名の方が避難

をされました。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） ３名の方が避難された。私の

とこに、どこに避難したらいいか、あんたとこ危険

地域ではないんじゃないですかという話も、その辺

のところは結構わかってないですね。急傾斜地、土

砂災害危険区域という指定の部分がわかってないと

いう方がいますので、その辺のところをまた何かの

機会に、ここはこうだよというところを、なかなか

防災マップを見てない方が多いもんですから、ただ

放送が入っただけで、うちはどこ行ったらいいのっ

ていう、そういう市民の方おられますんで、ぜひ周

知ができればと願っておりますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 それでは主題の２のほうへ移りたいと思います。 

 都市計画道路等、道路整備の進捗について、お伺

いをいたします。 

 市内における都市計画道路等の整備状況を見ると、

まだまだ大変おくれを感じております。道路整備の

推進、インフラ整備は市民生活の向上や朝夕の交通

渋滞の解消など、まちづくりの発展に欠かせません。

利便性のよいアクセス道路が一つできることで、

人・物の流れが変わり、経済の活性化にもつながる

とともに、住環境にも影響を与えます。 

 道路整備には多くの時間と莫大な経費を必要とし

ます。また、地権者の理解や市民の協力なくしてこ

の事業は進みません。計画的な事業の推進が大変大

事と考えております。 

 そんなことから、市民生活の利便性の向上と、交

通の安全、物流の増加による経済効果も期待できる

という観点から質問をさせていただきます。 

 １番目。浜名湖西岸土地区画整理事業の推進のた

めにも、湖西市都市計画道路大倉戸茶屋松線整備は

重要であると考えます。積極的かつ円滑な事業推進

のための市長の考えをお伺いいたしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 ちょうど今12月の上旬になってきまして、市長に

なってから１年、もうすぐ２年を迎えようとしてお

ります。今御質問にありましたとおり、この大倉戸

茶屋松道路の整備初め、やはり湖西市が、正直申し

上げて持続可能で今後も湖西市が存続するためのや

はり重要な事業、最重要な事業の一つだというふう

に考えておりますので、ここは最優先で、これまで

も予算の確保ですとか、人員体制含め、強力に進め

てきたところだというふうに考えております。 

 もちろん、この事業だけではありませんけれども、

やはり今、平成30年度予算で掲げています職・住の

近接ですとか、稼ぐ力の強化というところに、この

事業そのものは直接寄与するということと、ほかの

事業につきましても、早期の実現にも、連関してと

いいますか、これを契機に実現するものが、例えば

職住近接で土地政策、例えば宅地開発だとか、お店

をもっと湖西市につくるだとか、そういったものに

もつながっていく事業だというふうに考えておりま

すので、市の事業全体の中でも極めて重要度が高い

というふうに改めて考えているところでございます。 

 この事業、早期に実現、完了するためには、これ

は今馬場議員がおっしゃったとおり、積極的で円滑
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な事業の推進というものが重要でありますので、繰

り返しになりますけれども、やはり計画に基づいて

予算を確保していくだとか、職員体制をしっかりと

体制を整備して、強力に執行体制を推進していくと

いうことが必要だと考えておりますので、またこれ

は市だけではなくて、県や国からさまざまな支援も

いただいておりますので、そういったところとの連

携も含めて引き続き推進をしていきたいと考えてお

ります。 

 今回の12月議会でも補正予算含め、関連の予算な

ども提案させていただいてますので、こういったも

の、予算を確保したりだとか、執行体制の強化に努

めながら、おっしゃるとおり、一日も早い実現、完

成を目指していきたいと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 路線変更の名称が変わったわ

けでございますけど、以前は松山茶屋松線というこ

とで、この期成同盟がもう何十年も前から実際には

あったわけでございます。私も新居町時代にその委

員の中に入って、何度となく県へ陳情行ったりとか

いうふうなこともあったんですけど、やっとここに

来て日の目を見る。これが西岸の本当に土地開発の

関係で大きなウエートを占めるんではないかな。ぜ

ひこの大倉戸茶屋松線の整備には一日でも早くでき

ることを願っております。 

 ２番目のほうに入りたいと思いますが、大倉戸茶

屋松線の本年度の整備事業の進捗の状況についてお

伺いをいたします。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（内山賀津高） お答えいたします。 

 大倉戸茶屋松線整備事業につきましては、平成30

年代半ばまでの完了を目指して、平成29年度に事業

着手しております。 

 本年度の進捗状況につきましては、平成29年９月

議会で、道路・構造物の詳細設計と地質調査、物件

補償調査のための補正予算を御承認していただきま

したことから、切れ目なく業務を進めることができ

まして、土地の所有者78名と建物の所有者11名の総

勢89名の方を対象とした事業概要と用地補償に関す

る説明会を、10月上旬に２回開催することができま

した。その後、土地の所有者を対象とした個別説明

会を６日間開催し、さらにその後、個別契約会を３

日間開催いたしました。 

 その結果ですけれども、11月30日現在で平成30年

度の契約を目指しております59名の方のうち、39名

の方と契約することができました。残りの20名の方

につきましても、年度内に契約していただけるよう

交渉を続けてまいります。 

 また、建物の所有者11名につきましては、個別に

交渉を進めさせていただいておりまして、平成30年

度の契約を目指している８名のうち、同じく11月30

日時点ですが、２名の方と契約することができまし

た。残りの６名につきましても、年度内に契約をし

ていただけるよう引き続き交渉を続けてまいります。 

 なお、用地買収が完了した区間の一部につきまし

ては、年度内に工事を着手したいと考えております。

以上でございます。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 地権者、あと建物の所有者、

78名の方と交渉されてるということで、まだ今は今

年度内に交渉、契約の行く予定の方は、まだまだ全

てでは、100％まで行ってないんですけど、見通し

としては何とか行けそうな、感触はどうですかね、

その辺のとこ、感触だけで結構です。何とか行けそ

うなら行けそうという言葉をいただければ大変あり

がたいですが。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（内山賀津高） 今年度契約を予定

しております方で、まだ契約をしていただけない土

地所有者の方20名と建物所有者２名の方につきまし

ては、何とか年度内にいただけるのではないかと、

建物は６名ですね、については年度内に契約してい

ただけるのではないかと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） 担当の方は大変だと思います

けど、しっかりと頑張っていただきたいなとそうい

うふうに思ってます。話せばわかる人ばかりだと思

いますので、しっかりと、やはり説明することが大

事だと思うし、このことがいかに大事かということ

をしっかり訴えていかないと、なかなか実るものも



７０ 

実らないと思いますので、我々もサイドからフォロ

ーアップできれば、頑張っていきたいなと思ってま

すけど、ぜひ御尽力お願いいたします。 

 それでは最後の質問に移ります。 

 資料のほう提供していただきましてありがとうご

ざいます。３番目の浜名弁天線の整備計画について

を、進捗を含めて、進捗は今どうもないと思います

けど、この浜名弁天線についてはいろいろ、前から

いきさつがありまして、毎回一回私ここで浜名弁天

線についてはどうなってるということで何度か質問

させていただいております。というのは、新居弁天

がフルインターチェンジ化したときに、この工事を

やるについてはこの地域のひばりヶ丘地域の方々か

ら大分クレームというか、大きな批判をいただいて、

その条件として、一時、合併のときに都市計画道路、

消えたんですね。２年前に再度復活させていただい

て、また都市計画道路へ戻してもらった。この全部

浜名まで行けということは余り強くは言わないです

けど、せめて駅前大通りまで、駅前のところからす

とんと南へおりて住吉のところまで、そこまでから

今の新居弁天のインターチェンジまでのところの整

備をぜひお願いしたい。 

 というのは、今、新居弁天からおりて、湖西市内

へ朝の通勤に行かれる方、大変車の台数多いんです。

しかも新切ってわかりますか。今度松山地域のとこ

ろの避難デッキをつくるところに堤防沿いに走る道

路あるんです。そこを通って今のカヂ坂へ上がって

いく車が物すごく多い。今、朝は通行どめになって

ます。そこを通ってはいかんということになってま

すが、そのくらい利用者が朝の時間帯多い。これが

できるかできないかによって、車の流れはどんと違

ってきますので、この辺の道路計画について、ちょ

っとお考えだけお伺いして、きょうの質問終わりた

いと思ってますので、よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（内山賀津高） ではお答えさせて

いただきます。 

 配布させていただきました補足資料に路線名等が

載ってございますので、そちらをごらんになってく

ださい。 

 都市計画道路浜名弁天線につきましては、平成27

年３月までに都市計画道路向島弁天線交差点から浜

名新居弁天インターチェンジ交差点の西側約75メー

トルまでの整備が完了しておりますが、この整備区

間の西側が未改良の市道新居206号線に接続してい

ることから、バイパスをおりた大型車が新居弁天方

面に集中して、住民の皆様に御迷惑をおかけしてい

る状況にあります。 

 また、未改良の市道新居206号線は、新居弁天イ

ンターチェンジをおりた普通自動車などに国道301

号などへのアクセス道路として利用されております

が、沿線には住吉公民館、市営住吉東住宅・住吉高

齢者住宅などがあって、交通量が多い通勤・通学時

間帯では、安全性が十分確保できてるとはいえない

状況にございます。 

 新居弁天インターチェンジの利便性向上や道路利

用者の安全性向上など、整備の必要性は十分認識し

ておりますので厳しい財政状況にありますが、事業

効果の高い区間、今議員のおっしゃったあの駅前通

りのあたりとかそういったところ、区間を決めて、

少しでも早い時期の事業化を目指してまいりたいと

考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 馬場 衛君。 

○14番（馬場 衛） ぜひよろしくお願いしたいと

思います。今、新居弁天インターチェンジから70メ

ートル、東側も歩道も全部つけていただいたんです

が、それからちょうど駅前通りからとんとあたると

ころまでは、旧新居町時代の町営住宅の跡地があり

ます。それと赤井物産ってわかりますかね、の前の

松並木は全部市有地ですので、今全部パイプで全部

囲ってありますけど、買収する部分はかなり少ない

と思うんですね。ここの住吉公民館の前の３軒ぐら

いかな、かかるのが。というところもありますので、

やる気になっていただければ、かなり早く実現可能

ではないかなと思っております。ぜひ引き続き検討

していただければありがたいと思ってます。よろし

くお願いいたします。以上で質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、14番 馬場 衛君の

一般質問を終わります。 
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───────────────── 

○議長（二橋益良） 続きまして10番 竹内祐子さ

んの発言を許します。10番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。２点質

問をさせていただきます。 

 １つ目、2020東京五輪・パラリンピックを契機と

して、市が取り組むべき受動喫煙防止対策について

を伺います。 

 質問しようとする背景ですが、今までにも受動喫

煙防止についての一般質問はされていました。健康

増進法、労働安全衛生法においても、受動喫煙を防

止するための措置を講ずるよう努めるとされていま

す。 

 努力義務とされているため、日本での対策は進め

られていなかったのですが、世界保健機関と国際オ

リンピック委員会は、たばこのないオリンピックを

共同で推進することとしており、日本を除く近年の

開催地及び開催予定地は公共施設や職場について罰

則を伴う受動喫煙防止対策を行っています。 

 こうしたことを踏まえ、東京五輪に向け、2018年

７月、国は受動喫煙防止の健康増進法を改正しまし

た。県においても2020五輪への対応や県民の健康寿

命延伸を目的に制定する、受動喫煙防止条例（案）

を９月県議会へ提出しています。これについては10

月の23日だったかな、に公布されておりますので、

もう行われています。 

 質問の目的ですが、東京五輪に向けて国・県も受

動喫煙防止対策を推進しているため、湖西市の受動

喫煙防止対策についてお伺いします。 

 質問１。市における世界禁煙デーとそれに続く禁

煙週間の取り組み状況と課題、また周知がどのよう

にされているのかをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） それでは市長、答弁お願いし

ます。登壇してお願いします。 

  〔市長 影山剛士登壇〕 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 ５月31日が定められた、この世界禁煙デー、そし

て禁煙週間ということでございまして、そのときに

は市役所でありますとか、おぼと、また医療機関に

もポスターを掲示しております。そして、おぼとの

玄関前にはのぼり旗を立てて、禁煙そして受動喫煙

の防止ということで啓発を行っているところでござ

います。 

 また、禁煙デーに先駆けまして、５月30日には歩

きたばこですとか吸い殻のポイ捨ての禁止といった

マナー条例の街頭啓発の活動を実施しているところ

でございます。 

 もちろん、禁煙週間に限らず、各種の保健事業

等々において、啓発を行っているところでございま

すけれども、今後とも引き続き、例えばウエブサイ

トといったさまざまな情報発信の媒体を活用するこ

とで、広く啓発をしていくとともに、これは市役所

のみではなくて、市内の関係団体でありますとか、

事業所、そういったところにも啓発の協力もお願い

していくということで、よく言われるのは、当然啓

発ももちろん重要でやっていくんですけれども、そ

れが伝達されることによって、喫煙される御本人の

意識づけも重要かと思っておりますので、そういっ

たところで啓発活動を引き続き続けてまいりたいと

考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ただいまの御答弁、ありがと

うございました。５月30日のマナー条例のときに、

たばこの啓発も同じようにしていただいているとい

うこと、私余り知らなかったんですけど、今確認し

ました。 

 私は、一応ネットで静岡県の中の禁煙週間とか禁

煙デーに何やってるかというのを見させていただい

て、全ての市町村が出しているものを見てきました。

その週間のときにやられているのが、湖西市の中で

母子手帳の交付のときの妊婦健診の講座のときに、

たばこのことを言ったりとか、市民健康教室、それ

から２歳児親子教室、その１週間の間に市の行事が

やられてることが、湖西市でやっているものだよと

いうふうに報告がされていました。本当のことなん

で別にそれはおかしいという必要もないし、ああそ

うなんだと、私は、世界禁煙デーとか禁煙週間とい

うのがあること自体、そんなに知ってる人っていな

かったと思うんですね。おぼとの玄関口にはそうい
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うふうにのぼり旗を出していたので、少しは啓発と

か、まあポスターも、こんなこと申し上げては申し

わけないなと思うんですけど、庁舎内も、どっちか

というと北側のあの壁側にいつもポスターが張って

あるんですけど、あれって誰のために張ってるんで

すかね。余り市民には見られないと思うんです。や

はり全面的に玄関の、市民が一番見られるところに、

ああいうものは張るべきではないんですか。 

 それで、健康福祉部長は知ってますよね、県へ報

告してるから、各市町がどんなことやってるかって

いうのは、もちろん。私はやはり、余り他市のこと

を言ってはいけないと思ってるんだけど、やはりや

ってるところはちゃんと市民に啓発をしているんで

す。袋井市ではやはりたばこの害についての展示を

やはりしっかりとフロア、市民が訪れる市役所１階

のフロアとか、図書館とか、そういうところにちゃ

んと展示をして、たばこの害についての啓発をして

おります。 

 それから、吉田町にしてみれば、そういう週間の

ときに、そこに相談窓口を設置して市民に啓発する

というような形を起こしているので、やはり今まで、

きょうの一般質問の中でもそうですけれども、行政

側サイドの何か行動の仕方が、少し控え目過ぎて、

市民に伝わっていないのかなという感じを受けます。

やはりそのごみゼロでキャンペーンするときも、た

またまその時間帯にお買い物に行けば、こういう啓

発してくれてるんだというのはわかりますけれども、

あれはマナー条例のほうが全面的に出ていて、たば

こ啓発というのはちょっといかがなものかなという

ふうに私は考えていますので、やはりたばこはたば

こという概念でしっかりと啓発をしていっていただ

きたいと思います。 

 では２番目に行きたいと思います。 

 健康こさい21でのたばこについての取り組み状況

と課題をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 健康こさい21におけ

るたばこに関する取り組みにつきましても、やはり

禁煙、あるいは受動喫煙防止の周知・啓発が第一で

あると考えております。 

 周知・啓発としましては、これまで妊婦・乳幼児

から高齢者を対象とする各種検診、健康教育、健康

相談時に、禁煙への助言指導や受動喫煙が及ぼす害

などの情報を提供しております。また、街頭キャン

ペーンや健康まつりにおいて、チラシ配布による周

知を実施しているところでございます。 

 少し古い数字、資料ですが、平成27年度の特定健

診のデータで見ますと、湖西市の習慣的喫煙者は県

の平均値より男女とも喫煙者が若干少ないという状

況にはなっておりますけれども、平成29年度の肺が

ん検診におきます問診の中では、喫煙者のうち、や

めたいという人は約19％ということで低い率である

ということから、喫煙者への意識づけが重要だと考

えておりまして、先ほど議員のほうから、まだまだ

周知が不足しているんではないかという発言がござ

いましたけども、今回のオリンピック、それから県

の条例、国の法律改正、そういったものを契機とし

て、さらに一歩進んで、より広く、先ほどのポスタ

ーの位置も含めてですけども、継続して地道な周

知・啓発に取り組んでいきたいと考えております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 健康こさい21、ここの中に、

35ページのところですけど、目標値が設定されてる

んですね。目標４の禁煙支援体制の整備というとこ

ろで、現状、平成26年のときにはその整備がなしと、

そして目標値はありにしたいというふうに一応計画

では書かれております。 

 先ほど平成29年のデータをお話しされたときに、

喫煙者で19％の人がやめたいというふうに思われて

いて、ちょっとその数も少ないということで、禁煙

支援体制の整備というのは、この計画をつくってか

らどのような状況で進捗されているのか、お伺いい

たします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 禁煙の支援体制の整

備の検討につきましては、現状ではまだ具体的にし

ておりません。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） それでは、現状まだされてい
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ないということですが、国のほうでも法律的に進ん

でいくようになっていますので、今後、進めやすく

なってきたと思うんですけれども、どのようにして

いきたいというか、もしスケジュール的にわかれば、

今年度はここまで、来年度はこうというようなスケ

ジュールがあれば教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 健康増進法が改正さ

れましたけども、まだ政令・省令等が出ておりませ

んので、そういった中で具体的に今後自治体で進め

ていくべき課題がだんだんわかってくるのかなと思

っておりますので、具体的にスケジュール的なとこ

ろまではちょっと現時点では申し上げられませんけ

ども、今後、体制の整備を進めていきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 同僚議員の中でも、たばこを

飲まれてた方が禁煙外来に伺って、やめられた方も

おられます。多分、保健指導の中でもそのような指

導をされていると思うんですけれども、その保健指

導の中でも、喫煙をやめたいという人たちの状況は

どのように伺っておりますか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 個別に保健指導の内

容まではちょっと今確認できませんけども、基本的

にはたばこの害の説明をしたり、禁煙外来の紹介を

したりとか、そういった指導・助言・支援をしてい

るという現状かと思っております。 

 今後検討するに当たっては、先進の市とかあれば、

そういったところも研究しながら、具体的にどう進

めていったらいいのかというところを研究していき

たいというふうに考えます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 健康こさい21、平成三十、平

成終わっちゃいますけど、2023年までに達成できる

ように頑張ってください。 

 それからもう一つ、どうしても私が言っていただ

きたいなと思うのは、母子手帳交付時のときに、御

夫婦でお見えになられる方が多いということを伺い

ました。ゼロ歳児の子供の育児にかかわるときに、

一番親が子供にすごく密接に触れ合いますよね。た

ばこは、受動喫煙は、子供の前でたばこを吸わなけ

れば大丈夫だよということではなくて、髪や服や、

そういう身についたものとか、例えばたばこを吸っ

ていたお部屋に入るだけでも、残留受動喫煙という

ふうになります。ですのでやはり、このごろ余り子

供さんも出産されないので、大切な子供さんなので、

しっかりとやはり子供の健康を守ってあげましょう

ねという啓発はしていただきたいと思います。 

 今回もこの質問をするに当たり、図書館行ってい

ろいろちょっと本を読ませていただきました。やは

りそういう指導をするときに、何をどういうふうに

わかりやすく、具体的に説明するときには、そうい

う図書館の本を使ったりとかするのもすごく効果的

だと思いますので、ぜひわかるような説明、指導を、

健康教育をお願いしたいと思います。 

 では３番目に行きます。 

 市役所本庁舎、健康福祉センターなどの公共施設

の受動喫煙防止対策の現状と課題についてお伺いい

たします。 

○議長（二橋益良） 副市長。 

○副市長（田中伸弘） お答えいたします。 

 現在、市役所の本庁舎におきましては、喫煙室を

設けまして分煙を実施しておりまして、おぼとでは

敷地内を全面禁煙としておるところです。 

 今回、健康増進法が改正されたということで、そ

の法律に沿って平成30年度中には本庁舎の喫煙室は

廃止をする予定でございまして、今後、具体的な厚

生労働省令に定められる基準に沿った屋外分煙施設

を整備していく方向で市役所内では検討を進めてお

ります。 

 またその他の公共施設につきましては、敷地内禁

煙をしていますのが、幼稚園、保育園、小・中学校

のほか、中央図書館など４施設でございまして、そ

の他の施設は施設内は禁煙ですが、屋外に灰皿を設

置しているというような状況でございます。 

 加えまして、公共施設というわけではございませ

んけども、市がかかわるおいでん祭など、屋外のイ

ベントにおいても来場者の動線に配慮した喫煙場所

を設置しているところでございます。 
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 課題といいますか、今後の対応としましては、先

ほども少し申し上げましたけども、今回の健康増進

法の改正や県の受動喫煙防止条例の制定の主な目的

であります、望まない受動喫煙を生じさせることの

ない環境整備の促進という趣旨に照らしまして、市

の公共施設におきまして、屋外の喫煙場所や施設利

用者の動線上にある場合の改善や、喫煙場所の標識

の設置など、今後定められます厚生労働省令や県条

例の規則の基準に沿った受動喫煙防止対策を行って

まいりたいと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 今年度内に庁舎内の喫煙室は

廃止されて、屋外に分煙施設を設ける。それ、それ

はどの辺に設ける予定なのか、伺ってもよろしいで

すか。 

○議長（二橋益良） 副市長。 

○副市長（田中伸弘） 今答弁をさせてもらったん

ですけども、健康増進法は、趣旨の主な考え方とか

そういったとこで法律が変わったとこなんですけど

も、具体的に敷地内、公共施設の敷地内、どういう

ところに設けるべきかとか、先ほども少しありまし

たけど、来場者、市民の方が通るような動線を配慮

してつくるというとこで、一応、健康増進法の改正

のほうでは、公共施設につきましては屋外で受動喫

煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫

煙場所を設置することができるというふうに書かれ

ていまして、その必要な措置がとられた場所という

ところが、具体的にこれから国とか、あとは県の条

例でも規則のほうで示されてくるということでござ

いますので、そこを情報を仕入れながら、何とか年

度内に整えていきたいと考えております。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 本当に市民の目にもさらすよ

うなところとか、やはり煙がまた出てきたりとかい

ろいろそれでは困るだろうし、本当にさっきの話だ

けど、職員さんも衣服について、また接客業をされ

る方なんかはやはりちょっとそこの配慮も必要だろ

うし、何かちょっと難しいなという思いはしてます。 

 やはりどこも何か喫煙場所、分煙施設を設けても

いいといっても、なかなか場所を決めるのが大変だ

ということは私も伺っているので、慎重に配慮して、

市民から余り変なことを言われないようにしていた

だきたいなと思います。これを契機にやめられる方

はやめていただけると、何か市職員の株も上がるの

かなという気もいたします。ありがとうございます。 

 最後の質問に移ります。４番目です。 

 ４問目。東京五輪を契機として、市が行うべき受

動喫煙防止対策についての考えをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 副市長。 

○副市長（田中伸弘） 今、議員からの御質問のタ

イトルに、東京五輪を契機としてというところでご

ざいますが、そういった意味合いでは湖西市におい

ては東京五輪は要は世界中から人が集まる場所とい

うところで、湖西市に置きかえましても人が多く集

まるところを中心に受動喫煙を防止していこうとい

うような取り組みについてかと思っております。 

 今、先ほどの御質問にもございましたとおり、国

のほうはことし平成30年の７月に、健康増進法の一

部を改正する法律が公布されまして、それを受けて

県のほうでも、ことし平成30年の10月に、静岡県受

動喫煙防止条例が制定されたところでございまして、

県のほうに聞いたところ、そういった県で条例を定

めているところが今は静岡県も含めて６都県という

ところのようでございます。 

 この法律の改正では、新たに受動喫煙防止を図る

ための国及び地方公共団体の責務が加えられまして、

主な内容、抜粋ではございますけども、望まない受

動喫煙を防止するための措置を推進するよう努める

ということや、国、都道府県、市町村、多数の者が

利用する施設などの管理権限者その他の関係者は、

望まない受動喫煙が生じないよう相互に連携を図り

ながら協力するよう努めるというふうに、いろいろ

責務ということで、地方自治体や国だけでなくて、

ほかのあるいはいろいろな方々も協力して、受動喫

煙防止に努めていくというようなことがうたわれて

いるところであります。 

 これらの趣旨を受けまして、湖西市としましても、

市が所有しています施設への適切な措置の実施や、

先ほどの御質問、御答弁ありましたとおり、健康こ

さい21におけるたばこについての取り組みなど、継
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続した周知啓発を図るとともに、今後、より具体的

に定められる法律の政省令や県条例の規則を踏まえ

まして、国、県等と相互連携を図りまして、一層の

受動喫煙防止対策に努めていくと思っております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。何にしても、

国のほうが法で定めてきたので、国民もオリンピッ

クを契機にたばこの受動喫煙については大分認知さ

れてきていると思いますので、啓発をやはり市とし

てもしっかりやっていただいて、みんなでやってい

けれるようにしていただきたいと思います。 

 それから、県のほうにちょっと聞いてみたら、県

は、県庁は屋上があるんですって。そこの屋上でた

ばこをお飲みになるといって、ちょっとこの、ほか

のほうの庁舎のほうは、何か駐車場でちょっとそれ

をやったら、市民からちょっと非難を得たので、ち

ょっとそこはもうできないようになってしまったと

かっていうことがありますので、いろんな情報を得

て、市の職員のストレスがたまらない程度に配慮し

てやっていただけるといいかなと思います。 

 やはり一番私が、やはりこの受動喫煙防止対策は、

前々からいろいろな人が言ってましたけど、やはり

健康被害を受けやすい子供さんを守るためと、それ

と県のほうでも言ってます、健康寿命延伸のためと

いってますので、やはりこれを契機に、これが一歩

前へ進んでるのかなと私も思ってますので、よろし

くお願いします。 

 では次の質問に行きます。 

 空き家対策について。少子高齢化・人口減少時代

の到来と、持ち家偏重の住宅政策などにより、空き

家問題は年々深刻化し、その対策は全国どの自治体

でも重要な政策課題となっております。 

 このような中、平成27年５月26日から空き家対策

を進める特別措置法が施行され、特定判断基準を示

したガイドラインを参考に、特定空き家に認定した

場合は所有者に修繕や撤去などの勧告、命令が行え

るほか、最終的には行政代執行による撤去もできる

と定められました。 

 老朽危険家屋は、放置すると地震や大型台風など

のときに倒壊・損害し、地域住民に迷惑をかけ、ま

た動物が住みついて悪臭を放つなど、近隣住民に迷

惑を及ぼす可能性があります。 

 質問の目的は、台風24号により市内では損壊した

空き家により近隣住民が被害にあり、その対応に苦

慮されたという実態がありました。空き家の適正管

理を推進していただきたく、行うものです。 

 質問１。湖西市空き家等対策計画（案）において、

空き家等の調査を「行政と自治会組織が協議で実態

調査を実施し、自治会ごとの実態を把握する」、ま

た「市民や所有者からの相談により得られた情報も

実態調査に反映していく」とありますが、現在の状

況と今後の予定をお伺いいたします。お願いします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 危機管理監のほうから

お答えをさせていただきます。 

 まず、空き家等対策計画についてでございますが、

計画案についてパブリックコメントまでは行ったわ

けでございますが、その後で幾つか検討をまだ必要

とする事項が、ちょっと我々のほうで見つかりまし

たので、まだ実は策定に至ってないというのが現状

でございます。 

 御質問の、計画案に示してあります調査及び実態

把握につきましては、計画が策定されていないとい

うこともございまして、現在はまだ実施をしており

ません。この計画の策定の後には具体的に調査の進

め方を検討していくこととなります。 

 空き家の問題は、地域によって深刻度合いが異な

りますので、問題意識の高い地域の皆様には格別な

御協力をいただいて、一緒に実態把握のほうをして

まいりたいというふうに考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） とても残念な話で、その空き

家対策計画が、この計画のことについて、パブコメ

もゼロ件だったんですけれども、計画案は庁舎内で

検討されて、計画案として出されたと思うんですが、

なぜまた検討しなければならなくなったのか、ちょ

っとそこを教えてください。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 
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○危機管理監（青島一郎） 空き家の問題といいま

すのは、複数の部署に関係がしてきます。例えば空

き家の活用ということ、また事業所に活用するとか、

住む家に活用するとか、それと今回御質問にあるよ

うに、もう危ないよとか、老朽した空き家は撤去し

たほうがいいんではないかという、そういったいろ

いろな問題があるわけですけれども、関係する部署

で集まって調整会議をして進めたわけでございます

が、その中で、まず計画というものをつくらないと

その先に進まないということで、計画をつくるもの、

計画をつくる担当を危機管理課のほうでつくって、

計画案を策定して、ふさわしい所管、所管といいま

すか、窓口になるのがどこがふさわしいかというと

ころもございましたけれども、なかなかその調整も

実は難しかったところはございます。 

 老朽危険空き家、そういったところを所管、結局

担当するであろう危機管理課のほうで、計画までは

ということで進めてまいりました。多少内部調整を

スムーズにできなかったのは我々の少し落ち度もあ

るんですが、調整が十分できないまま、案を策定を

して、パブリックコメントにかけていたと。 

 実際、パブリックコメントの御意見がございませ

んでしたので、我々としてはこれで進めようという

ふうに思ったんですが、やはり内部調整を十分にし

なかったしっぺ返しが当然、申しわけありません、

ありまして、それでその後さらなる検討が必要だと

いうことで、今その調整をしているところでござい

ます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 本当にこの空き家対策の計画

って、これがなければ本当に進んでいかないんです

よね。昨年平成29年９月だったっけ、楠議員が一般

質問されてて、そのときに今年度いっぱいにつくる

といって多分これが出されたと思うんです、一生懸

命作ってくれた計画案が。だけどその中で調整会議

がうまく進んでいなかったということなんですか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 調整会議は進めました

けれども、最終的になかなか細かい話が実は出てき

まして、本当に細部にわたった調整までできなかっ

たところがございます。ただ、活用という部分を盛

り込んでいくためには、我々の部署よりもふさわし

い部署はあるんですけれども、特定空き家という、

老朽空き家を、後の御質問にもありますように、代

執行するとか、そういった強権を発動するためには

そういった計画が必要だということで、多少強引に

この計画案を進めていってしまったというところが

ございましたので、ただ、それだけでは、ただ老朽

空き家を、危険空き家を潰すだけの計画ではやはり

片手落ちになりますので、空き家の活用というもの

をもっと計画の中に盛り込む必要があるということ

で、いま少し調整がまだ中途、調整中ということで

ございます。済みません。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） それではこの１番目の、私一

番聞きたいことは、この空き家等対策計画というの

は、いつまでにつくっていただけます。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 昨年９月の一般質問の

御答弁では、案を平成29年度中には計画案を策定す

るということで、そこまでは予定どおりできました

が、当然、案ができれば、平成30年度の頭のほうで

は策定を済ませてというふうに考えておりましたけ

ども、それが今延び延びになっておりますので、今

年度中には計画策定まで持っていきたいと思ってお

ります。そのための調整を現在、それからこの先も

進めます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 青島危機管理監のしっかりと

した、今年度中にはというお言葉をいただきました

ので、よろしくお願いいたします。 

 では２番目に移ります。 

 特定空き家を認定した場合、どのように対応して

いるのか。また課題は何なのかをお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 先ほども申し上げたよ

うに、本市では現在まで、特定空き家等を認定はし

ておりません。今後認定した場合にはですが、空き

家等対策の推進に関する特別措置法に基づきまして、

行政による指導、勧告、命令、さらには強制代執行
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が可能ということになりますが、課題といたしまし

てですが、行政代執行に要する費用の回収見込み、

これがつかないということや、空き家の所有者から

損害賠償請求の訴訟を提起される可能性があるとい

うことがございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。 

 一つ聞きたいのは、私もすごいいつも困ってるん

ですけど、所有者不明の空き家があるじゃないです

か。というか、多分所有者調べていけばわかると思

うんだけど、近隣住民もこれはどの人のものなのか

というのがなかなかうまくわからないときがあるん

ですね、実際。こういう所有者不明の空き家のとき

というのは、どんなふうにしたらいいかというよう

な、そういう市民からの問い合わせというのはあり

ませんか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） ちょっとお待ちくださ

い。 

○議長（二橋益良） ここで皆さんにお諮りいたし

ます。５時過ぎる可能性が出てきましたので、延長

を求めたいと思いますが、よろしいですか。 

  〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（二橋益良） それでは５時以降、延長いた

します。 

 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 済みません、お時間い

ただきまして。 

 通常、プライバシーとかございますけれども、こ

れに関しましては、個々にそういった問い合わせが

あれば、こちらのほうで、実際には固定資産税のほ

うの税務課の御理解いただいて、そちらのほうで追

えるとこまで調べて申し上げることは可能です。そ

ういった対応をしております。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。それではそう

いうような問題については、危機管理課に相談をし

て、調べていただけるということでよろしいですか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 現在のところは危機管

理課のほうがこの空き家について所管をしておりま

すので、この後、所管が変わればまた変わるかもし

れませんが、危機管理課のほうへ御相談いただけれ

ばと思います。特に老朽空き家であれば、危険空き

家であれば、危機管理課のほうで今後も担当してい

きますので、こちらに聞いていただければと思いま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。では次に行き

ます。 

 台風24号に伴う空き家の被害状況及び市への被害

の相談内容をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 台風24号での空き家に

関する相談は、12件ありました。そのほとんどが、

瓦やトタンが飛んできたという周辺住民からの相談

でございました。 

 全ての箇所を現地確認いたしまして、相談者や周

辺住民からお話を伺いました。倉庫がばらばらにな

って道路に飛散した箇所等については、地元の自主

防災会や周辺住民の皆さんによって早急な対応をし

ていただいたというような状況でありました。以上

です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 私の周りでもそのような状況

になって対応していたわけですけれども、近ごろで

は台風とかそういう災害が来そうなときは、結構早

くから情報が伝わってくるもんだから、一般の人は

しっかりと被害に遭わないように先に準備しますよ

ね。だけど空き家になってるところは誰も手が出せ

ないじゃないですか。本当に大体いつも起こるとこ

ろは同じエリアでその被害が起こるんですけれども、

そういう老朽化した空き家の周辺にいる住民たちが、

来年も多分、気温の変化もあって、多分また台風が

何回も来ると思うんです。そうなったときに、いつ

も心配をしなければならなくなるもんですから、こ

ういうことというのは、先に、計画ができる前に、

前にというか、もう早目早目に、自治会さんなりな

んなりにやはり連携しあって、ある程度そういう空

き家の状況とかそういうのを見ながら、みんなで気
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をつけましょうだけでは何もならないんですけれど

も、やはりそういうふうな状況のあるところは、自

治会なら自治会、自主防でも何でもいいんですけど、

そういうところでしっかりとある程度の被害になら

ないような対応をするというようなことは、やはり

できないんでしょうかね。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 計画が策定されてない

というところがちょっと弱みにはなってますけれど

も、当然計画を策定して、そういった周知を住民の

皆さんにも市民の皆さんにもしていかないといけな

いと思います。そうすればまた、市民の皆さんの関

心も高まるかなとは思うんですが、現在既にそうい

った事例というか状況があるというような空き家が

お近くにあるんであれば、やはり被害を受けそうな

周りの皆さんから、町内会とか自治会を通じてでも

結構ですし、直接御相談いただいても結構ですので、

まずは危機管理課のほうに、こういった空き家があ

るんだけどということで御相談をいただければ、で

きる方法を一緒に考えていきたいなと思いますので、

よろしくお願いします。 

 済みません、一つ、申しわけありません。対応は

計画が策定されなければできないというわけではあ

りません。今現在も対応してますので、ただ、計画

をつくれば、そういった周知をすると、市民の皆さ

んに対してもっと関心が高まるという意味で申し上

げましたので、対応は計画にかかわらず、今でもし

ておりますので、ぜひ御相談いただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。そのようにさ

せていただきます。 

 最後の質問に移ります。 

 空き家をふやさないための啓発はどのようにして

おられるのか。また課題はどんなことなのか、お伺

いいたします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 平成29年度から、昨年

度ですが、固定資産税の納税通知書に、空き家の適

正管理をお願いする文章を掲載しております。また、

今度は単発ですが、平成29年度には空き家の流通促

進に関する専門家と連携して、相続に関する相談や

空き家の売却についてのワンストップ相談会を、こ

れは県の主催で行いました。 

 また、平成30年度につきましては、所有者等によ

る除去が行われない危険な状態の空き家について、

減免措置を除外するパンフレットを作成をしたとこ

ろでございます。ただまだ今後このパンフレットの

配布について、空き家の所有者に送付したいんです

けども、先ほど議員もおっしゃったように、空き家

の所有者というのがなかなかわかりにくいところが

あって、どのように送付をしようかということを検

討しているところです。 

 課題につきましては、建物所有者の相続関係等が、

どうしても調査し切れない物件があること、また、

空き家の所有者自身の問題意識が低いということが

問題として考えられます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） よくわかりました。やはり空

き家にしないように、本当はその家を持ってた人た

ちがしっかりと所有者をバトンタッチしていってく

れれば何の問題もないんですけど、それができない

からこういう問題が起きている。ましてやこれから

少子高齢化でそういうことがどんどんふえてくるの

ではないかなということで、国も危機感を感じてい

ると思うんですね。 

 29年度に県のほうでやっていただいた相続相談と

いうのは、やはり相談に見えられる方はいらっしゃ

るんですか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） その実績といたしまし

ては、３件でございました。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。何にしても、

いろんなことをやらなければだめですよね。受動喫

煙と同じで。何でもそうだけど、しっかりと市民の

皆さんに知ってもらって、それを一緒にともに行政

と協力し合ってやっていきましょうねということを、

意識づけていかないとやはりいけないと私は思いま

した。 
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 そんなわけですので、あらゆる機会で、別に危機

管理課のところだけで頑張らなくても、いろんなと

ころ、例えば長寿介護課のところでもいいと思うん

ですよ。この間うちのところでも、エンディングノ

ートのちょっとそういうお話を伊藤先生からしても

らったときがあったんですけど、やはり自分のいろ

んなこと、こういうことをやってほしいとかいろん

なお願い事をちゃんと記録しておいてあげれれば次

の人に伝わるということで、なかなか話しにくいこ

とも、そういうふうにエンディングノートに記して

おくといいのかなとかって思いましたので、あらゆ

るところでそういうものを協力し合いながら全ての

こと、そうしてやっていけばうまく、湖西市民のた

めの市役所になっていくのかなと私は思います。 

 ありがとうございました。本当に空き家対策にし

ても、受動喫煙防止対策にしても、今後ともよろし

くお願いいたします。以上で私の質問を終わります。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の一般質問を終わります。 

 これをもちまして、本日予定しておりました一般

質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでご

ざいました。 

午後５時03分 散会 

───────────────── 

 

 


